
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号

食
品
衛
生
法
施
行
規
則

食
品
衛
生
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
食
品
、
添
加
物
、
器
具
及
び
容
器
包
装
（
第
一
条―

第
二
十
条
）

第
二
章
　
監
視
指
導
（
第
二
十
一
条
）

第
三
章
　
削
除

第
四
章
　
製
品
検
査
（
第
二
十
四
条―

第
三
十
一
条
）

第
五
章
　
輸
入
の
届
出
（
第
三
十
二
条―

第
三
十
四
条
）

第
六
章
　
食
品
衛
生
検
査
施
設
（
第
三
十
五
条―

第
三
十
七
条
）

第
七
章
　
登
録
検
査
機
関
（
第
三
十
八
条―

第
四
十
七
条
）

第
八
章
　
営
業
（
第
四
十
八
条―
第
七
十
一
条
の
二
）

第
九
章
　
雑
則
（
第
七
十
二
条―
第
七
十
九
条
）

附
則

第
一
章
　
食
品
、
添
加
物
、
器
具
及
び
容
器
包
装

第
一
条
　
食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
場
合
を
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
有
毒
な
又
は
有
害
な
物
質
で
あ
つ
て
も
、
自
然
に
食
品
又
は
添
加
物
に
含
ま
れ
又
は
附
着
し
て
い
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
程
度
又
は
処
理
に
よ
り
一
般
に
人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
。

二
　
食
品
又
は
添
加
物
の
生
産
上
有
毒
な
又
は
有
害
な
物
質
を
混
入
し
又
は
添
加
す
る
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
場
合
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
一
般
に
人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
。

第
二
条
　
法
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
解
除
の
申
請
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
当
該
解
除
を
申
請
す
る
食
品
又
は
物
に
起
因
す
る
食
品
衛
生
上
の
危
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
な
く
な
つ
た
こ
と
を

証
す
る
書
類
を
添
え
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

二
　
解
除
を
申
請
す
る
食
品
又
は
物
の
範
囲

三
　
当
該
禁
止
に
係
る
食
品
又
は
物
に
起
因
す
る
食
品
衛
生
上
の
危
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
な
い
理
由
そ
の
他
の
厚
生
労
働
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
事
項

第
二
条
の
二
　
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
指
定
成
分
等
含
有
食
品
が
、
人
の
健
康
に
被
害
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
の
届
出
に
あ
つ
て
は
、
第
四
号
か
ら
第
七
号

ま
で
を
除
く
。
）
を
記
載
し
た
届
出
書
を
都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
（
以
下
「
都
道
府
県
知
事
等
」
と
い
う
。
）
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
健
康
被
害
を

受
け
た
者
が
そ
の
情
報
の
提
供
を
拒
否
し
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
、
当
該
者
の
情
報
を
得
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
を
要
し
な
い
。

一
　
指
定
成
分
等
含
有
食
品
が
人
の
健
康
に
被
害
を
生
じ
、
又
は
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
旨
の
情
報
を
得
た
日

二
　
指
定
成
分
等
含
有
食
品
の
製
品
名

三
　
指
定
成
分
等
の
含
有
量

四
　
健
康
被
害
を
受
け
た
者
の
性
別
、
年
齢
、
指
定
成
分
等
含
有
食
品
の
摂
取
状
況
及
び
健
康
被
害
に
係
る
症
状

五
　
健
康
被
害
を
受
け
た
者
が
医
療
機
関
を
受
診
し
て
い
る
場
合
は
、
当
該
医
療
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地

六
　
前
号
の
医
療
機
関
に
お
け
る
診
断
結
果

七
　
指
定
成
分
等
含
有
食
品
の
摂
取
時
に
使
用
し
て
い
た
医
薬
品
等
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
医
薬
品
等
の
名
称

八
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

法
第
八
条
第
一
項
の
届
出
は
、
指
定
成
分
等
含
有
食
品
の
表
示
内
容
に
責
任
を
有
す
る
者
を
通
じ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
　
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
由
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
特
定
の
国
若
し
く
は
地
域
に
お
い
て
採
取
さ
れ
、
製
造
さ
れ
、
加
工
さ
れ
、
調
理
さ
れ
、
若
し
く
は
貯
蔵
さ
れ
、
又
は
特
定
の
者
に
よ
り
採
取
さ
れ
、
製
造
さ
れ
、
加
工
さ
れ
、
調
理
さ
れ
、
若
し
く
は
貯
蔵
さ
れ
る
特
定
の
食

品
又
は
添
加
物
（
以
下
「
特
定
食
品
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
又
は
国
若
し
く
は
都
道
府
県
、
地
域
保
健
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
百
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
で
定
め
る
市
（
以
下
「
保
健
所
を
設
置
す
る
市
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
特
別
区
に
よ
る
行
政
指
導
（
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規

定
す
る
行
政
指
導
を
い
う
。
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
従
つ
て
営
業
者
が
行
う
検
査
の
結
果
、
法
第
九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
食
品
又
は
添
加
物
に
該
当
す
る
も
の
の
総
数
が
当
該
検
査
を
行
つ
た
食
品
又

は
添
加
物
の
総
数
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
が
お
お
む
ね
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
　
特
定
食
品
等
が
採
取
さ
れ
、
製
造
さ
れ
、
加
工
さ
れ
、
調
理
さ
れ
、
又
は
貯
蔵
さ
れ
る
国
又
は
地
域
に
お
け
る
当
該
特
定
食
品
等
に
係
る
食
品
衛
生
に
関
す
る
規
制
及
び
措
置
の
内
容
、
当
該
国
又
は
地
域
の
政
府
、
地
方
公
共

団
体
等
に
よ
る
当
該
特
定
食
品
等
に
係
る
検
査
体
制
そ
の
他
の
食
品
衛
生
上
の
管
理
の
体
制
、
当
該
国
又
は
地
域
の
政
府
、
地
方
公
共
団
体
等
に
よ
る
当
該
特
定
食
品
等
に
つ
い
て
の
検
査
結
果
の
状
況
そ
の
他
の
当
該
国
又
は
地

域
に
お
け
る
当
該
特
定
食
品
等
に
係
る
食
品
衛
生
上
の
管
理
の
状
況

三
　
特
定
食
品
等
に
つ
い
て
、
当
該
特
定
食
品
等
を
原
因
と
す
る
食
中
毒
そ
の
他
当
該
特
定
食
品
等
に
起
因
し
、
又
は
起
因
す
る
と
疑
わ
れ
る
健
康
被
害
が
生
じ
た
こ
と
。

四
　
特
定
食
品
等
に
つ
い
て
、
当
該
特
定
食
品
等
を
汚
染
し
、
又
は
汚
染
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
態
が
発
生
し
た
こ
と
。
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前
項
の
規
定
は
、
法
第
六
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
由
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
第
一
号
中
「
食
品
又
は
添
加
物
」
と
あ
る
の
は

「
お
も
ち
や
」
と
、
同
号
並
び
に
同
項
第
二
号
及
び
第
四
号
中
「
特
定
食
品
等
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
お
も
ち
や
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
特
定
食
品
等
に
つ
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
お
も
ち
や
に
つ
い
て
」
と
、
「
特
定
食
品
等

を
原
因
と
す
る
食
中
毒
そ
の
他
当
該
特
定
食
品
等
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
お
も
ち
や
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条
　
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
特
定
食
品
等
が
人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
の
程
度

二
　
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

三
　
法
第
九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
食
品
又
は
添
加
物
に
該
当
す
る
特
定
食
品
等
が
引
き
続
き
販
売
さ
れ
、
又
は
販
売
の
用
に
供
す
る
た
め
に
、
採
取
さ
れ
、
製
造
さ
れ
、
輸
入
さ
れ
、
加
工
さ
れ
、
使
用
さ
れ
、
若
し
く
は
調
理

さ
れ
る
可
能
性

四
　
特
定
食
品
等
に
よ
る
食
品
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
の
防
止
に
つ
い
て
、
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
以
外
の
方
法
に
よ
り
期
待
で
き
る
効
果

前
項
の
規
定
は
、
法
第
六
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
特
定
食
品
等
」

と
あ
る
の
は
「
特
定
お
も
ち
や
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
食
品
又
は
添
加
物
」
と
あ
る
の
は
「
お
も
ち
や
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
利
害
関
係
を
有
す
る
者
の
申
請
に
基
づ
き
、
又
は
必
要
に
応
じ
、
特
定
食
品
等
に
係
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
を
解
除
す
る
際
に
、
当
該
特
定
食
品
等

に
起
因
す
る
食
品
衛
生
上
の
危
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
解
除
し
よ
う
と
す
る
禁
止
に
係
る
特
定
食
品
等
に
つ
い
て
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
勘
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
規
定
は
、
法
第
六
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
を
解
除
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
特
定
食
品
等
」

と
あ
る
の
は
「
特
定
お
も
ち
や
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条
　
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
解
除
の
申
請
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
当
該
解
除
を
申
請
す
る
食
品
又
は
添
加
物
に
起
因
す
る
食
品
衛
生
上
の
危
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
な
く
な
つ
た
こ

と
を
証
す
る
書
類
を
添
え
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

二
　
解
除
を
申
請
す
る
食
品
又
は
添
加
物
の
範
囲

三
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
事
項

前
項
の
規
定
は
、
法
第
六
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
解
除
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
食
品
又
は
添
加
物
」
と
あ
る
の
は
「
お
も
ち
や
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
七
条
　
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
獣
畜
は
、
水
牛
と
す
る
。

法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
と
畜
場
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
厚
生
省
令
第
四
十
四
号
）
別
表
第
五
の
上
欄
に
掲
げ
る
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
同
欄
に
掲
げ
る
異
常
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
獣
畜
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
部
分
に

つ
い
て
廃
棄
そ
の
他
食
用
に
供
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合

二
　
食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
年
厚
生
省
令
第
四
十
号
）
第
三
十
三
条
第
一
項
第
三
号
の
内
臓
摘
出
後
検
査
の
結
果
、
同
令
別
表
第
十
の
上
欄
に
つ
い
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
部
分
の
廃
棄
等
の
措
置
を
講
じ
た
場
合

法
第
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
が
人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
く
飲
食
に
適
す
る
と
認
め
る
場
合
は
、
健
康
な
獣
畜
が
不
慮
の
災
害
に
よ
り
即
死
し
た
と
き
と
す
る
。

第
八
条
　
法
第
十
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
製
品
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
食
肉
製
品

二
　
乳
（
乳
及
び
乳
製
品
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
命
令
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
五
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
乳
を
い
う
。
次
条
第
一
号
、
第
九
号
及
び
第
十
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
乳
製
品
（
同
令
第
二
条

第
十
三
項
に
規
定
す
る
乳
製
品
の
う
ち
、
バ
タ
ー
オ
イ
ル
、
チ
ー
ズ
（
プ
ロ
セ
ス
チ
ー
ズ
に
限
る
。
）
、
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
類
、
調
製
粉
乳
、
調
製
液
状
乳
、
乳
酸
菌
飲
料
及
び
乳
飲
料
を
除
く
も
の
を
い
う
。
次
条
第
九
号
及
び
第

十
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

第
九
条
　
法
第
十
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
獣
畜
又
は
家
き
ん
の
肉
若
し
く
は
臓
器
に
あ
つ
て
は
、
獣
畜
又
は
家
き
ん
の
種
類
、
前
条
に
規
定
す
る
製
品
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
原
料
の
肉
、
乳
又
は
臓
器
の
種
類

二
　
数
量
及
び
重
量

三
　
荷
送
人
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
の
場
合
は
、
そ
の
名
称
及
び
所
在
地
）

四
　
荷
受
人
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
の
場
合
は
、
そ
の
名
称
及
び
所
在
地
）

五
　
獣
畜
又
は
家
き
ん
の
肉
又
は
臓
器
（
分
割
、
細
切
等
の
処
理
が
行
わ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
検
査
を
行
つ
た
機
関
の
名
称
等
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
獣
畜
に
あ
つ
て
は
、
と
畜
検
査
（
と
さ
つ
前
に
行
う
生
体
検
査
、
解
体
前
に
行
う
検
査
及
び
解
体
後
に
行
う
検
査
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
つ
た
機
関
の
名
称
又
は
と
畜
検
査
を
行
つ
た
職
員
の
官
職
氏
名

ロ
　
家
き
ん
に
あ
つ
て
は
、
食
鳥
検
査
（
生
体
検
査
、
脱
羽
後
検
査
及
び
内
臓
摘
出
後
検
査
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
つ
た
機
関
の
名
称
又
は
食
鳥
検
査
を
行
つ
た
職
員
の
官
職
氏
名

六
　
次
に
掲
げ
る
と
さ
つ
等
が
行
わ
れ
た
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

イ
　
獣
畜
の
肉
又
は
臓
器
（
分
割
、
細
切
等
の
処
理
が
行
わ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
と
さ
つ
又
は
解
体
が
行
わ
れ
た
と
畜
場

ロ
　
家
き
ん
の
肉
又
は
臓
器
（
分
割
、
細
切
等
の
処
理
が
行
わ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
と
さ
つ
、
脱
羽
及
び
内
臓
摘
出
が
行
わ
れ
た
食
鳥
処
理
場

ハ
　
分
割
、
細
切
等
の
処
理
が
行
わ
れ
た
獣
畜
又
は
家
き
ん
の
肉
又
は
臓
器
に
あ
つ
て
は
、
当
該
処
理
が
行
わ
れ
た
施
設

ニ
　
前
条
に
規
定
す
る
製
品
に
あ
つ
て
は
、
当
該
製
品
が
製
造
さ
れ
た
製
造
所
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七
　
前
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
規
定
す
る
と
さ
つ
、
解
体
、
脱
羽
、
内
臓
摘
出
、
分
割
、
細
切
等
の
処
理
又
は
製
造
が
、
我
が
国
と
同
等
以
上
の
基
準
に
基
づ
き
、
衛
生
的
に
行
わ
れ
た
旨

八
　
次
に
掲
げ
る
と
さ
つ
等
が
行
わ
れ
た
年
月

イ
　
獣
畜
の
肉
又
は
臓
器
（
分
割
、
細
切
等
の
処
理
が
行
わ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
と
さ
つ
及
び
と
畜
検
査

ロ
　
家
き
ん
の
肉
又
は
臓
器
（
分
割
、
細
切
等
の
処
理
が
行
わ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
と
さ
つ
及
び
食
鳥
検
査

ハ
　
分
割
、
細
切
等
の
処
理
が
行
わ
れ
た
獣
畜
又
は
家
き
ん
の
肉
又
は
臓
器
に
あ
つ
て
は
、
当
該
処
理

ニ
　
前
条
に
規
定
す
る
製
品
に
あ
つ
て
は
、
当
該
製
品
の
製
造

九
　
乳
又
は
乳
製
品
に
あ
つ
て
は
、
製
造
が
我
が
国
と
同
等
の
基
準
に
基
づ
き
、
衛
生
的
に
行
わ
れ
た
旨

十
　
乳
又
は
乳
製
品
に
あ
つ
て
は
、
法
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
証
明
書
を
発
行
し
た
輸
出
国
の
政
府
機
関
の
名
称
又
は
署
名
し
た
職
員
の
官
職
氏
名

第
十
条
　
法
第
十
条
第
二
項
の
証
明
書
が
輸
出
国
以
外
の
国
に
お
い
て
と
畜
検
査
が
行
わ
れ
た
獣
畜
の
肉
若
し
く
は
臓
器
又
は
食
鳥
検
査
が
行
わ
れ
た
家
き
ん
の
肉
若
し
く
は
臓
器
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
と
畜
検
査
又
は

食
鳥
検
査
を
行
つ
た
国
の
政
府
機
関
が
発
行
し
た
前
条
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
証
明
書
の
写
し
を
、
同
項
の
証
明
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
　
法
第
十
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
国
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
及
び
ニ
ユ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
と
す
る
。

第
十
一
条
の
二
　
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
食
品
又
は
添
加
物
は
、
獣
畜
及
び
家
き
ん
の
肉
及
び
臓
器
と
す
る
。

法
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
食
品
又
は
添
加
物
は
、
生
食
用
の
か
き
及
び
ふ
ぐ
と
す
る
。

法
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
輸
入
す
る
食
品
の
品
名
（
ふ
ぐ
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
学
名
を
含
む
。
）

二
　
輸
入
す
る
食
品
の
数
量
及
び
重
量

三
　
輸
入
す
る
食
品
の
採
捕
海
域

四
　
輸
入
す
る
食
品
の
採
捕
年
月
日

五
　
輸
入
す
る
食
品
を
処
理
し
た
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

六
　
荷
送
人
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
の
場
合
は
、
そ
の
名
称
及
び
所
在
地
）

七
　
荷
受
人
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
の
場
合
は
、
そ
の
名
称
及
び
所
在
地
）

八
　
輸
入
す
る
食
品
が
、
我
が
国
と
同
等
以
上
の
基
準
に
基
づ
き
、
衛
生
的
に
取
り
扱
わ
れ
た
旨

第
十
二
条
　
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
の
な
い
添
加
物
を
別
表
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
三
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
　
削
除

第
十
七
条
　
法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
由
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
特
定
の
国
若
し
く
は
地
域
に
お
い
て
製
造
さ
れ
、
又
は
特
定
の
者
に
よ
り
製
造
さ
れ
る
特
定
の
器
具
又
は
容
器
包
装
（
以
下
「
特
定
器
具
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
法
第

二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
又
は
国
若
し
く
は
都
道
府
県
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
若
し
く
は
特
別
区
に
よ
る
行
政
指
導
に
従
つ
て
営
業
者
が
行
う
検
査
の
結
果
、
法
第
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
器
具
又
は
容
器

包
装
に
該
当
す
る
も
の
の
総
数
が
当
該
検
査
を
行
つ
た
器
具
又
は
容
器
包
装
の
総
数
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
が
お
お
む
ね
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
　
特
定
器
具
等
が
製
造
さ
れ
る
国
又
は
地
域
に
お
け
る
当
該
特
定
器
具
等
に
係
る
食
品
衛
生
に
関
す
る
規
制
及
び
措
置
の
内
容
、
当
該
国
又
は
地
域
の
政
府
、
地
方
公
共
団
体
等
に
よ
る
当
該
特
定
器
具
等
に
係
る
検
査
体
制
そ
の

他
の
食
品
衛
生
上
の
管
理
の
体
制
、
当
該
国
又
は
地
域
の
政
府
、
地
方
公
共
団
体
等
に
よ
る
当
該
特
定
器
具
等
に
つ
い
て
の
検
査
結
果
の
状
況
そ
の
他
の
当
該
国
又
は
地
域
に
お
け
る
当
該
特
定
器
具
等
に
係
る
食
品
衛
生
上
の
管

理
の
状
況

三
　
特
定
器
具
等
に
つ
い
て
、
当
該
特
定
器
具
等
に
起
因
し
、
又
は
起
因
す
る
と
疑
わ
れ
る
健
康
被
害
が
生
じ
た
こ
と
。

四
　
特
定
器
具
等
に
つ
い
て
、
当
該
特
定
器
具
等
を
汚
染
し
、
又
は
汚
染
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
態
が
発
生
し
た
こ
と
。

前
項
の
規
定
は
、
法
第
六
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
由
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
八
条
　
法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
特
定
器
具
等
が
人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
の
程
度

二
　
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

三
　
法
第
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
器
具
又
は
容
器
包
装
に
該
当
す
る
特
定
器
具
等
が
引
き
続
き
販
売
さ
れ
、
又
は
販
売
の
用
に
供
す
る
た
め
に
、
製
造
さ
れ
、
若
し
く
は
輸
入
さ
れ
、
又
は
営
業
上
使
用
さ
れ
る
可
能
性

四
　
特
定
器
具
等
に
よ
る
食
品
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
の
防
止
に
つ
い
て
、
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
以
外
の
方
法
に
よ
り
期
待
で
き
る
効
果

前
項
の
規
定
は
、
法
第
六
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
九
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
利
害
関
係
を
有
す
る
者
の
申
請
に
基
づ
き
、
又
は
必
要
に
応
じ
、
特
定
器
具
等
に
係
る
法
第
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
を
解
除
す
る
際
に
、
当
該
特
定
器
具
等
に
起
因
す
る
食
品
衛
生
上
の
危
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
解
除
し
よ
う
と
す
る
禁
止
に
係
る
特
定
器
具
等
に
つ
い
て
前
条

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
勘
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
規
定
は
、
法
第
六
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
六
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
禁
止
を
解
除
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
十
条
　
法
第
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
解
除
の
申
請
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
当
該
解
除
を
申
請
す
る
器
具
又
は
容
器
包
装
に
起
因
す
る

食
品
衛
生
上
の
危
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
な
く
な
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
え
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

3



一
　
申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

二
　
解
除
を
申
請
す
る
器
具
又
は
容
器
包
装
の
範
囲

三
　
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
事
項

前
項
の
規
定
は
、
法
第
六
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
解
除
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
章
　
監
視
指
導

第
二
十
一
条
　
法
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
の
広
域
連
携
協
議
会
は
、
地
方
厚
生
局
の
管
轄
区
域
ご
と
に
、
当
該
地
方
厚
生
局
並
び
に
当
該
地
方
厚
生
局
の
管
轄
区
域
内
の
都
道
府
県
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
及
び
特
別
区
を
そ
の
構

成
員
と
し
て
設
け
る
。

第
三
章
　
削
除

第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
三
条
　
削
除

第
四
章
　
製
品
検
査

第
二
十
四
条
　
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
検
査
の
申
請
は
、
ロ
ツ
ト
を
形
成
す
る
製
品
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
の
場
合
は
、
そ
の
名
称
、
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

二
　
製
品
の
名
称

三
　
製
造
所
の
名
称
及
び
所
在
地

四
　
食
品
衛
生
管
理
者
の
氏
名

五
　
製
造
年
月
日

六
　
申
請
数
量

七
　
小
分
け
容
器
の
内
容
量
別
個
数

八
　
製
造
者
に
お
い
て
検
査
を
行
つ
た
場
合
は
、
そ
の
成
績

第
二
十
五
条
　
食
品
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
二
十
九
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
試
験
品
の
採
取
は
、
ロ
ツ
ト
を
形
成
す
る
製
品
ご
と
に
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
採
取
量
は
、
検

査
に
必
要
な

小
限
度
の
分
量
と
す
る
。

第
二
十
六
条
　
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
表
示
は
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
合
格
証
を
も
つ
て
製
品
の
容
器
包
装
に
封
を
施
し
た
も
の
と
す
る
。

第
二
十
七
条
　
令
第
五
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
検
査
を
受
け
る
べ
き
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

二
　
検
査
を
受
け
る
べ
き
製
品
の
名
称

三
　
製
造
所
又
は
加
工
所
の
名
称
及
び
所
在
地

四
　
検
査
を
受
け
る
べ
き
製
品
の
製
造
又
は
加
工
の
期
間

五
　
検
査
を
受
け
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
具
体
的
理
由

第
二
十
八
条
　
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
検
査
の
申
請
は
、
ロ
ツ
ト
を
形
成
す
る
製
品
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

二
　
製
品
の
名
称

三
　
製
造
所
又
は
加
工
所
の
名
称
及
び
所
在
地

四
　
製
造
又
は
加
工
の
年
月
日

五
　
申
請
数
量

前
項
の
申
請
書
に
は
、
令
第
五
条
第
一
項
の
検
査
命
令
書
の
写
し
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
一
の
命
令
に
つ
き
す
で
に
検
査
の
申
請
を
行
い
、
検
査
命
令
書
の
写
し
が
提
出
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

第
二
十
九
条
　
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
検
査
の
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二
　
製
品
の
名
称

三
　
製
造
者
又
は
加
工
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

四
　
製
造
所
又
は
加
工
所
の
名
称
及
び
所
在
地

五
　
製
品
の
着
港
年
月
日

六
　
製
品
の
保
管
場
所

七
　
申
請
数
量

前
項
の
申
請
書
に
は
、
検
査
命
令
書
（
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
検
査
の
命
令
の
通
知
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
命
令
の
内
容
を
出
力
し
た
書
面
）
の
写

し
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
三
十
条
　
法
第
二
十
六
条
第
三
項
の
検
査
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
事
項
（
加
工
食
品
以
外
の
食
品
の
検
査
の
申
請
に
あ
つ
て
は
、
第
三

号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
所
在
地
」
と
あ
る
の
は
「
所
在
地
（
加
工
食
品
以
外
の
食
品
の
検
査
の
申
請
に
あ
つ
て
は
、
当
該
食
品
の
生
産
地
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
一
条
　
厚
生
労
働
大
臣
の
行
う
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
の
手
数
料
の
納
付
は
、
令
第
四
条
第
二
項
又
は
第
六
条
第
一
項
（
令
第
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
書
に
法
第
二
十
五
条
第
二
項
の
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
額
又
は
法
第
二
十
六
条
第
六
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
に
相
当
す
る
収
入
印
紙
を
は
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
五
章
　
輸
入
の
届
出

第
三
十
二
条
　
法
第
二
十
七
条
（
法
第
六
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
七
項
、
第
八
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
者
（
第
十
一
号
並
び
に
次
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
輸
入
者
」

と
い
う
。
）
は
、
別
表
第
十
に
掲
げ
る
食
品
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
場
合
を
除
き
、
輸
入
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
事
項
（
貨
物
を
保
管
す
る
倉
庫
へ
の
貨
物
の
搬
入
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
搬
入
」
と
い
う
。
）
前
に
輸
入
届
出
書

を
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
十
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
を
記
載
し
て
、
貨
物
の
到
着
予
定
日
の
七
日
前
の
日
以
降
（
貨
物
に
関
す
る
事
故
が
発
生
し
た
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
搬
入
後
）
に
、
別
表
第
十

一
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
検
疫
所
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
搬
入
前
に
輸
入
届
出
書
を
提
出
し
た
場
合
に
お
い
て
、
貨
物
に
関
す
る
事
故
が
あ
つ
た
と
き
は
、
搬
入

後
直
ち
に
、
そ
の
概
要
を
記
載
し
た
届
書
を
当
該
検
疫
所
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二
　
貨
物
の
食
品
、
添
加
物
、
器
具
、
容
器
包
装
又
は
お
も
ち
や
の
別
、
品
名
、
積
込
数
量
、
積
込
重
量
、
包
装
の
種
類
及
び
用
途
並
び
に
貨
物
に
記
号
及
び
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
と
き
は
そ
の
記
号
及
び
番
号

三
　
貨
物
が
食
品
で
あ
つ
て
、
当
該
食
品
が
着
香
の
目
的
以
外
の
目
的
で
使
用
さ
れ
る
添
加
物
（
一
般
に
食
品
と
し
て
飲
食
に
供
さ
れ
て
い
る
物
で
あ
つ
て
添
加
物
と
し
て
使
用
さ
れ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
法
第
十
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
基
準
又
は
規
格
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
含
む
と
き
は
、
当
該
添
加
物
の
品
名

四
　
貨
物
が
加
工
食
品
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
原
材
料
及
び
製
造
又
は
加
工
の
方
法

五
　
貨
物
が
加
工
工
程
後
も
組
み
替
え
ら
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
又
は
こ
れ
に
よ
つ
て
生
じ
た
た
ん
ぱ
く
質
が
残
存
す
る
加
工
食
品
と
し
て
食
品
表
示
基
準
（
平
成
二
十
七
年
内
閣
府
令
第
十
号
）
別
表
第
十
七
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
（
同
令

第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
業
務
用
加
工
食
品
を
含
む
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
同
令
第
三
条
第
二
項
の
表
の
別
表
第
十
七
の
下
欄
及
び
別
表
第
十
八
の
中
欄
に
掲
げ
る
加
工
食
品
の
項
の
下
欄
の
１
の
一
か
ら
三
ま
で
に
規
定

す
る
場
合
（
そ
の
原
材
料
が
同
欄
の
５
本
文
の
規
定
に
よ
り
同
欄
の
５
に
規
定
す
る
遺
伝
子
組
換
え
に
関
す
る
表
示
が
不
要
と
さ
れ
た
場
合
を
除
く
。
）
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
欄
の
１
の
一
か
ら
三
ま
で
に
規
定
す
る
事
項

六
　
貨
物
が
食
品
表
示
基
準
第
二
条
第
一
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
対
象
農
産
物
で
あ
る
と
き
は
、
同
令
第
十
八
条
第
二
項
の
表
の
対
象
農
産
物
の
項
の
下
欄
の
１
の
一
の
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
欄
の

１
の
一
の
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
事
項

七
　
貨
物
が
添
加
物
で
あ
つ
て
、
当
該
添
加
物
が
添
加
物
（
着
香
の
目
的
で
使
用
さ
れ
る
も
の
及
び
一
般
に
食
品
と
し
て
飲
食
に
供
さ
れ
て
い
る
物
で
あ
つ
て
添
加
物
と
し
て
使
用
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
含
む
製
剤
で
あ
る
と
き

は
、
そ
の
成
分

八
　
貨
物
が
器
具
、
容
器
包
装
又
は
お
も
ち
や
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
材
質

九
　
貨
物
（
加
工
食
品
以
外
の
食
品
を
除
く
。
）
の
製
造
者
又
は
加
工
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

十
　
貨
物
の
製
造
所
又
は
加
工
所
の
名
称
及
び
所
在
地
（
加
工
食
品
以
外
の
食
品
の
場
合
は
、
そ
の
生
産
地
）
、
積
込
港
、
積
込
年
月
日
、
積
卸
港
及
び
到
着
年
月
日

十
一
　
貨
物
（
加
工
食
品
以
外
の
食
品
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
輸
出
者
（
当
該
輸
入
者
に
貨
物
を
輸
出
す
る
者
を
い
う
。
）
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

並
び
に
当
該
貨
物
を
包
装
す
る
者
（
当
該
貨
物
が
包
装
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

十
二
　
貨
物
搭
載
の
船
舶
又
は
航
空
機
の
名
称
又
は
便
名

十
三
　
貨
物
を
保
管
す
る
倉
庫
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
搬
入
年
月
日

十
四
　
貨
物
に
関
す
る
事
故
の
有
無
及
び
あ
る
と
き
は
そ
の
概
要

輸
入
者
は
、
前
項
第
十
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
つ
て
は
、
積
卸
港
及
び
到
着
年
月
日
に
限
る
。
）
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
記
載
し
た
届
出
書
を
、
同
項
の
検
疫

所
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

分
別
生
産
流
通
管
理
（
食
品
表
示
基
準
第
二
条
第
一
項
第
十
九
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
意
図
せ
ざ
る
遺
伝
子
組
換
え
農
産
物
（
同
項
第
十
五
号
に
規
定
す
る

も
の
を
い
う
。
）
又
は
非
遺
伝
子
組
換
え
農
産
物
（
同
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
一
定
の
混
入
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
三
条
第
二
項
の
表
の
別
表
第
十
七
の
下
欄
及
び
別
表
第
十
八
の
中
欄
に
掲
げ
る

加
工
食
品
の
項
の
下
欄
の
１
の
一
若
し
く
は
三
又
は
第
十
八
条
第
二
項
の
表
の
対
象
農
産
物
の
項
の
下
欄
の
１
の
一
の
イ
の
確
認
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
と
き
は
、
分
別
生
産
流
通
管
理
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
た
も
の
と
み

な
し
て
、
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

輸
入
者
が
別
表
第
十
二
の
中
欄
に
掲
げ
る
食
品
、
添
加
物
、
器
具
又
は
容
器
包
装
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
食
品
等
」
と
い
う
。
）
を
輸
入
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
食
品
等
と
同
一
の
製
品
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
（
以
下

「
同
一
食
品
等
」
と
い
う
。
）
の
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
お
け
る
輸
入
計
画
（
当
該
期
間
に
予
定
す
る
輸
入
に
係
る
貨
物
の
積
込
重
量
、
積
卸
港
及
び
到
着
年
月
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
記
載
し
た
輸
入
届
出
書
の
提
出
を
行

つ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
期
間
に
行
お
う
と
す
る
同
一
食
品
等
の
輸
入
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
提
出
を
も
つ
て
同
項
の
輸
入
届
出
書
の
提
出
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
輸
入
に

係
る
食
品
等
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
法
第
六
条
各
号
に
掲
げ
る
食
品
又
は
添
加
物

二
　
法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
食
品
又
は
添
加
物

三
　
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
基
準
に
合
わ
な
い
方
法
に
よ
る
食
品
又
は
添
加
物

四
　
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
規
格
に
合
わ
な
い
食
品
又
は
添
加
物

五
　
法
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
の
な
い
量
を
超
え
て
農
薬
（
農
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
農
薬
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
飼

料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
用
途
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
飼
料
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る

飼
料
を
い
う
。
）
に
添
加
、
混
和
、
浸
潤
そ
の
他
の
方
法
に
よ
つ
て
用
い
ら
れ
る
物
及
び
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
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に
規
定
す
る
医
薬
品
で
あ
つ
て
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
成
分
で
あ
る
物
質
（
そ
の
物
質
が
化
学
的
に
変
化
し
て
生
成
し
た
物
質
を
含
み
、
法
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
人
の
健
康

を
損
な
う
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
物
質
を
除
く
。
）
が
残
留
す
る
食
品
（
当
該
成
分
で
あ
る
物
質
の
当
該
食
品
に
残
留
す
る
量
の
限
度
に
つ
い
て
法
第
十
三
条
第
一
項
の
食
品
の
成
分
に
係

る
規
格
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）

六
　
法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
器
具
又
は
容
器
包
装

七
　
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
規
格
に
合
わ
な
い
器
具
又
は
容
器
包
装

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
別
表
第
十
二
の
第
三
項
中
欄
に
掲
げ
る
食
品
等
の
輸
入
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
輸
入
計
画
を
記
載
し
た
輸
入
届
出
書
に
、
当
該
輸
入
届
出
書
の
提
出
の
日
前
三
年
間
の
同
一
食
品
等
の
輸
入
実
績
（
当

該
期
間
に
行
つ
た
輸
入
に
係
る
輸
入
し
た
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
）
並
び
に
貨
物
の
積
込
重
量
、
積
卸
港
及
び
到
着
年
月
日
を
い
う
。
）
を
記
載
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
搬
入
前
に
輸
入
届
出
書
を
提
出
し
た
場
合
に
お
い
て
、
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
輸
入
に
係
る
」
と
、
「
当
該
検
疫
所
の
長
」
と
あ
る
の
は
「
別
表
第
十
一
の
上
欄
に
掲
げ

る
場
所
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
検
疫
所
の
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
厚
生
労
働
省
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す

る
者
の
使
用
に
係
る
入
出
力
装
置
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
の
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
中
「
輸
入
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
次

に
掲
げ
る
事
項
」
と
、
「
輸
入
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
事
項
を
第
七
項
の
入
出
力
装
置
（
当
該
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
入

力
し
て
フ
ア
イ
ル
に
記
録
す
る
場
合
」
と
、
「
除
く
。
）
を
記
載
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
除
く
。
）
を
」
と
、
「
別
表
第
十
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
検
疫
所
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
」
と
あ
る
の
は
「
入
出
力
装
置
か
ら
入
力
し
て
フ
ア
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
し
、
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
輸
入
届
出
書
を
提
出
し
た
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
入
出
力
装
置
か
ら
入
力
し
て
フ
ア
イ
ル
に
記
録
し

た
場
合
」
と
、
「
記
載
し
て
、
当
該
検
疫
所
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
あ
る
の
は
「
入
出
力
装
置
か
ら
入
力
し
て
フ
ア
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
し
、
第
二
項
中
「
記
載
し
た
届
出
書
を
、
前
項
の
検

疫
所
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
あ
る
の
は
「
入
出
力
装
置
か
ら
入
力
し
て
フ
ア
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
す
る
。

前
項
に
規
定
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
三
十
三
条
　
前
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
入
力
は
、
あ
ら
か
じ
め
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
た
入
出
力
装
置
を
使
用
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
そ
の
使
用
し
よ
う
と
す
る
入
出
力
装
置
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
厚
生

労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二
　
暗
証
記
号
（
十
二
の
ア
ラ
ビ
ア
数
字
若
し
く
は
ロ
ー
マ
字
又
は
こ
れ
ら
の
組
合
せ
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）

三
　
入
出
力
装
置
の
設
置
場
所
、
機
器
名
称
及
び
型
式
番
号

四
　
届
出
者
以
外
の
者
が
入
出
力
装
置
の
管
理
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

前
項
の
届
出
を
し
た
者
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
又
は
届
け
出
た
入
出
力
装
置
の
使
用
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
四
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
三
十
二
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
届
け
出
た
者
に
対
す
る
当
該
届
出
に
係
る
食
品
、
添
加
物
、
器
具
又
は
容
器
包
装
に
つ
い
て
の
法
第
二
十
六
条
第
二
項
又
は

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
の
命
令
の
通
知
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
検
査
の
結
果
の
通
知
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
通
知
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き

る
。厚

生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
特
定
通
知
を
行
う
と
き
は
、
特
定
通
知
の
内
容
を
第
三
十
二
条
第
七
項
の
入
出
力
装
置
（
厚
生
労
働
省
の
使
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
か
ら
入
力
し
、

フ
ア
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

厚
生
労
働
大
臣
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
特
定
通
知
を
行
う
こ
と
に
つ
き
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
相
手
方
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
章
　
食
品
衛
生
検
査
施
設

第
三
十
五
条
　
削
除

第
三
十
六
条
　
令
第
八
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
二
十
九
条
の
製
品
検
査
及
び
試
験
に
関
す
る
事
務
の
一
部
の
実
施
が
他
の
都
道
府
県
若
し

く
は
保
健
所
を
設
置
す
る
市
若
し
く
は
特
別
区
が
設
置
す
る
食
品
衛
生
検
査
施
設
又
は
登
録
検
査
機
関
へ
の
委
託
に
よ
り
、
緊
急
時
を
含
め
て
確
保
さ
れ
る
場
合
は
、
当
該
事
務
の
一
部
に
係
る
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

一
　
理
化
学
検
査
室
、
微
生
物
検
査
室
、
動
物
飼
育
室
、
事
務
室
等
を
設
け
る
こ
と
。

二
　
純
水
装
置
、
定
温
乾
燥
器
、
デ
イ
ー
プ
フ
リ
ー
ザ
ー
、
電
気
炉
、
ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
、
分
光
光
度
計
、
高
圧
滅
菌
器
、
乾
熱
滅
菌
器
、
恒
温
培
養
器
、
嫌
気
培
養
装
置
、
恒
温
槽
そ
の
他
の
検
査
又
は
試
験
の
た
め
に
必
要

な
機
械
及
び
器
具
を
備
え
る
こ
と
。

令
第
八
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
検
査
又
は
試
験
の
た
め
に
必
要
な
職
員
を
置
く
こ
と
と
す
る
。

第
三
十
七
条
　
令
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
又
は
試
験
（
以
下
こ
の
条
及
び
別
表
第
十
三
に
お
い
て
「
検
査
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
事
務
の
管
理
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
第
十
一
号
に
規
定
す
る
標
準
作
業
書
に
基
づ
き
、
検
査
等
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
確
認
等
を
行
う
こ
と
。

二
　
第
十
二
号
の
文
書
に
基
づ
き
、
検
査
等
の
業
務
の
管
理
に
つ
い
て
内
部
点
検
を
定
期
的
に
行
う
こ
と
。

三
　
第
十
三
号
の
文
書
に
基
づ
き
、
精
度
管
理
（
検
査
に
従
事
す
る
者
の
技
能
水
準
の
確
保
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
検
査
の
精
度
を
適
正
に
保
つ
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
こ
と
。

四
　
第
十
四
号
の
文
書
に
基
づ
き
、
外
部
精
度
管
理
調
査
（
国
そ
の
他
の
適
当
と
認
め
ら
れ
る
者
が
行
う
精
度
管
理
に
関
す
る
調
査
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
定
期
的
に
受
け
る
こ
と
。

五
　
第
二
号
の
内
部
点
検
、
第
三
号
の
精
度
管
理
及
び
前
号
の
外
部
精
度
管
理
調
査
の
結
果
（
改
善
措
置
が
必
要
な
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
改
善
措
置
の
内
容
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
記
録
を
行
う
こ
と
。

6



六
　
前
号
の
規
定
に
よ
る
記
録
に
従
い
、
検
査
等
の
業
務
に
つ
い
て
速
や
か
に
改
善
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

七
　
検
査
等
に
当
た
り
、
第
十
一
号
に
規
定
す
る
標
準
作
業
書
並
び
に
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
に
規
定
す
る
文
書
か
ら
の
逸
脱
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
内
容
を
評
価
し
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

八
　
第
一
号
又
は
前
二
号
の
業
務
を
行
う
職
員
が
、
検
査
等
を
行
わ
な
い
こ
と
。

九
　
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
業
務
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
信
頼
性
確
保
業
務
」
と
い
う
。
）
を
行
う
職
員
が
、
検
査
等
及
び
第
一
号
又
は
第
六
号
の
業
務
を
行
わ
な
い
こ
と
。

十
　
信
頼
性
確
保
業
務
を
検
査
等
の
業
務
か
ら
独
立
さ
せ
る
こ
と
。

十
一
　
別
表
第
十
三
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
標
準
作
業
書
を
作
成
す
る
こ
と
。

十
二
　
検
査
等
の
業
務
の
管
理
に
関
す
る
内
部
点
検
の
方
法
を
記
載
し
た
文
書
を
作
成
す
る
こ
と
。

十
三
　
精
度
管
理
の
方
法
を
記
載
し
た
文
書
を
作
成
す
る
こ
と
。

十
四
　
外
部
精
度
管
理
調
査
を
定
期
的
に
受
け
る
た
め
の
計
画
を
記
載
し
た
文
書
を
作
成
す
る
こ
と
。

十
五
　
信
頼
性
確
保
業
務
を
行
う
職
員
の
研
修
の
計
画
を
記
載
し
た
文
書
を
作
成
す
る
こ
と
。

十
六
　
次
に
掲
げ
る
記
録
を
作
成
し
、
そ
の
作
成
の
日
か
ら
三
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

イ
　
法
第
二
十
五
条
第
一
項
又
は
法
第
二
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
検
査
（
以
下
「
製
品
検
査
」
と
い
う
。
）
を
申
請
し
た
者
又
は
法
第
二
十
八
条
第
一
項
（
法
第
六
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
収
去
さ
れ
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

ロ
　
製
品
検
査
の
申
請
を
受
け
た
年
月
日
又
は
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
収
去
し
た
年
月
日

ハ
　
検
査
等
を
行
つ
た
製
品
の
名
称

ニ
　
検
査
等
を
行
つ
た
年
月
日

ホ
　
検
査
等
の
項
目

ヘ
　
検
査
等
を
行
つ
た
試
験
品
の
数
量

ト
　
検
査
等
を
実
施
し
た
職
員
の
氏
名

チ
　
検
査
等
の
結
果

リ
　
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
記
録

ヌ
　
第
十
一
号
の
標
準
作
業
書
に
基
づ
く
記
録

ル
　
前
号
の
研
修
に
関
す
る
記
録

第
七
章
　
登
録
検
査
機
関

第
三
十
八
条
　
法
第
三
十
一
条
の
登
録
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
五
号
に
よ
る
申
請
書
に
次
の
書
類
を
添
え
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書

二
　
法
別
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
知
識
経
験
を
有
す
る
者
（
以
下
「
検
査
員
」
と
い
う
。
）
の
履
歴
書

三
　
法
第
三
十
三
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
部
門
（
以
下
「
製
品
検
査
部
門
」
と
い
う
。
）
及
び
同
号
ハ
に
規
定
す
る
専
任
の
部
門
（
以
下
「
信
頼
性
確
保
部
門
」
と
い
う
。
）
の
組
織
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

四
　
法
第
三
十
三
条
第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
文
書
と
し
て
、
第
四
十
条
第
八
号
に
規
定
す
る
標
準
作
業
書
及
び
同
条
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
規
定
す
る
文
書

五
　
次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面

イ
　
法
第
三
十
二
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
実
の
有
無

ロ
　
法
別
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
製
品
検
査
の
う
ち
、
実
施
す
る
も
の
の
種
類

ハ
　
法
別
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
機
械
器
具
そ
の
他
の
設
備
の
数
、
性
能
、
所
有
又
は
借
入
れ
の
別
、
所
在
場
所
及
び
使
用
さ
れ
る
製
品
検
査
の
種
類

ニ
　
検
査
員
の
氏
名
及
び
実
施
す
る
製
品
検
査
の
種
類

ホ
　
製
品
検
査
部
門
の
名
称
及
び
第
四
十
条
第
一
号
に
規
定
す
る
製
品
検
査
部
門
責
任
者
の
氏
名
並
び
に
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
検
査
区
分
責
任
者
の
氏
名
及
び
管
理
す
る
製
品
検
査
の
種
類

ヘ
　
信
頼
性
確
保
部
門
の
名
称
及
び
第
四
十
条
第
三
号
に
規
定
す
る
信
頼
性
確
保
部
門
責
任
者
の
氏
名

ト
　
現
に
食
品
衛
生
に
関
す
る
試
験
の
業
務
を
行
つ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
業
務
の
概
要

チ
　
法
第
三
十
三
条
第
一
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
実
の
有
無

リ
　
株
式
会
社
に
あ
つ
て
は
、
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
又
は
出
資
の
総
額
の
百
分
の
五
以
上
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
そ
の
有
す
る
株
式
の
数
又
は
そ

の
者
の
な
し
た
出
資
の
価
額

ヌ
　
役
員
（
持
分
会
社
（
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
五
百
七
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
持
分
会
社
を
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
）
の
氏
名
、
住
所
、
代
表
権
の
有
無
及
び
略
歴
（
法
第

三
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
受
検
営
業
者
の
役
員
又
は
職
員
（
過
去
二
年
間
に
当
該
受
検
営
業
者
の
役
員
又
は
職
員
で
あ
つ
た
者
を
含
む
。
）
に
該
当
す
る
か
否
か
を
含
む
。
）

ル
　
食
品
衛
生
に
関
す
る
試
験
の
業
務
以
外
の
業
務
を
行
つ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
業
務
の
種
類
及
び
概
要

前
項
の
申
請
書
に
は
、
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
収
入
印
紙
を
は
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
九
条
　
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
登
録
の
更
新
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
六
号
に
よ
る
申
請
書
に
次
の
書
類
を
添
え
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

二
　
前
条
第
一
項
第
五
号
イ
及
び
ハ
か
ら
ル
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
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三
　
製
品
検
査
の
実
績
に
関
す
る
資
料

前
項
の
申
請
書
に
は
、
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
収
入
印
紙
を
は
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
条
　
法
第
三
十
五
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
製
品
検
査
部
門
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
者
（
以
下
「
製
品
検
査
部
門
責
任
者
」
と
い
う
。
）
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
。

イ
　
製
品
検
査
部
門
の
業
務
を
統
括
す
る
こ
と
。

ロ
　
第
三
号
ニ
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
受
け
た
文
書
に
従
い
、
当
該
業
務
に
つ
い
て
速
や
か
に
改
善
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ハ
　
そ
の
他
必
要
な
業
務

二
　
製
品
検
査
部
門
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
理
化
学
的
検
査
、
細
菌
学
的
検
査
及
び
動
物
を
用
い
る
検
査
の
区
分
ご
と
に
、
製
品
検
査
に
つ
い
て
第
八
号
に
規
定
す
る
標
準
作
業
書
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
者
（
以
下
「
検

査
区
分
責
任
者
」
と
い
う
。
）
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
。

イ
　
製
品
検
査
に
当
た
り
、
第
八
号
に
規
定
す
る
標
準
作
業
書
又
は
第
九
号
に
規
定
す
る
文
書
か
ら
の
逸
脱
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
内
容
を
評
価
し
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ロ
　
製
品
検
査
に
つ
い
て
第
八
号
に
規
定
す
る
標
準
作
業
書
に
基
づ
き
、
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
確
認
そ
の
他
必
要
な
業
務

三
　
信
頼
性
確
保
部
門
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
自
ら
行
い
、
又
は
業
務
の
内
容
に
応
じ
て
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
者
に
行
わ
せ
る
者
（
以
下
「
信
頼
性
確
保
部
門
責
任
者
」
と
い
う
。
）
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
。

イ
　
第
九
号
の
文
書
に
基
づ
き
、
製
品
検
査
の
業
務
の
管
理
に
つ
い
て
内
部
点
検
を
定
期
的
に
行
う
こ
と
。

ロ
　
第
十
号
の
文
書
に
基
づ
き
、
精
度
管
理
を
行
う
と
と
も
に
、
当
該
文
書
か
ら
の
逸
脱
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
内
容
を
評
価
し
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ハ
　
第
十
一
号
の
文
書
に
基
づ
き
、
外
部
精
度
管
理
調
査
を
定
期
的
に
受
け
る
た
め
の
事
務
を
行
う
こ
と
。

ニ
　
イ
の
内
部
点
検
、
ロ
の
精
度
管
理
及
び
ハ
の
外
部
精
度
管
理
調
査
の
結
果
（
改
善
措
置
が
必
要
な
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
改
善
措
置
の
内
容
を
含
む
。
）
を
製
品
検
査
部
門
責
任
者
に
対
し
て
文
書
に
よ
り
報
告
す
る
と
と
も

に
、
そ
の
記
録
を
法
第
四
十
四
条
の
帳
簿
（
以
下
「
帳
簿
」
と
い
う
。
）
に
記
載
す
る
こ
と
。

ホ
　
そ
の
他
必
要
な
業
務

四
　
信
頼
性
確
保
部
門
が
、
製
品
検
査
部
門
か
ら
独
立
し
て
い
る
こ
と
。

五
　
製
品
検
査
部
門
責
任
者
及
び
信
頼
性
確
保
部
門
責
任
者
が
登
録
検
査
機
関
の
役
員
で
あ
る
こ
と
。

六
　
製
品
検
査
部
門
責
任
者
及
び
検
査
区
分
責
任
者
が
、
検
査
員
を
兼
ね
て
い
な
い
こ
と
。

七
　
信
頼
性
確
保
部
門
責
任
者
及
び
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
る
者
が
、
製
品
検
査
部
門
責
任
者
、
検
査
区
分
責
任
者
及
び
検
査
員
を
兼
ね
て
い
な
い
こ
と
。

八
　
別
表
第
十
三
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
標
準
作
業
書
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
表
中
「
作
成
要
領
」
と
あ
る
の
は
「
帳
簿
へ
の
記
載
要
領
」
と
、
「
検
査
実
施
標
準
作
業
書
」
と
あ
る
の
は
「
製
品

検
査
実
施
標
準
作
業
書
」
と
、
「
検
査
等
」
と
あ
る
の
は
「
製
品
検
査
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

九
　
製
品
検
査
の
業
務
の
管
理
に
関
す
る
内
部
点
検
の
方
法
を
記
載
し
た
文
書
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

十
　
精
度
管
理
の
方
法
を
記
載
し
た
文
書
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

十
一
　
外
部
精
度
管
理
調
査
を
定
期
的
に
受
け
る
た
め
の
計
画
を
記
載
し
た
文
書
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

十
二
　
信
頼
性
確
保
部
門
責
任
者
及
び
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
る
者
の
研
修
の
計
画
を
記
載
し
た
文
書
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

第
四
十
一
条
　
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
所
の
設
置
、
廃
止
又
は
そ
の
所
在
地
の
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
七
号
に
よ
る
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
八
号
に
よ
る
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
二
条
　
登
録
検
査
機
関
は
、
法
第
三
十
七
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
製
品
検
査
の
業
務
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
業
務
規
程
」
と
い
う
。
）
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
九
号
に
よ
る
申
請
書
に
業
務
規
程

及
び
製
品
検
査
に
関
す
る
手
数
料
の
額
の
算
定
に
関
す
る
資
料
を
添
え
て
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
業
務
規
程
で
定
め
る
べ
き
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
製
品
検
査
の
種
類
並
び
に
製
品
検
査
の
業
務
の
実
施
及
び
管
理
の
方
法
に
関
す
る
事
項

二
　
製
品
検
査
の
業
務
を
行
う
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
事
項

三
　
製
品
検
査
の
申
請
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
件
数
の
上
限
に
関
す
る
事
項

四
　
製
品
検
査
の
業
務
を
行
う
場
所
に
関
す
る
事
項

五
　
製
品
検
査
の
検
査
項
目
ご
と
の
手
数
料
の
額
及
び
収
納
の
方
法
に
関
す
る
事
項

六
　
製
品
検
査
部
門
責
任
者
、
検
査
区
分
責
任
者
、
検
査
員
及
び
信
頼
性
確
保
部
門
責
任
者
の
選
任
及
び
解
任
に
関
す
る
事
項

七
　
製
品
検
査
部
門
責
任
者
、
検
査
区
分
責
任
者
及
び
検
査
員
の
配
置
に
関
す
る
事
項

八
　
製
品
検
査
の
申
請
書
そ
の
他
製
品
検
査
に
関
す
る
書
類
の
保
存
に
関
す
る
事
項

九
　
財
務
諸
表
等
（
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
諸
表
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
備
付
け
及
び
財
務
諸
表
等
の
閲
覧
等
の
請
求
の
受
付
に
関
す
る
事
項

十
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
製
品
検
査
の
業
務
に
関
し
必
要
な
事
項

登
録
検
査
機
関
は
、
法
第
三
十
七
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
業
務
規
程
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
十
号
に
よ
る
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
変
更
が
製
品
検
査
に
関
す
る
手
数
料
の
額
の
変
更
を
伴
う
と
き
は
、
そ
の
算
定
に
関
す
る
資
料
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
三
条
　
登
録
検
査
機
関
は
、
法
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
製
品
検
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
休
止
又
は
廃
止
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
十
一
号
に
よ
る
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
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第
四
十
四
条
　
法
第
三
十
九
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
紙
面
又
は
出
力
装
置
の
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
と
す
る
。

第
四
十
五
条
　
法
第
三
十
九
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
電
磁
的
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
登
録
検
査
機
関
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
、
当
該
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
が
送
信
さ
れ
、
受
信
者

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
が
記
録
さ
れ
る
も
の

二
　
磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

第
四
十
六
条
　
法
第
四
十
四
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
製
品
検
査
を
申
請
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二
　
製
品
検
査
の
申
請
を
受
け
た
年
月
日

三
　
製
品
検
査
を
行
つ
た
製
品
の
名
称

四
　
製
品
検
査
を
行
つ
た
年
月
日

五
　
製
品
検
査
の
項
目

六
　
製
品
検
査
を
行
つ
た
試
験
品
の
数
量

七
　
製
品
検
査
を
実
施
し
た
検
査
員
の
氏
名

八
　
製
品
検
査
の
結
果

九
　
第
四
十
条
第
三
号
ニ
の
規
定
に
よ
り
帳
簿
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
記
録

十
　
第
四
十
条
第
八
号
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
標
準
作
業
書
に
お
い
て
帳
簿
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
記
録

十
一
　
第
四
十
条
第
十
二
号
の
研
修
に
関
す
る
記
録

帳
簿
は
、

終
の
記
載
の
日
か
ら
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
七
条
　
法
第
四
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
に
携
帯
さ
せ
る
証
票
は
、
様
式
第
十
二
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
八
章
　
営
業

第
四
十
八
条
　
法
第
四
十
八
条
第
六
項
第
四
号
に
規
定
す
る
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
基
づ
く
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
又
は
旧
中
等
学
校
令
（
昭
和
十
八
年
勅
令
第
三
十
六
号
）
に
基
づ
く
中

等
学
校
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
旧
国
民
学
校
令
（
昭
和
十
六
年
勅
令
第
百
四
十
八
号
）
に
よ
る
国
民
学
校
（
以
下
「
国
民
学
校
」
と
い
う
。
）
初
等
科
修
了
を
入
学
資
格
と
す
る
修
業
年
限
四
年
の
旧
中
等
学
校
令
に
よ
る
高
等
女
学
校
卒
業
を
入
学
資
格
と
す
る

同
令
に
よ
る
高
等
女
学
校
の
高
等
科
又
は
専
攻
科
の
第
一
学
年
を
修
了
し
た
者

二
　
国
民
学
校
初
等
科
修
了
を
入
学
資
格
と
す
る
修
業
年
限
四
年
の
旧
中
等
学
校
令
に
よ
る
実
業
学
校
卒
業
を
入
学
資
格
と
す
る
同
令
に
よ
る
実
業
学
校
専
攻
科
の
第
一
学
年
を
修
了
し
た
者

三
　
旧
師
範
教
育
令
（
昭
和
十
八
年
勅
令
第
百
九
号
）
に
よ
る
師
範
学
校
予
科
を
修
了
し
た
者

四
　
旧
師
範
教
育
令
に
よ
る
附
属
中
学
校
又
は
附
属
高
等
女
学
校
を
卒
業
し
た
者

五
　
旧
師
範
教
育
令
に
よ
る
改
正
前
の
同
令
（
明
治
三
十
年
勅
令
第
三
百
四
十
六
号
）
に
よ
る
師
範
学
校
本
科
第
一
部
の
第
三
学
年
を
修
了
し
た
者

六
　
昭
和
十
八
年
文
部
省
令
第
六
十
三
号
（
内
地
以
外
の
地
域
に
於
け
る
学
校
の
生
徒
、
児
童
、
卒
業
者
等
の
他
の
学
校
へ
入
学
及
び
転
学
に
関
す
る
規
程
）
第
二
条
又
は
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
中
等
学
校
を
卒
業
し
た
者
又
は
第

一
号
に
掲
げ
る
者
と
同
一
の
取
扱
を
受
け
る
者

七
　
旧
青
年
学
校
令
（
昭
和
十
四
年
勅
令
第
二
百
五
十
四
号
）
に
よ
る
青
年
学
校
本
科
（
修
業
年
限
二
年
の
も
の
を
除
く
。
）
を
卒
業
し
た
者

八
　
旧
専
門
学
校
令
（
明
治
三
十
六
年
勅
令
第
六
十
一
号
）
に
基
づ
く
旧
専
門
学
校
入
学
者
検
定
規
程
（
大
正
十
三
年
文
部
省
令
第
二
十
二
号
）
に
よ
る
試
験
検
定
に
合
格
し
た
者
及
び
同
検
定
規
程
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
文
部
大
臣
に
お
い
て
専
門
学
校
入
学
に
関
し
中
学
校
又
は
高
等
女
学
校
卒
業
者
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
も
の
と
指
定
し
た
者

九
　
旧
実
業
学
校
卒
業
程
度
検
定
規
程
（
大
正
十
四
年
文
部
省
令
第
三
十
号
）
に
よ
る
検
定
に
合
格
し
た
者

十
　
旧
高
等
試
験
令
（
昭
和
四
年
勅
令
第
十
五
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
試
験
に
合
格
し
た
者

十
一
　
教
育
職
員
免
許
法
施
行
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
表
の
第
二
号
、
第
三
号
、
第
六
号
若
し
く
は
第
九
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
教
員
免
許
状
を
有
す
る
者
又
は
同
法
第
二
条
第
一
項
の
表
の
第

九
号
、
第
十
八
号
か
ら
第
二
十
号
の
四
ま
で
、
第
二
十
一
号
若
し
く
は
第
二
十
三
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
資
格
を
有
す
る
者

十
二
　
学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
第
百
五
十
条
に
規
定
す
る
者

十
三
　
前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣
に
お
い
て
食
品
衛
生
管
理
者
の
資
格
に
関
し
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
又
は
中
等
学
校
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
と
認
定
し
た
者

第
四
十
九
条
　
法
第
四
十
八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
の
場
合
は
、
そ
の
名
称
、
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

二
　
令
第
十
三
条
に
規
定
す
る
食
品
又
は
添
加
物
の
別

三
　
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

四
　
食
品
衛
生
管
理
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日

五
　
食
品
衛
生
管
理
者
の
職
名
、
職
種
及
び
職
務
内
容

六
　
食
品
衛
生
管
理
者
の
設
置
又
は
変
更
の
年
月
日

前
項
の
届
書
に
は
、
食
品
衛
生
管
理
者
の
履
歴
書
、
法
第
四
十
八
条
第
六
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
及
び
営
業
者
に
対
す
る
関
係
を
証
す
る
書
面
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
五
十
条
　
令
第
十
四
条
（
令
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
大
学
又
は
同
法
第
百
四
条
第
七
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
大
学
若
し
く
は
大
学
院
に
相
当
す
る
教
育
を
行
う
と
認
め
ら
れ
た
課
程
を
置
く
教
育
施
設
で
あ
る
こ
と
。

二
　
別
表
第
十
四
の
上
欄
の
学
科
ご
と
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
科
目
を
一
科
目
以
上
履
修
さ
せ
、
そ
の
単
位
数
の
合
計
が
二
十
二
単
位
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三
　
前
号
に
掲
げ
る
科
目
及
び
別
表
第
十
五
に
掲
げ
る
科
目
を
履
修
さ
せ
、
そ
の
単
位
数
の
合
計
が
四
十
単
位
以
上
で
あ
る
こ
と
。

四
　
原
則
と
し
て
法
別
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
機
械
器
具
を
用
い
て
授
業
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
五
十
一
条
　
令
第
十
五
条
（
令
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
養
成
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

二
　
養
成
施
設
の
設
置
者
の
名
称
、
所
在
地
及
び
設
立
年
月
日

三
　
養
成
施
設
の
長
の
氏
名
及
び
住
所

四
　
教
員
の
氏
名
、
履
歴
及
び
担
当
科
目
並
び
に
専
任
又
は
兼
任
の
別

五
　
各
年
次
に
お
け
る
科
目
の
履
修
に
関
す
る
計
画
、
単
位
数
及
び
必
修
科
目
又
は
選
択
科
目
の
別

六
　
入
学
定
員

七
　
入
学
資
格
及
び
時
期

八
　
修
業
年
限

九
　
教
授
用
及
び
実
習
用
の
機
械
器
具
及
び
図
書
の
目
録

十
　
校
地
及
び
校
舎
の
図
面
及
び
配
置
図

十
一
　
学
則

十
二
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

第
五
十
二
条
　
法
第
四
十
八
条
第
六
項
第
三
号
の
養
成
施
設
の
登
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
登
録
台
帳
に
記
帳
し
て
行
う
。

一
　
登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号

二
　
登
録
養
成
施
設
（
令
第
十
六
条
に
規
定
す
る
登
録
養
成
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
名
称
、
所
在
地
及
び
長
の
氏
名

前
項
の
規
定
は
、
令
第
九
条
第
一
項
第
一
号
の
養
成
施
設
の
登
録
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
五
十
三
条
　
令
第
十
六
条
（
令
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
五
十
一
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
九
号
（
法
別
表
の
第
二
欄
に
掲

げ
る
機
械
器
具
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
五
十
四
条
　
令
第
十
九
条
（
令
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
登
録
の
取
消
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
理
由

二
　
登
録
の
取
消
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
予
定
期
日

三
　
在
学
中
の
生
徒
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
措
置

第
五
十
五
条
　
令
第
二
十
条
第
二
号
（
令
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
五
十
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

第
五
十
六
条
　
法
第
四
十
八
条
第
六
項
第
四
号
の
講
習
会
の
課
程
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
別
表
第
十
六
の
一
の
項
に
掲
げ
る
科
目
及
び
同
表
の
二
の
項
か
ら
七
の
項
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
科
目
を
教
授
し
、
そ
の
時
間
数
が
同
表
に
掲
げ
る
時
間
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
　
講
師
は
、
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
大
学
に
お
い
て
前
号
の
科
目
に
相
当
す
る
学
科
を
担
当
し
て
い
る
者
、
国
若
し
く
は
都
道
府
県
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
若
し
く
は
特
別
区
に
お
い
て
食
品
衛
生
行
政
若
し
く
は
食
品
衛
生
に

関
す
る
試
験
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
と
同
等
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

三
　
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
若
し
く
は
旧
中
等
学
校
令
に
基
づ
く
中
等
学
校
を
卒
業
し
た
者
又
は
第
四
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る
者
で
、
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
食
品
衛
生
管
理
者

を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
製
造
業
又
は
加
工
業
に
お
い
て
食
品
又
は
添
加
物
の
製
造
又
は
加
工
の
衛
生
管
理
の
業
務
に
二
年
以
上
従
事
し
た
者
で
あ
る
こ
と
を
受
講
資
格
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
受
講
者
に
対
し
、
講
習
会
の
終
了
に
当
た
り
試
験
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

前
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
科
目
の
受
講
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
大
学
、
旧
大
学
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十
八
号
）
に
基
づ
く
大
学
又
は
旧
専
門
学
校
令
に
基
づ
く
専
門
学
校
に
お
い
て
、
別
表
第
十
六
の
一
の
項
に
掲
げ
る
科
目
と
同
等
以
上
の
科
目
を
履
修
し

た
者
　
当
該
科
目

二
　
登
録
講
習
会
の
修
了
者
　
別
表
第
十
六
の
一
の
項
に
掲
げ
る
科
目
及
び
同
表
の
二
の
項
又
は
三
の
項
に
掲
げ
る
科
目
の
修
了
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
三
の
項
に
掲
げ
る
細
菌
学
実
習
又
は
同
表
の
二
の
項
に
掲
げ
る

細
菌
学
実
習

第
五
十
七
条
　
令
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
申
請
書
に
、
住
民
票
の
写
し
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
定
款
又
は
寄
付
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書
）
及
び
次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
添
え
て
、

当
該
登
録
に
係
る
講
習
会
の
実
施
地
の
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
講
習
会
の
実
施
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

二
　
令
第
二
十
二
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
実
の
有
無

三
　
法
人
に
あ
つ
て
は
、
役
員
の
氏
名
、
住
所
及
び
略
歴

四
　
講
習
会
場
の
名
称
及
び
所
在
地
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五
　
実
習
を
行
う
場
所
の
名
称
及
び
所
在
地

六
　
講
習
会
の
実
施
期
間
及
び
日
程

七
　
受
講
予
定
人
員

八
　
講
習
科
目
及
び
時
間
数

九
　
講
師
の
氏
名
及
び
職
業
、
そ
の
担
当
す
る
講
習
科
目
並
び
に
当
該
講
習
科
目
ご
と
の
時
間
数

第
五
十
八
条
　
令
第
二
十
一
条
の
登
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
登
録
台
帳
に
記
帳
し
て
行
う
。

一
　
登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号

二
　
登
録
講
習
会
の
実
施
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

三
　
登
録
講
習
会
の
実
施
期
間

第
五
十
九
条
　
令
第
二
十
四
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
受
講
者
の
履
歴
書
、
勤
務
し
た
事
業
所
と
の
関
係
を
証
す
る
書
類
そ
の
他
の
書
類
に
よ
り
、
受
講
者
が
受
講
資
格
者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

二
　
講
習
会
の
課
程
を
修
了
し
た
者
に
対
し
、
講
習
会
修
了
証
を
交
付
す
る
こ
と
。

三
　
第
五
十
六
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
登
録
講
習
会
を
行
う
こ
と
。

第
六
十
条
　
令
第
二
十
五
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
登
録
講
習
会
の
実
施
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

二
　
登
録
講
習
会
の
実
施
期
間

第
六
十
一
条
　
登
録
講
習
会
の
実
施
者
は
、
令
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
講
習
会
の
業
務
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
そ
の
登
録
講
習
会
の
実
施
地
の
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
休
止
又
は
廃
止
の
理
由
及
び
そ
の
予
定
期
日

二
　
休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
休
止
の
予
定
期
間

第
六
十
二
条
　
登
録
講
習
会
の
実
施
者
は
、
前
事
業
年
度
の
財
務
諸
表
等
（
令
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
諸
表
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
前
事
業
年
度
後
三
月
を
経
過
し
て
い
な
い
と
き
は
、
前
前
事

業
年
度
の
財
務
諸
表
等
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
を
作
成
し
、
登
録
を
受
け
て
か
ら
登
録
講
習
会
を
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
事
業
所
に
備
え
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
三
条
　
第
四
十
四
条
の
規
定
は
、
令
第
二
十
七
条
第
二
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
六
十
四
条
　
第
四
十
五
条
の
規
定
は
、
令
第
二
十
七
条
第
二
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
電
磁
的
方
法
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
六
十
五
条
　
令
第
三
十
一
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
受
講
者
の
氏
名
及
び
履
歴

二
　
受
講
者
数

三
　
講
習
会
修
了
証
を
受
領
し
た
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
並
び
に
勤
務
す
る
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

令
第
三
十
一
条
の
帳
簿
は
、

終
の
記
載
の
日
か
ら
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
六
条
　
令
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
に
携
帯
さ
せ
る
証
明
書
は
、
様
式
第
十
三
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
六
条
の
二
　
法
第
五
十
一
条
第
一
項
第
一
号
（
法
第
六
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
同
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
別
表
第
十
七
の
と
お
り
と
す
る
。

法
第
五
十
一
条
第
一
項
第
二
号
（
法
第
六
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
同
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
別
表
第
十
八
の
と
お
り
と
す
る
。

営
業
者
は
、
法
第
五
十
一
条
第
二
項
（
法
第
六
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
前
二
項
の
基
準
に
従
い
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
公
衆
衛
生
上
必
要
な
措
置
を
定
め
、
こ
れ
を
遵
守

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
食
品
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
の
防
止
の
た
め
、
施
設
の
衛
生
管
理
及
び
食
品
又
は
添
加
物
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
衛
生
管
理
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
食
品
又
は
添
加
物
を
取
り
扱
う
者
及
び
関
係
者
に
周

知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二
　
施
設
設
備
、
機
械
器
具
の
構
造
及
び
材
質
並
び
に
食
品
の
製
造
、
加
工
、
調
理
、
運
搬
、
貯
蔵
又
は
販
売
の
工
程
を
考
慮
し
、
こ
れ
ら
の
工
程
に
お
い
て
公
衆
衛
生
上
必
要
な
措
置
を
適
切
に
行
う
た
め
の
手
順
書
（
以
下
「
手

順
書
」
と
い
う
。
）
を
必
要
に
応
じ
て
作
成
す
る
こ
と
。

三
　
衛
生
管
理
の
実
施
状
況
を
記
録
し
、
保
存
す
る
こ
と
。
な
お
、
記
録
の
保
存
期
間
は
、
取
り
扱
う
食
品
又
は
添
加
物
が
使
用
さ
れ
、
又
は
消
費
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
を
踏
ま
え
、
合
理
的
に
設
定
す
る
こ
と
。

四
　
衛
生
管
理
計
画
及
び
手
順
書
の
効
果
を
検
証
し
、
必
要
に
応
じ
て
そ
の
内
容
を
見
直
す
こ
と
。

次
に
定
め
る
営
業
者
に
あ
つ
て
は
、
前
項
第
一
号
中
「
作
成
し
、
」
を
「
必
要
に
応
じ
て
作
成
し
、
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
記
録
し
、
保
存
す
る
こ
と
。
」
を
「
必
要
に
応
じ
て
記
録
し
、
保
存
す
る
こ
と
。
」
と
読
み
替
え
て
適
用
す

る
。

一
　
食
品
又
は
添
加
物
の
輸
入
を
す
る
営
業
を
行
う
者

二
　
食
品
又
は
添
加
物
の
貯
蔵
の
み
を
し
、
又
は
運
搬
の
み
を
す
る
営
業
を
行
う
者
（
食
品
の
冷
凍
又
は
冷
蔵
業
を
営
む
者
を
除
く
。
）

三
　
容
器
包
装
に
入
れ
ら
れ
、
又
は
容
器
包
装
で
包
ま
れ
た
食
品
又
は
添
加
物
の
う
ち
、
冷
凍
又
は
冷
蔵
に
よ
ら
な
い
方
法
に
よ
り
保
存
し
た
場
合
に
お
い
て
、
腐
敗
、
変
敗
そ
の
他
の
品
質
の
劣
化
に
よ
り
食
品
衛
生
上
の
危
害
の

発
生
の
お
そ
れ
の
な
い
も
の
の
販
売
を
す
る
営
業
を
行
う
者

四
　
器
具
又
は
容
器
包
装
の
輸
入
を
し
、
又
は
販
売
を
す
る
営
業
を
行
う
者
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第
六
十
六
条
の
三
　
令
第
三
十
四
条
の
二
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
営
業
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
令
第
三
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
飲
食
店
営
業
を
行
う
者
（
喫
茶
店
営
業
（
喫
茶
店
、
サ
ロ
ン
そ
の
他
設
備
を
設
け
て
酒
類
以
外
の
飲
物
又
は
茶
菓
を
客
に
飲
食
さ
せ
る
営
業
を
い
う
。
）
を
行
う
者
及
び
法
第
六
十
八
条
第
三

項
に
規
定
す
る
学
校
、
病
院
そ
の
他
の
施
設
に
お
け
る
当
該
施
設
の
設
置
者
又
は
管
理
者
を
含
む
。
）

二
　
令
第
三
十
五
条
第
二
号
に
規
定
す
る
調
理
の
機
能
を
有
す
る
自
動
販
売
機
に
よ
り
食
品
を
調
理
し
、
調
理
さ
れ
た
食
品
を
販
売
す
る
営
業
を
行
う
者

三
　
令
第
三
十
五
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
菓
子
製
造
業
の
う
ち
、
パ
ン
（
比
較
的
短
期
間
に
消
費
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
製
造
す
る
営
業
を
行
う
者

四
　
令
第
三
十
五
条
第
二
十
五
号
に
規
定
す
る
そ
う
ざ
い
製
造
業
を
行
う
者

五
　
調
理
の
機
能
を
有
す
る
自
動
販
売
機
に
よ
り
食
品
を
調
理
し
、
調
理
さ
れ
た
食
品
を
販
売
す
る
営
業
を
行
う
者
（
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
営
業
を
行
う
者
を
除
く
。
）

第
六
十
六
条
の
四
　
令
第
三
十
四
条
の
二
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
営
業
者
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
食
品
を
分
割
し
、
容
器
包
装
に
入
れ
、
又
は
容
器
包
装
で
包
み
販
売
す
る
営
業
を
行
う
者

二
　
前
号
に
掲
げ
る
営
業
者
の
ほ
か
、
食
品
を
製
造
し
、
加
工
し
、
貯
蔵
し
、
販
売
し
、
又
は
処
理
す
る
営
業
を
行
う
者
の
う
ち
、
食
品
の
取
扱
い
に
従
事
す
る
者
の
数
が
五
十
人
未
満
で
あ
る
事
業
場
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
小

規
模
事
業
場
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
営
業
者
。
た
だ
し
、
当
該
営
業
者
が
、
食
品
の
取
扱
い
に
従
事
す
る
者
の
数
が
五
十
人
以
上
で
あ
る
事
業
場
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
大
規
模
事
業
場
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
と
き
は
、

法
第
五
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
取
り
扱
う
食
品
の
特
性
に
応
じ
た
取
組
に
関
す
る
同
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
当
該
営
業
者
が
有
す
る
小
規
模
事
業
場
に
つ
い
て
の
み
適
用
し
、
当
該
営
業
者
が
有
す

る
大
規
模
事
業
場
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。

第
六
十
六
条
の
五
　
法
第
五
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
同
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
器
具
又
は
容
器
包
装
が
適
切
に
製
造
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
人
員
を
配
置
し
、
作
業
内
容
を
設
定
し
、
及
び
施
設
設
備
等
を
維
持
す
る
こ
と
。

二
　
器
具
又
は
容
器
包
装
の
製
造
に
従
事
す
る
人
員
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
作
業
従
事
者
」
と
い
う
。
）
の
清
潔
の
保
持
及
び
健
康
状
態
に
つ
い
て
、
必
要
な
管
理
を
行
う
と
と
も
に
、
作
業
従
事
者
に
作
業
手
順
及
び

衛
生
管
理
に
必
要
な
事
項
を
理
解
さ
せ
、
そ
れ
ら
に
従
い
作
業
を
実
施
さ
せ
る
こ
と
。

三
　
施
設
又
は
作
業
区
域
は
、
器
具
又
は
容
器
包
装
の
使
用
方
法
等
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
て
粉
じ
ん
や
埃
等
の
混
入
に
よ
る
汚
染
が
防
止
で
き
る
構
造
と
し
、
清
潔
な
状
態
を
維
持
す
る
こ
と
。

四
　
清
潔
な
作
業
環
境
を
維
持
す
る
た
め
、
施
設
の
清
掃
及
び
保
守
点
検
並
び
に
廃
棄
物
の
処
理
を
適
切
に
実
施
す
る
こ
と
。

五
　
器
具
又
は
容
器
包
装
の
製
造
の
管
理
を
す
る
者
及
び
作
業
従
事
者
の
教
育
訓
練
を
実
施
し
、
食
品
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
の
防
止
に
必
要
な
情
報
及
び
取
組
を
関
係
者
間
に
お
い
て
共
有
す
る
こ
と
。

六
　
作
業
手
順
を
作
成
し
、
衛
生
管
理
に
必
要
な
事
項
を
定
め
、
及
び
そ
れ
ら
の
取
組
内
容
の
結
果
を
記
録
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
速
や
か
に
確
認
で
き
る
よ
う
保
存
す
る
こ
と
。

七
　
器
具
又
は
容
器
包
装
の
原
材
料
の
購
入
、
使
用
及
び
廃
棄
並
び
に
器
具
又
は
容
器
包
装
の
製
造
、
貯
蔵
、
出
荷
及
び
廃
棄
に
係
る
記
録
を
作
成
し
、
当
該
器
具
が
使
用
さ
れ
る
期
間
又
は
当
該
容
器
包
装
に
入
れ
ら
れ
、
若
し
く

は
包
ま
れ
た
食
品
若
し
く
は
添
加
物
が
消
費
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
を
踏
ま
え
て
保
存
す
る
こ
と
。

法
第
五
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
同
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
令
第
一
条
で
定
め
る
材
質
の
原
材
料
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
原
材
料
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
。

二
　
器
具
又
は
容
器
包
装
の
製
品
設
計
に
あ
つ
て
は
、
設
計
さ
れ
た
製
品
が
法
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
及
び
そ
の
製
造
工
程
が
同
条
第
一
項
の
規
格
又
は
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

三
　
必
要
に
応
じ
て
食
品
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
又
は
危
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
を
予
防
す
る
た
め
の
措
置
を
分
析
し
、
管
理
が
必
要
な
要
因
を
特
定
す
る
こ
と
。

四
　
前
号
の
管
理
が
必
要
な
要
因
に
つ
い
て
は
、
食
品
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
製
造
及
び
管
理
の
水
準
（
以
下
「
管
理
水
準
」
と
い
う
。
）
及
び
管
理
方
法
を
定
め
、
適
切
に
管
理
す
る
こ
と
。

五
　
原
材
料
及
び
器
具
又
は
容
器
包
装
が
適
切
な
管
理
水
準
を
満
た
す
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

六
　
適
切
な
管
理
水
準
を
満
た
さ
な
い
原
材
料
又
は
器
具
若
し
く
は
容
器
包
装
、
回
収
し
た
器
具
又
は
容
器
包
装
そ
の
他
食
品
衛
生
上
の
危
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
器
具
又
は
容
器
包
装
に
つ
い
て
は
、
そ
の
対
応
方
法
を
あ

ら
か
じ
め
定
め
て
お
く
こ
と
。

七
　
適
切
な
管
理
水
準
を
満
た
さ
な
い
原
材
料
又
は
器
具
若
し
く
は
容
器
包
装
、
回
収
し
た
器
具
又
は
容
器
包
装
そ
の
他
食
品
衛
生
上
の
危
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
器
具
又
は
容
器
包
装
に
つ
い
て
は
、
前
号
の
規
定
に
よ
り

定
め
ら
れ
た
方
法
に
従
い
対
応
す
る
こ
と
。

八
　
製
造
に
使
用
し
た
原
材
料
及
び
製
造
し
た
器
具
又
は
容
器
包
装
の
一
部
を
必
要
に
応
じ
て
保
存
す
る
こ
と
。

第
六
十
六
条
の
六
　
令
第
一
条
で
定
め
る
材
質
の
原
材
料
が
使
用
さ
れ
た
器
具
又
は
容
器
包
装
を
販
売
し
、
又
は
販
売
の
用
に
供
す
る
た
め
に
製
造
し
、
若
し
く
は
輸
入
す
る
者
は
、
法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
器
具
又
は

容
器
包
装
の
販
売
の
相
手
方
に
対
す
る
説
明
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
説
明
の
対
象
と
な
る
器
具
又
は
容
器
包
装
を
特
定
し
、
そ
れ
が
法
第
五
十
三
条
第
一
項
第
一
号
又
は
同
項
第
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
情
報
を
伝
達
す
る
こ
と
。

二
　
前
号
に
規
定
す
る
情
報
の
伝
達
を
実
施
す
る
た
め
の
体
制
を
整
え
、
前
号
の
情
報
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
は
、
当
該
情
報
を
速
や
か
に
伝
達
す
る
こ
と
。

器
具
又
は
容
器
包
装
の
原
材
料
で
あ
つ
て
、
令
第
一
条
で
定
め
る
材
質
の
も
の
を
販
売
し
、
又
は
販
売
の
用
に
供
す
る
た
め
に
製
造
し
、
若
し
く
は
輸
入
す
る
者
は
、
法
第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
に
つ
い
て
、
次

の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
説
明
の
対
象
と
な
る
原
材
料
を
特
定
し
、
そ
れ
が
使
用
さ
れ
、
製
造
さ
れ
る
器
具
又
は
容
器
包
装
が
法
第
五
十
三
条
第
一
項
第
一
号
又
は
同
項
第
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
情
報
を
伝
達
す
る
こ
と
。

二
　
前
号
に
規
定
す
る
情
報
の
伝
達
を
実
施
す
る
た
め
の
体
制
を
整
え
、
前
号
の
情
報
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
は
、
当
該
情
報
を
速
や
か
に
伝
達
す
る
こ
と
。

第
六
十
六
条
の
七
　
法
第
五
十
四
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
令
第
三
十
五
条
各
号
に
掲
げ
る
営
業
（
同
条
第
二
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
営
業
を
除
く
。
）
に
共
通
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
別
表
第
十
九
、
同
条

各
号
に
掲
げ
る
営
業
ご
と
の
事
項
に
つ
い
て
は
別
表
第
二
十
、
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
規
格
又
は
基
準
に
適
合
す
る
生
食
用
食
肉
又
は
ふ
ぐ
を
取
り
扱
う
営
業
に
係
る
施
設
の
基
準
に
あ
つ
て
は
別
表
第

十
九
及
び
別
表
第
二
十
の
基
準
に
加
え
、
別
表
第
二
十
一
の
と
お
り
と
す
る
。

第
六
十
六
条
の
八
　
令
第
三
十
五
条
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
取
引
の
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
競
り
売
り
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二
　
入
札
に
よ
る
取
引

三
　
相
対
に
よ
る
取
引

第
六
十
六
条
の
九
　
令
第
三
十
五
条
第
十
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
食
品
は
、
乳
及
び
乳
製
品
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
命
令
第
二
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
乳
製
品
（
同
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
類
を

除
く
。
）
及
び
同
条
第
四
十
一
項
に
規
定
す
る
乳
酸
菌
飲
料
の
う
ち
、
無
脂
乳
固
形
分
三
・
〇
％
未
満
を
含
む
も
の
と
す
る
。

第
六
十
六
条
の
十
　
令
第
三
十
五
条
第
三
十
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
食
品
は
、
玄
米
、
精
米
、
麦
類
、
そ
ば
の
実
、
コ
ー
ヒ
ー
生
豆
、
焙
煎
コ
ー
ヒ
ー
豆
、
茶
、
焙
煎
麦
、
茶
の
代
用
品
（
乾
燥
品
に
限
る
。
）
、
乾
燥
き
の
こ
類
、

乾
燥
雑
穀
類
、
乾
燥
種
実
類
、
乾
燥
豆
類
、
は
ち
み
つ
、
干
し
い
も
、
落
花
生
（
生
鮮
の
も
の
及
び
ゆ
で
た
も
の
を
除
く
。
）
、
乾
燥
海
藻
類
、
節
類
、
削
節
類
、
液
糖
、
加
工
ご
ま
類
、
乾
燥
く
ず
き
り
、
乾
燥
ス
ー
プ
類
、
乾
燥
ス

パ
イ
ス
類
、
乾
燥
タ
ピ
オ
カ
、
乾
燥
ハ
ー
ブ
類
、
乾
燥
パ
ン
粉
、
塩
、
ゼ
ラ
チ
ン
、
調
理
ル
ウ
類
、
焼
ふ
、
顆
粒
状
又
は
粉
末
状
の
食
品
、
顆
粒
状
又
は
粉
末
状
の
食
品
を
圧
縮
成
形
し
た
食
品
及
び
顆
粒
状
又
は
粉
末
状
の
食
品
を

カ
プ
セ
ル
に
入
れ
た
食
品
並
び
に
こ
れ
ら
の
食
品
を
混
合
し
た
食
品
並
び
に
食
酢
と
す
る
。

第
六
十
七
条
　
法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
そ
の
施
設
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
の
氏
名
（
ふ
り
が
な
を
付
す
。
）
、
生
年
月
日
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
（
ふ
り
が
な
を
付
す
。
）
、
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
（
ふ
り
が
な
を
付
す
。
）
）

二
　
施
設
の
所
在
地
（
自
動
車
に
お
い
て
調
理
を
す
る
営
業
に
あ
つ
て
は
、
当
該
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番
号
）
及
び
名
称
、
屋
号
又
は
商
号
（
ふ
り
が
な
を
付
す
。
）

三
　
申
請
す
る
営
業
の
種
類
、
形
態
及
び
主
と
し
て
取
り
扱
う
食
品
又
は
添
加
物
に
関
す
る
情
報

四
　
食
品
衛
生
管
理
者
又
は
食
品
衛
生
責
任
者
の
氏
名
（
ふ
り
が
な
を
付
す
。
）
、
資
格
の
種
類
及
び
受
講
し
た
講
習
会

五
　
施
設
の
構
造
及
び
設
備
を
示
す
図
面
（
水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
水
道
事
業
、
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
専
用
水
道
及
び
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
簡
易
専
用
水
道
に
よ
り

供
給
さ
れ
る
水
以
外
の
飲
用
に
適
す
る
水
（
以
下
別
表
第
十
七
及
び
別
表
第
十
九
に
お
い
て
「
飲
用
に
適
す
る
水
」
と
い
う
。
）
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
法
第
二
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
地
方
公
共
団
体
の
機
関
又
は

国
土
交
通
大
臣
及
び
環
境
大
臣
の
指
定
す
る
者
の
行
う
当
該
使
用
し
よ
う
と
す
る
水
に
係
る
水
質
検
査
の
結
果
を
証
す
る
書
類
の
写
し
を
含
む
。
）

六
　
食
品
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
特
に
重
要
な
工
程
を
管
理
す
る
た
め
の
取
組
又
は
取
り
扱
う
食
品
の
特
性
に
応
じ
た
取
組
の
種
別
（
令
第
三
十
五
条
各
号
に
掲
げ
る
営
業
の
許
可
の
有
効
期
間
満
了
に
際
し
引

き
続
き
営
業
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
限
る
。
た
だ
し
、
同
条
第
二
十
六
号
又
は
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
営
業
の
許
可
を
申
請
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
新
規
に
申
請
を
す
る
場
合
を
含
む
。
）

七
　
法
第
五
十
五
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
の
有
無
及
び
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

第
六
十
七
条
の
二
　
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
営
業
の
譲
渡
に
よ
る
法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
許
可
営
業
者
」
と
い
う
。
）
の
地
位
の
承
継
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
そ
の
施
設
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
届
出
者
の
氏
名
（
ふ
り
が
な
を
付
す
。
）
、
生
年
月
日
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
（
ふ
り
が
な
を
付
す
。
）
、
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
（
ふ
り
が
な
を
付
す
。
）
）

二
　
営
業
を
譲
渡
し
た
者
の
氏
名
（
ふ
り
が
な
を
付
す
。
）
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
（
ふ
り
が
な
を
付
す
。
）
、
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
（
ふ
り
が
な
を
付
す
。
）
）

三
　
営
業
の
譲
渡
の
年
月
日

四
　
施
設
の
許
可
の
番
号
及
び
当
該
許
可
を
受
け
た
年
月
日

前
項
の
届
出
書
に
は
、
営
業
の
譲
渡
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
八
条
　
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
相
続
に
よ
る
許
可
営
業
者
の
地
位
の
承
継
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
そ
の
施
設
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
等
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
届
出
者
の
氏
名
（
ふ
り
が
な
を
付
す
。
）
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
被
相
続
人
と
の
続
柄

二
　
被
相
続
人
の
氏
名
（
ふ
り
が
な
を
付
す
。
）
及
び
住
所

三
　
相
続
開
始
の
年
月
日

四
　
施
設
の
許
可
の
番
号
及
び
当
該
許
可
を
受
け
た
年
月
日

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
戸
籍
謄
本
又
は
不
動
産
登
記
規
則
（
平
成
十
七
年
法
務
省
令
第
十
八
号
）
第
二
百
四
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

二
　
相
続
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
全
員
の
同
意
に
よ
り
許
可
営
業
者
の
地
位
を
承
継
す
べ
き
相
続
人
と
し
て
選
定
さ
れ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
全
員
の
同
意
書

第
六
十
九
条
　
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
合
併
に
よ
る
許
可
営
業
者
の
地
位
の
承
継
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
そ
の
施
設
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
等
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
地
位
を
承
継
す
る
法
人
の
名
称
（
ふ
り
が
な
を
付
す
。
）
、
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
（
ふ
り
が
な
を
付
す
。
）

二
　
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
法
人
の
名
称
（
ふ
り
が
な
を
付
す
。
）
、
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
（
ふ
り
が
な
を
付
す
。
）

三
　
合
併
の
年
月
日

四
　
施
設
の
許
可
の
番
号
及
び
当
該
許
可
を
受
け
た
年
月
日

前
項
の
届
出
書
に
は
、
合
併
後
存
続
す
る
法
人
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
条
　
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
分
割
に
よ
る
許
可
営
業
者
の
地
位
の
承
継
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
そ
の
施
設
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
等
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
地
位
を
承
継
す
る
法
人
の
名
称
（
ふ
り
が
な
を
付
す
。
）
、
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
（
ふ
り
が
な
を
付
す
。
）

二
　
分
割
前
の
法
人
の
名
称
（
ふ
り
が
な
を
付
す
。
）
、
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
（
ふ
り
が
な
を
付
す
。
）

三
　
分
割
の
年
月
日
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四
　
施
設
の
許
可
の
番
号
及
び
当
該
許
可
を
受
け
た
年
月
日

前
項
の
届
出
書
に
は
、
分
割
に
よ
り
営
業
を
承
継
し
た
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
条
の
二
　
法
第
五
十
七
条
第
一
項
（
法
第
六
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を

施
設
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
届
出
者
の
氏
名
（
ふ
り
が
な
を
付
す
。
）
、
生
年
月
日
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
名
称
（
ふ
り
が
な
を
付
す
。
）
、
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
（
ふ
り
が
な
を
付
す
。
）
）

二
　
施
設
の
所
在
地
（
自
動
車
に
お
い
て
営
業
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番
号
）
及
び
名
称
、
屋
号
又
は
商
号
（
ふ
り
が
な
を
付
す
。
）

三
　
営
業
（
法
第
六
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
を
含
む
。
第
七
十
一
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
形
態
及
び
主
と
し
て
取
り
扱
う
食
品
、
添
加
物
、
器
具
又
は
容
器
包
装
に
関
す
る
情
報

四
　
食
品
衛
生
責
任
者
の
氏
名
（
ふ
り
が
な
を
付
す
。
た
だ
し
、
令
第
一
条
に
規
定
す
る
材
質
が
使
用
さ
れ
た
器
具
又
は
容
器
包
装
を
製
造
す
る
営
業
者
を
除
く
。
）

前
四
条
の
規
定
は
、
法
第
五
十
七
条
第
二
項
（
法
第
六
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
届
出
を
し
た
者
（
以
下
「
届
出
営
業
者
」
と
い
う
。
）
の
地
位
の
承
継
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
に
よ
り
営
業
」
と
あ
る
の
は
「
に
よ
り
営
業

（
法
第
六
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
、
「
法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
許
可
営
業
者
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
五
十
七
条
第
一
項
（
法
第

六
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
（
以
下
「
届
出
営
業
者
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
施
設
の
許
可
の
番
号
及
び
当
該
許
可
を
受
け
た
年
月
日
」
と
あ
る

の
は
「
地
位
の
承
継
に
関
す
る
施
設
の
所
在
地
（
自
動
車
に
お
い
て
営
業
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番
号
）
及
び
名
称
、
屋
号
又
は
商
号
（
ふ
り
が
な
を
付
す
。
）
」
と
、
第
六
十
八
条
第
一
項
中
「
許

可
営
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
届
出
営
業
者
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
施
設
の
許
可
の
番
号
及
び
当
該
許
可
を
受
け
た
年
月
日
」
と
あ
る
の
は
「
地
位
の
承
継
に
関
す
る
施
設
の
所
在
地
（
自
動
車
に
お
い
て
営
業
を
す
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
当
該
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番
号
）
及
び
名
称
、
屋
号
又
は
商
号
（
ふ
り
が
な
を
付
す
。
）
」
と
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
許
可
営
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
届
出
営
業
者
」
と
、
第
六
十
九
条
第
一
項
中
「
許
可
営
業
者
」
と

あ
る
の
は
「
届
出
営
業
者
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
施
設
の
許
可
の
番
号
及
び
当
該
許
可
を
受
け
た
年
月
日
」
と
あ
る
の
は
「
地
位
の
承
継
に
関
す
る
施
設
の
所
在
地
（
自
動
車
に
お
い
て
営
業
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
自

動
車
の
自
動
車
登
録
番
号
）
及
び
名
称
、
屋
号
又
は
商
号
（
ふ
り
が
な
を
付
す
。
）
」
と
、
前
条
第
一
項
中
「
許
可
営
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
届
出
営
業
者
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
施
設
の
許
可
の
番
号
及
び
当
該
許
可
を
受
け
た
年

月
日
」
と
あ
る
の
は
「
地
位
の
承
継
に
関
す
る
施
設
の
所
在
地
（
自
動
車
に
お
い
て
営
業
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番
号
）
及
び
名
称
、
屋
号
又
は
商
号
（
ふ
り
が
な
を
付
す
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

第
七
十
一
条
　
許
可
営
業
者
又
は
届
出
営
業
者
は
、
第
六
十
七
条
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
（
第
二
号
に
あ
つ
て
は
自
動
車
登
録
番
号
及
び
名
称
、
屋
号
又
は
商
号
に
限
り
、
第
三
号
に
あ
つ
て
は
営
業
の
種
類
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事

項
、
第
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
（
生
年
月
日
を
除
く
。
）
、
第
六
十
八
条
第
一
項
第
一
号
（
生
年
月
日
を
除
く
。
）
、
第
六
十
九
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
七
十
条
第
一
項
第
一
号
（
そ
れ
ぞ
れ
前
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
事
項
又
は
前
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
（
第
二
号
に
あ
つ
て
は
、
自
動
車
登
録
番
号
及
び
名
称
、
屋
号
又
は
商
号
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
施
設
の
所

在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
等
に
速
や
か
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
一
条
の
二
　
許
可
営
業
者
又
は
届
出
営
業
者
は
、
廃
業
に
よ
り
営
業
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
情
が
生
じ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
そ
の
施
設
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県

知
事
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
届
出
者
の
氏
名
（
ふ
り
が
な
を
付
す
。
）
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
名
称
（
ふ
り
が
な
を
付
す
。
）
、
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
（
ふ
り
が
な
を
付
す
。
）
）

二
　
施
設
の
住
所
（
自
動
車
に
お
い
て
営
業
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番
号
）
及
び
名
称
、
屋
号
又
は
商
号
（
ふ
り
が
な
を
付
す
。
）

三
　
廃
業
年
月
日

四
　
許
可
営
業
者
に
あ
つ
て
は
、
施
設
の
許
可
の
番
号
及
び
当
該
許
可
を
受
け
た
年
月
日

第
九
章
　
雑
則

第
七
十
二
条
　
法
第
六
十
三
条
第
一
項
（
法
第
六
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
医
師
の
届
出
は
、
次
の
事
項
に
つ
き
、
文
書
、
電
話
又
は
口
頭
に
よ
り
二
十
四
時
間
以
内
に
行
わ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
医
師
の
住
所
及
び
氏
名

二
　
中
毒
患
者
若
し
く
は
そ
の
疑
い
の
あ
る
者
又
は
死
者
（
以
下
「
患
者
等
」
と
い
う
。
）
の
所
在
地
、
氏
名
及
び
年
齢

三
　
食
中
毒
（
食
品
、
添
加
物
、
器
具
、
容
器
包
装
又
は
第
七
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る
お
も
ち
や
（
次
条
及
び
第
七
十
四
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
「
食
品
等
」
と
い
う
。
）
に
起
因
し
た
中
毒
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
原
因

四
　
発
病
年
月
日
及
び
時
刻

五
　
診
断
又
は
検
案
年
月
日
及
び
時
刻

第
七
十
三
条
　
法
第
六
十
三
条
第
三
項
（
法
第
六
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
は
、
五
十
人
と
す
る
。

法
第
六
十
三
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
き
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
当
該
中
毒
に
よ
り
死
者
又
は
重
篤
な
患
者
が
発
生
し
た
と
き

二
　
当
該
中
毒
が
輸
入
さ
れ
た
食
品
等
に
起
因
し
、
又
は
起
因
す
る
と
疑
わ
れ
る
と
き

三
　
当
該
中
毒
が
別
表
第
二
十
二
に
掲
げ
る
病
因
物
質
に
起
因
し
、
又
は
起
因
す
る
と
疑
わ
れ
る
と
き

四
　
当
該
中
毒
の
患
者
等
の
所
在
地
が
複
数
の
都
道
府
県
に
わ
た
る
と
き

五
　
当
該
中
毒
の
発
生
の
状
況
等
か
ら
み
て
、
中
毒
の
原
因
の
調
査
が
困
難
で
あ
る
と
き

六
　
当
該
中
毒
の
発
生
の
状
況
等
か
ら
み
て
、
法
第
五
十
九
条
か
ら
第
六
十
一
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
処
分
（
以
下
「
処
分
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
又
は
そ
の
内
容
の
適
否
を
判
断
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き

第
七
十
四
条
　
令
第
三
十
七
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
患
者
等
の
所
在
地
及
び
法
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
年
月
日
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二
　
患
者
等
の
数
及
び
症
状

三
　
中
毒
の
原
因
と
な
り
、
又
は
そ
の
疑
い
の
あ
る
食
品
等
（
以
下
「
原
因
食
品
等
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
特
定
の
理
由

四
　
中
毒
の
原
因
と
な
り
、
又
は
そ
の
疑
い
の
あ
る
病
因
物
質
及
び
そ
の
特
定
の
理
由

五
　
中
毒
の
原
因
と
な
り
、
又
は
そ
の
疑
い
の
あ
る
営
業
施
設
そ
の
他
の
施
設
（
以
下
「
原
因
施
設
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
特
定
の
理
由

六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
中
毒
の
原
因
の
調
査
又
は
処
分
を
行
う
に
当
た
り
重
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項

第
七
十
五
条
　
令
第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
食
中
毒
事
件
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
報
告
書
と
す
る
。

一
　
法
第
六
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
等
が
厚
生
労
働
大
臣
に
直
ち
に
報
告
を
行
つ
た
食
中
毒
事
件
　
様
式
第
十
四
号
に
よ
る
食
中
毒
事
件
票
及
び
食
中
毒
事
件
詳
報

二
　
前
号
に
掲
げ
る
食
中
毒
事
件
以
外
の
食
中
毒
事
件
　
様
式
第
十
四
号
に
よ
る
食
中
毒
事
件
票

前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
食
中
毒
事
件
詳
報
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
食
中
毒
発
生
の
概
要
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
発
生
年
月
日

ロ
　
発
生
場
所

ハ
　
原
因
食
品
等
を
摂
取
し
た
者
の
数

ニ
　
死
者
数

ホ
　
患
者
数

ヘ
　
原
因
食
品
等

ト
　
病
因
物
質

二
　
食
中
毒
発
生
の
情
報
の
把
握
に
関
す
る
事
項

三
　
患
者
及
び
死
者
の
状
況
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
患
者
及
び
死
者
の
性
別
及
び
年
齢
別
の
数

ロ
　
患
者
及
び
死
者
の
発
生
日
時
別
の
数

ハ
　
原
因
食
品
等
を
摂
取
し
た
者
の
数
の
う
ち
患
者
及
び
死
者
と
な
つ
た
者
の
数
の
割
合

ニ
　
患
者
及
び
死
者
の
原
因
食
品
等
の
摂
取
か
ら
発
病
ま
で
に
要
し
た
時
間
の
状
況

ホ
　
患
者
及
び
死
者
の
症
状
及
び
症
状
別
の
数

四
　
原
因
食
品
等
及
び
そ
の
汚
染
経
路
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
原
因
食
品
等
を
特
定
す
る
ま
で
の
経
過
及
び
特
定
の
理
由

ロ
　
原
因
食
品
等
の
汚
染
経
路

五
　
原
因
施
設
に
関
す
る
事
項

イ
　
原
因
施
設
の
給
排
水
の
状
況
そ
の
他
の
衛
生
状
況

ロ
　
原
因
施
設
の
従
業
員
の
健
康
状
態

六
　
病
因
物
質
に
関
す
る
事
項

イ
　
微
生
物
学
的
若
し
く
は
理
化
学
的
試
験
又
は
動
物
を
用
い
る
試
験
に
よ
る
調
査
結
果

ロ
　
病
因
物
質
を
特
定
す
る
ま
で
の
経
過
及
び
特
定
の
理
由

七
　
都
道
府
県
知
事
等
が
講
じ
た
処
分
そ
の
他
の
措
置
の
内
容

第
七
十
六
条
　
令
第
三
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
食
中
毒
事
件
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
報
告
書
と
す
る
。

一
　
法
第
六
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
等
が
厚
生
労
働
大
臣
に
直
ち
に
報
告
を
行
つ
た
食
中
毒
事
件
　
食
中
毒
事
件
調
査
結
果
報
告
書
及
び
食
中
毒
事
件
調
査
結
果
詳
報

二
　
前
号
に
掲
げ
る
食
中
毒
事
件
以
外
の
食
中
毒
事
件
　
食
中
毒
事
件
調
査
結
果
報
告
書

前
項
各
号
の
食
中
毒
事
件
調
査
結
果
報
告
書
は
、
様
式
第
十
五
号
に
よ
り
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

第
一
項
各
号
の
食
中
毒
事
件
調
査
結
果
報
告
書
は
、
月
ご
と
に
、
そ
の
月
に
受
理
し
た
前
条
第
一
項
各
号
の
食
中
毒
事
件
票
を
添
付
し
て
、
そ
の
翌
月
十
日
ま
で
に
、
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
項
第
一
号
の
食
中
毒
事
件
調
査
結
果
詳
報
は
、
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

第
一
項
第
一
号
の
食
中
毒
事
件
調
査
結
果
詳
報
は
、
令
第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
前
条
第
一
項
第
一
号
の
食
中
毒
事
件
詳
報
を
受
理
し
た
後
直
ち
に
作
成
し
、
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
七
条
　
法
第
六
十
五
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
は
、
五
百
人
と
す
る
。

第
七
十
八
条
　
法
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
お
も
ち
や
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
乳
幼
児
が
口
に
接
触
す
る
こ
と
を
そ
の
本
質
と
す
る
お
も
ち
や

二
　
ア
ク
セ
サ
リ
ー
が
ん
具
（
乳
幼
児
が
ア
ク
セ
サ
リ
ー
と
し
て
用
い
る
が
ん
具
を
い
う
。
）
、
う
つ
し
絵
、
起
き
上
が
り
、
お
め
ん
、
折
り
紙
、
が
ら
が
ら
、
知
育
が
ん
具
（
口
に
接
触
す
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
に
限
り
、
こ
の
号

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
つ
み
き
、
電
話
が
ん
具
、
動
物
が
ん
具
、
人
形
、
粘
土
、
乗
物
が
ん
具
、
風
船
、
ブ
ロ
ツ
ク
が
ん
具
、
ボ
ー
ル
、
ま
ま
ご
と
用
具

三
　
前
号
の
お
も
ち
や
と
組
み
合
わ
せ
て
遊
ぶ
お
も
ち
や
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第
七
十
九
条
　
法
第
八
十
条
第
一
項
及
び
令
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
す
る
。

一
　
法
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
権
限

二
　
法
第
四
十
二
条
に
規
定
す
る
権
限

三
　
法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限

四
　
法
第
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限

附
　
則
　
抄

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
条
の
規
定
は
、
昭
和
二
十
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
二
条
　
従
前
の
規
定
に
よ
る
食
品
衛
生
監
視
員
の
試
験
に
合
格
し
た
者
は
、
こ
れ
を
第
十
七
条
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
厚
生
大
臣
の
行
う
食
品
衛
生
監
視
員
の
資
格
試
験
に
合
格
し
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
五
年
四
月
一
日
厚
生
省
令
第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
但
し
、
第
十
九
条
の
改
正
規
定
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
十
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
五
年
六
月
二
日
厚
生
省
令
第
二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
五
年
一
〇
月
一
六
日
厚
生
省
令
第
五
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
七
年
二
月
二
二
日
厚
生
省
令
第
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
但
し
、
第
六
条
中
輸
入
品
に
関
す
る
部
分
は
、
昭
和
二
十
七
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
七
年
八
月
三
〇
日
厚
生
省
令
第
三
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
七
年
七
月
三
十
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
八
年
八
月
一
〇
日
厚
生
省
令
第
三
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
二
十
八
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
八
年
九
月
二
八
日
厚
生
省
令
第
四
五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
八
年
九
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
食
品
衛
生
監
視
員
資
格
試
験
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
八
年
一
二
月
二
八
日
厚
生
省
令
第
七
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
一
年
九
月
二
二
日
厚
生
省
令
第
四
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
一
年
一
二
月
二
九
日
厚
生
省
令
第
五
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
二
年
七
月
三
一
日
厚
生
省
令
第
三
三
号
）

こ
の
省
令
中
、
第
十
一
条
、
第
十
二
条
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
六
条
、
様
式
第
一
号
、
様
式
第
三
号
（
同
様
式
を
様
式
第
四
号
と
す
る
部
分
以
外
の
部
分
に
限
る
。
）
及
び
別
表
第
二
の
改
正
規
定
は
昭
和
三
十
二
年

八
月
一
日
か
ら
、
第
五
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
十
八
条
の
二
（
別
表
第
三
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
十
九
条
の
改
正
規
定
並
び
に
別
表
第
二
の
次
に
三
表
を
加
え
る
規
定
は
昭
和
三
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
、
そ
の
他
の
改

正
規
定
は
昭
和
三
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
三
年
一
月
二
〇
日
厚
生
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
三
年
二
月
二
一
日
厚
生
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
三
年
六
月
三
〇
日
厚
生
省
令
第
一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
中
第
一
条
及
び
附
則
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
二
条
並
び
に
附
則
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
は
昭
和
三
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
四
年
一
二
月
二
八
日
厚
生
省
令
第
三
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
の
改
正
規
定
中
「
十
八
　
イ
ソ
チ
オ
シ
ア
ン
酸
ア
リ
ル
（
揮
発
ガ
イ
シ
油
）
」
、
「
二
十
二
　
エ
チ
ル
バ
ニ
リ
ン
（
エ
チ
ル
ワ
ニ
リ
ン
）
」
、
「
四
十
九
　
ケ
イ
皮
ア
ル

デ
ヒ
ド
」
、
「
五
十
六
　
酢
酸
エ
チ
ル
」
、
「
六
十
八
　
シ
ト
ラ
ー
ル
」
、
「
百
五
十
六
　
バ
ニ
リ
ン
（
ワ
ニ
リ
ン
）
」
、
「
百
八
十
三
　
ベ
ン
ジ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
」
、
「
百
八
十
四
　
ベ
ン
ズ
ア
ル
デ
ヒ
ド
」
、
「
二
百
　
ｄ
ｌ―

メ
ン
ト
ー
ル
（
ｄ

ｌ―

ハ
ツ
カ
脳
）
」
及
び
「
二
百
一
　
ｌ―

メ
ン
ト
ー
ル
（
ハ
ツ
カ
脳
）
」
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
昭
和
三
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
五
年
九
月
一
〇
日
厚
生
省
令
第
二
七
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
六
年
六
月
一
日
厚
生
省
令
第
二
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
五
月
二
六
日
厚
生
省
令
第
二
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
一
二
月
二
五
日
厚
生
省
令
第
五
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
八
年
七
月
二
六
日
厚
生
省
令
第
三
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
六
月
一
一
日
厚
生
省
令
第
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
七
月
一
五
日
厚
生
省
令
第
三
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
第
四
十
八
号
を
削
る
改
正
規
定
、
別
表
第
二
第
百
八
十
二
号
及
び
第
百
九
十
八
号
並
び
に
別
表
第
四
の
改
正
規
定
並
び
に
別
表
第
五
の
改
正
規
定
中
メ
チ
ル
ナ
フ

ト
キ
ノ
ン
に
係
る
部
分
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
四
月
一
日
厚
生
省
令
第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
七
月
五
日
厚
生
省
令
第
三
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
一
条
、
第
十
二
条
、
様
式
第
一
号
並
び
に
別
表
第
二
第
百
五
十
一
号
及
び
第
百
五
十
二
号
の
改
正
規
定
並
び
に
別
表
第
五
の
改
正
規
定
中
ニ
ト
ロ
フ
ラ
ゾ
ー
ン
及
び
ニ

ト
ロ
フ
リ
ル
ア
ク
リ
ル
酸
ア
ミ
ド
に
係
る
部
分
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
一
二
月
二
三
日
厚
生
省
令
第
五
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
二
月
一
七
日
厚
生
省
令
第
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
七
月
一
五
日
厚
生
省
令
第
二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
二
年
一
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
一
月
二
三
日
厚
生
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
中
第
十
三
条
第
二
項
の
改
正
規
定
は
昭
和
四
十
二
年
二
月
十
日
か
ら
、
そ
の
他
の
規
定
は
同
年
七
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
一
〇
月
二
日
厚
生
省
令
第
四
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
第
一
項
第
一
号
及
び
別
表
第
三
第
六
号
の
改
正
規
定
中
生
か
き
に
係
る
部
分
は
、
昭
和
四
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
三
月
八
日
厚
生
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
七
月
三
日
厚
生
省
令
第
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
八
月
一
日
厚
生
省
令
第
三
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
二
月
一
日
厚
生
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
七
月
二
五
日
厚
生
省
令
第
二
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
並
び
に
様
式
第
一
号
及
び
第
七
号
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
四
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
一
一
月
五
日
厚
生
省
令
第
三
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
四
年
十
一
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
一
月
一
四
日
厚
生
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
五
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
五
月
二
九
日
厚
生
省
令
第
二
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
の
改
正
規
定
並
び
に
別
表
第
五
の
改
正
規
定
中
食
用
緑
色
二
号
、
食
用
緑
色
二
号
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
レ
ー
キ
、
プ
ロ
ト
カ
テ
キ
ユ
酸
エ
チ
ル
、
没
食
子
酸
イ
ソ
ア
ミ

ル
、
亜
硝
酸
カ
リ
ウ
ム
、
硝
酸
カ
リ
ウ
ム
及
び
硝
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
に
係
る
部
分
は
、
昭
和
四
十
五
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
二
月
二
六
日
厚
生
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
中
別
表
第
二
第
六
十
九
号
の
二
及
び
別
表
第
二
第
百
四
十
六
号
の
二
の
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
そ
の
他
の
規
定
は
昭
和
四
十
六
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
三
月
二
三
日
厚
生
省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
六
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
四
月
一
七
日
厚
生
省
令
第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
八
月
八
日
厚
生
省
令
第
四
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
八
月
二
九
日
厚
生
省
令
第
四
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
一
二
月
一
三
日
厚
生
省
令
第
五
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
八
年
六
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
一
二
月
二
〇
日
厚
生
省
令
第
五
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
三
を
第
二
条
の
四
と
す
る
改
正
規
定
、
第
二
条
の
二
の
改
正
規
定
、
同
条
を
第
二
条
の
三
と
す
る
改
正
規
定
及
び
第
二
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、

昭
和
四
十
八
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
四
月
二
八
日
厚
生
省
令
第
二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
一
二
月
八
日
厚
生
省
令
第
五
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
八
年
十
二
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
一
二
月
二
七
日
厚
生
省
令
第
六
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
八
月
二
七
日
厚
生
省
令
第
三
〇
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
九
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
九
月
三
〇
日
厚
生
省
令
第
三
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
九
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
第
五
条
第
一
項
第
一
号
の
カ
中
魚
肉
ソ
ー
セ
ー
ジ
、
魚
肉
ハ
ム
及
び
特
殊
包
装
か
ま
ぼ
こ
に
係
る
部
分
並
び
に
同
号
の
ヨ
の

規
定
は
、
昭
和
五
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
七
月
二
五
日
厚
生
省
令
第
三
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
一
年
一
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
一
二
月
一
日
厚
生
省
令
第
四
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
第
十
四
号
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
五
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
、
第
十
五
条
の
改
正
規
定
は
、
同
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
二
月
一
八
日
厚
生
省
令
第
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
二
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
第
一
項
第
一
号
ヨ
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
容
器
包
装
詰
加
圧
加
熱
殺
菌
食
品
及
び
即
席
め
ん
類
で
、
昭
和
五
十
二
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
に
製
造
さ
れ
、
加
工
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
も
の
の
表
示
の
基
準
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
四
月
三
〇
日
厚
生
省
令
第
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
八
月
二
二
日
厚
生
省
令
第
五
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
百
三
十
八
号
及
び
第
二
百
五
号
の
三
か
ら
第
二
百
五
号
の
八
ま
で
に
係
る
部
分
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
五
月
一
日
厚
生
省
令
第
一
七
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
五
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
五
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
別
表
第
五
の
改
正
規
定
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
食
品
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
六
月
一
二
日
厚
生
省
令
第
二
二
号
）
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こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
九
月
六
日
厚
生
省
令
第
三
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
四
月
二
八
日
厚
生
省
令
第
三
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
六
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
六
月
一
〇
日
厚
生
省
令
第
四
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
食
品
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
六
月
二
〇
日
厚
生
省
令
第
四
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
一
月
一
四
日
厚
生
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
二
月
一
六
日
厚
生
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
五
月
一
七
日
厚
生
省
令
第
二
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
昭
和
五
十
七
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
に
輸
入
さ
れ
る
分
割
、
細
切
等
の
処
理
が
行
わ
れ
た
獣
畜
の
肉
又
は
臓
器
に
添
付
さ
れ
る
証
明
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第
二
条
の
三
第
九
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
八
月
二
日
厚
生
省
令
第
三
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
二
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
五
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
九
月
二
五
日
厚
生
省
令
第
四
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
第
十
四
号
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
五
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
七
月
三
〇
日
厚
生
省
令
第
三
四
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
八
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
食
品
衛
生
監
視
員
が
携
帯
す
る
証
票
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
証
票
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
八
月
二
七
日
厚
生
省
令
第
三
六
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
第
二
第
百
八
十
号
に
掲
げ
る
化
学
的
合
成
品
に
係
る
第
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で

は
、
な
お
従
前
の
名
称
を
も
つ
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
別
表
第
五
の
上
欄
に
掲
げ
る
添
加
物
を
含
む
食
品
で
、
平
成
三
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
製
造
さ
れ
、
加
工
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
も
の
の
表
示
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
第
五
条

第
一
項
第
一
号
ホ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
一
二
月
一
九
日
厚
生
省
令
第
五
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
一
二
月
二
八
日
厚
生
省
令
第
四
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
三
月
二
七
日
厚
生
省
令
第
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
五
月
三
一
日
厚
生
省
令
第
三
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
一
一
月
二
〇
日
厚
生
省
令
第
五
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
別
表
第
二
に
掲
げ
る
化
学
的
合
成
品
に
係
る
同
令
第
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経

過
す
る
日
ま
で
に
製
造
さ
れ
、
加
工
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
た
も
の
の
表
示
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
名
称
を
も
つ
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
二
月
一
九
日
厚
生
省
令
第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
七
月
二
七
日
厚
生
省
令
第
四
六
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

19



２
　
平
成
三
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
製
造
さ
れ
、
加
工
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
食
品
に
係
る
表
示
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
第
五
条
第
一
項
第
一
号
ホ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
三
月
二
四
日
厚
生
省
令
第
一
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
以
下
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
及
び
板
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
省
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
規
定
で
あ
っ
て
改
正
後
の
様
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
五
月
二
九
日
厚
生
省
令
第
二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
一
一
月
二
八
日
厚
生
省
令
第
四
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
第
七
章
中
第
二
十
六
条
の
前
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
第
二
十
六
条
の
五
の
改
正
規
定
（
同
条
の
表
に
第
二
十
五
条
の
三
の
項
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）

は
、
平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
平
成
三
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
製
造
さ
れ
、
加
工
さ
れ
、
若
し
く
は
輸
入
さ
れ
る
食
品
又
は
添
加
物
に
係
る
表
示
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
一
月
一
七
日
厚
生
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
三
月
二
七
日
厚
生
省
令
第
一
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
九
月
二
六
日
厚
生
省
令
第
五
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
三
月
二
六
日
厚
生
省
令
第
一
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
四
年
四
月
一
日
よ
り
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
八
月
六
日
厚
生
省
令
第
四
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
四
年
八
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
八
月
一
三
日
厚
生
省
令
第
四
九
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
製
造
さ
れ
、
加
工
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
添
加
物
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
別
表
第
二
に
掲
げ
る
化
学
的
合
成
品
又
は
こ
れ
と
同

一
の
品
名
を
有
す
る
も
の
に
係
る
同
規
則
第
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
基
づ
く
事
項
の
記
載
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
一
一
月
六
日
厚
生
省
令
第
六
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
三
月
一
七
日
厚
生
省
令
第
六
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
平
成
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
製
造
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
特
定
加
熱
食
肉
製
品
以
外
の
食
肉
製
品
の
表
示
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
四
月
二
八
日
厚
生
省
令
第
二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
二
月
二
八
日
厚
生
省
令
第
六
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
七
月
一
日
厚
生
省
令
第
四
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
以
下
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

５
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
八
月
二
六
日
厚
生
省
令
第
五
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
九
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
一
二
月
二
七
日
厚
生
省
令
第
七
八
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
第
十
九
条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
平
成
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
製
造
さ
れ
、
加
工
さ
れ
、
若
し
く
は
輸
入
さ
れ
る
食
品
又
は
添
加
物
に
係
る
表
示
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
二
月
二
七
日
厚
生
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
四
月
一
四
日
厚
生
省
令
第
三
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
第
五
十
四
号
の
改
正
規
定
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
九
月
二
七
日
厚
生
省
令
第
五
七
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
食
品
衛
生
法
及
び
栄
養
改
善
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
百
一
号
）
の
一
部
の
施
行
の
日
（
平
成
七
年
十
一
月
二
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る

も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
一
月
二
九
日
厚
生
省
令
第
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
食
品
衛
生
法
及
び
栄
養
改
善
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
百
一
号
）
の
一
部
の
施
行
の
日
（
平
成
八
年
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
以
下
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
三
月
二
一
日
厚
生
省
令
第
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
第
五
条
第
四
項
の
改
正
規
定
及
び
第
二
条
中
乳
及
び
乳
製
品
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
第
七
条
第
六
項
の
改
正
規
定

は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
平
成
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
製
造
さ
れ
、
加
工
さ
れ
、
若
し
く
は
輸
入
さ
れ
る
食
品
に
係
る
表
示
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
五
月
二
三
日
厚
生
省
令
第
三
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
五
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
平
成
九
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
に
製
造
さ
れ
、
加
工
さ
れ
、
若
し
く
は
輸
入
さ
れ
る
食
品
又
は
添
加
物
に
係
る
表
示
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
施
行
規
則
」
と
い

う
。
）
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
指
定
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
新
施
行
規
則
第
十
八
条
の
八
第
四
号
及
び

第
十
八
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
九
年
五
月
二
十
三
日
ま
で
の
間
は
、
新
施
行
規
則
第
十
八
条
の
八
第
四
号
中
「
製
品
検
査
部
門
責
任
者
、
検
査
区
分
責
任
者
、
検
査
員
及
び
信
頼
性
確
保
部
門
責
任
者
」

と
あ
る
の
は
「
検
査
員
」
と
、
新
施
行
規
則
第
十
八
条
の
十
二
第
一
項
中
「
次
の
と
お
り
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
」
と
す
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
食
品
衛
生
法
第
十
五
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
て
い
る
者
（
食
品
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
二
十
九
号
）
第
一
条
の
三
第
一
項
に
掲
げ
る
も
の
の
検
査
を
行
う
者
を
除
く
。
）
は
、

新
施
行
規
則
別
表
第
九
の
第
一
欄
の
同
項
に
掲
げ
る
も
の
の
理
化
学
的
検
査
を
行
う
者
の
区
分
に
よ
り
同
法
第
十
五
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。

４
　
前
項
に
規
定
す
る
者
に
対
す
る
食
品
衛
生
法
第
十
九
条
の
十
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
九
年
五
月
二
十
三
日
ま
で
の
間
は
、
新
施
行
規
則
第
十
八
条
の
五
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
第
一
号
中
「
別
表
第
九
」
と
あ

る
の
は
、
「
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
八
年
厚
生
省
令
第
三
十
三
号
）
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
た
指
定
の
区
分
に
係
る
同
令
に
よ
る
改
正
前
の
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
別
表
第
九
」
と
す
る
。

５
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

６
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
一
一
月
二
〇
日
厚
生
省
令
第
六
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

６
　
こ
の
省
令
に
よ
る
施
行
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
手
続
は
、
附
則
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
相
当
規

定
に
よ
り
さ
れ
た
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
手
続
と
み
な
す
。

７
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
以
下
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

８
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
月
一
六
日
厚
生
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
月
二
八
日
厚
生
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
二
八
日
厚
生
省
令
第
三
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
第
五
条
第
一
項
第
一
号
ラ
の
改
正
規
定
は
、
平
成
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
四
月
一
日
厚
生
省
令
第
三
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
四
月
一
七
日
厚
生
省
令
第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
五
月
三
〇
日
厚
生
省
令
第
四
九
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
平
成
九
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
に
保
健
所
長
が
届
出
を
受
け
た
食
中
毒
事
件
に
係
る
食
中
毒
事
件
票
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

こ
と
が
で
き
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
以
下
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
一
月
一
四
日
厚
生
省
令
第
八
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
三
月
二
六
日
厚
生
省
令
第
三
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
九
月
一
八
日
厚
生
省
令
第
七
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
一
月
二
五
日
厚
生
省
令
第
九
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
二
月
二
八
日
厚
生
省
令
第
九
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
二
六
日
厚
生
省
令
第
二
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
六
月
二
九
日
厚
生
省
令
第
七
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
七
月
二
二
日
厚
生
省
令
第
七
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
七
月
三
〇
日
厚
生
省
令
第
七
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
八
日
厚
生
省
令
第
一
〇
五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
平
成
十
二
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
に
保
健
所
長
が
届
出
を
受
け
た
食
中
毒
事
件
に
係
る
食
中
毒
事
件
票
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
以
下
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
一
日
厚
生
省
令
第
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
平
成
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
三
〇
日
厚
生
省
令
第
五
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
四
月
二
五
日
厚
生
省
令
第
九
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
一
三
日
厚
生
省
令
第
一
〇
一
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
三
〇
日
厚
生
省
令
第
一
〇
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
八
月
一
四
日
　
平
成
一
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
中
央
省
庁
等
改
革
推
進
本
部
令
（
以
下
「
本
部
令
」
と
い
う
。
）
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則

第
三
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
こ
の
本
部
令
の
効
力
）

第
二
条
　
こ
の
本
部
令
は
、
そ
の
施
行
の
日
に
、
中
央
省
庁
等
改
革
の
た
め
の
厚
生
労
働
省
組
織
関
係
命
令
の
整
備
に
関
す
る
命
令
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
号
）
と
な
る
も
の
と
す
る
。

（
委
員
等
の
任
期
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　

２
　
こ
の
本
部
令
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
従
前
の
食
品
衛
生
調
査
会
の
委
員
で
あ
る
者
の
任
期
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
日
に
満
了
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
二
〇
日
厚
生
省
令
第
一
二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
二
月
一
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
一
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
製
造
さ
れ
、
加
工
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
食
品
及
び
添
加
物
に
係
る
表
示
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
第
五
条
第
一
号
ヘ
、
ト
及
び
ヌ
並
び
に
乳
及

び
乳
製
品
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
第
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
二
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
四
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
栄
養
改
善
法
第
十
二
条
第
一
項
の
許
可
又
は
同
法
第
十
五
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
て
い
る
者
が
行
う
当
該
許
可
又
は
承
認
に
係
る
食
品
の
表
示
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
及
び
第
三
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
第
五
条
第
一
項
第
一
号
ミ
、
ヱ
及
び
モ
並
び
に
栄
養
改
善
法
施
行
規
則
第
九
条
第
一
項
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
六
月
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
二
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
証
票
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
証
票
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
〇
月
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
〇
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
五
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
十
四
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
製
造
さ
れ
、
加
工
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
別
表
第
五
の
三
ば
れ
い
し
よ
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
加
工
食
品
（
当
該
加
工
食
品
を
原
材

料
と
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に
係
る
表
示
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
六
月
一
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
七
月
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
七
月
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
八
月
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
〇
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
九
月
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
食
品
衛
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
九
月
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
二
月
三
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
二
月
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
四
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
健
康
増
進
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
五
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
六
月
二
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
七
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
平
成
十
七
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
に
製
造
さ
れ
、
加
工
さ
れ
、
若
し
く
は
輸
入
さ
れ
る
食
品
又
は
添
加
物
に
係
る
表
示
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
八
月
二
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
三
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
食
品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
八
月
二
十
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
等
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
以
下
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
八
月
二
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
三
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
健
康
増
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
六
号
）
の
一
部
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
八
月
二
十
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
以
下
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
月
二
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
二
月
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
食
品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
二
月
二
十
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
総
合
衛
生
管
理
製
造
過
程
の
承
認
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
第
四
条
の
二
若
し
く
は
第
四
条
の
三
又
は
乳
及
び
乳
製
品
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
第
四
条
若
し
く
は
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
厚

生
労
働
大
臣
に
提
出
さ
れ
て
い
る
承
認
又
は
変
更
の
承
認
に
係
る
申
請
書
に
添
付
す
る
資
料
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
若
し
く
は
第
十
五
条
第
二
項
又
は
第

二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
乳
及
び
乳
製
品
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
第
四
条
第
二
項
第
三
号
若
し
く
は
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
等
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
以
下
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
八
号
）

（
施
行
期
日
）
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１
　
こ
の
省
令
は
、
食
品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
食
品
衛
生
監
視
票
の
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
保
存
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
以
下
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
二
月
二
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
八
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
一
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
一
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
改
正
規
定
、
同
項
第
二
号
の
次
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
条
の
規
定
は
、
平
成
十
七
年

五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
の
許
可
又
は
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
て
い
る
者
が
行
う
当
該
許
可
又
は
承
認
に
係
る
食
品
の
表
示
に
つ
い

て
は
、
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
ミ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
シ
に
規
定
す
る
栄
養
機
能
食
品
で
、
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
製
造
さ
れ
、
加
工
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
も
の
の
表
示
に
つ
い
て
は
、

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
同
号
シ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
二
月
二
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
不
動
産
登
記
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
三
月
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
二
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
四
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
九
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
七
月
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
〇
八
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
の
許
可
又
は
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
て
い
る
者
が
行
う
当
該
許
可
又
は
承
認
に
係
る
食
品
の
表
示
に
つ
い

て
は
、
平
成
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
ヱ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
シ
に
規
定
す
る
栄
養
機
能
食
品
で
、
平
成
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
製
造
さ
れ
、
加
工
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
も
の
の
表
示
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正

後
の
同
号
ヱ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
八
月
一
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
三
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
九
月
一
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
四
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
以
下
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
九
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
四
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
一
〇
月
一
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
一
一
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
六
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
一
一
月
二
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
六
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
四
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
五
月
一
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
九
月
一
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
一
月
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
八
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
二
月
二
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
九
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
二
月
二
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
以
下
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
四
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
四
月
二
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
八
月
三
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
〇
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
〇
月
二
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
三
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
二
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
二
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
六
六
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
に
よ
り
新
た
に
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
お
も
ち
や
の
う
ち
、
こ
の
省
令
の
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
製
造
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
四
月
二
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
九
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
四
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
〇
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
六
月
三
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
た
日
ま
で
に
製
造
さ
れ
、
加
工
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
別
表
第
六
に
掲
げ
る
食
品
に
係
る
表
示
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
六
月
二
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
二
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
七
月
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
〇
月
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
製
造
さ
れ
、
加
工
さ
れ
、
若
し
く
は
輸
入
さ
れ
る
ア
セ
チ
ル
化
ア
ジ
ピ
ン
酸
架
橋
デ
ン
プ
ン
、
ア
セ
チ
ル
化
酸
化
デ
ン
プ
ン
、
ア
セ
チ
ル
化
リ
ン
酸
架
橋
デ
ン
プ
ン
、
オ
ク
テ
ニ
ル
コ

ハ
ク
酸
デ
ン
プ
ン
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
酢
酸
デ
ン
プ
ン
、
酸
化
デ
ン
プ
ン
、
ヒ
ド
ロ
キ
シ
プ
ロ
ピ
ル
化
リ
ン
酸
架
橋
デ
ン
プ
ン
、
ヒ
ド
ロ
キ
シ
プ
ロ
ピ
ル
デ
ン
プ
ン
、
リ
ン
酸
架
橋
デ
ン
プ
ン
、
リ
ン
酸
化
デ
ン
プ
ン
若
し
く
は
リ
ン
酸
モ

ノ
エ
ス
テ
ル
化
リ
ン
酸
架
橋
デ
ン
プ
ン
を
含
む
食
品
又
は
添
加
物
に
係
る
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
六
月
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
八
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
三
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
消
費
者
庁
及
び
消
費
者
委
員
会
設
置
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
五
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
一
〇
月
二
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
一
一
月
一
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
一
二
月
一
三
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
三
月
一
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
六
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
七
月
一
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
八
月
三
一
日
内
閣
府
・
厚
生
労
働
省
令
第
五
号
）

こ
の
命
令
は
、
平
成
二
十
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
二
月
二
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
二
月
二
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
六
月
一
三
日
厚
生
労
働
省
令
第
九
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
一
一
月
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
一
二
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
六
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
一
二
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
六
四
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
以
下
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
二
月
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
三
月
一
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
五
月
一
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
六
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
七
月
二
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
九
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
八
月
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
九
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
〇
月
一
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
〇
月
二
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
二
月
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
四
月
一
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
五
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
六
月
一
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
六
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
七
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
八
月
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
九
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
一
月
一
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
二
月
二
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
五
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
食
品
表
示
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
四
月
一
三
日
厚
生
労
働
省
令
第
九
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
五
月
一
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
〇
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
七
月
二
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
九
月
一
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
四
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
九
月
二
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
〇
月
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
六
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
二
月
一
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
七
月
三
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
一
月
二
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
三
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
食
品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
四
十
六
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
一
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
三
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
農
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
で
定
め
る
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と

み
な
す
。

２
　
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
一
月
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
六
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
食
品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
四
十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
二
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
食
品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
四
十
六
号
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
月
一
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
二
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
五
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
食
品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
四
十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
六
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
六
月
一
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
三
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
七
月
一
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
四
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
第
七
十
三
条
第
二
項
第
三
号
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
九
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
〇
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
月
一
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
一
月
一
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
七
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
食
品
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
二
十
九
号
）
第
三
十
五

条
第
三
十
号
の
営
業
（
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
第
六
十
六
条
の
十
に
規
定
す
る
食
品
を
製
造
す
る
営
業
に
限
る
。
次
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
っ
て
い
る
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日

（
次
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
に
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
食
品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
令
和
元
年
政
令
第
百
二
十
三
号
）
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
法
第
五
十
五
条
第
一

項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
営
業
を
行
っ
て
い
る
者
は
、
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
に
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４
　
営
業
を
行
お
う
と
す
る
者
が
、
施
行
日
前
に
行
っ
た
法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
許
可
又
は
不
許
可
の
処
分
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
（
営
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
施
行
日

に
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
届
出
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
八
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
〇
月
二
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
月
一
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
食
品
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
二
十
九
号
）
第
三
十
五

条
第
三
十
号
の
営
業
（
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
第
六
十
六
条
の
十
に
規
定
す
る
食
品
を
製
造
す
る
営
業
に
限
る
。
次
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
単
に
「
営
業
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
て
い
る
者
は
、
こ
の
省

令
の
施
行
の
日
（
次
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
に
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
食
品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
令
和
元
年
政
令
第
百
二
十
三
号
）
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
法
第
五
十
五
条
第
一

項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
営
業
を
行
っ
て
い
る
者
は
、
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
に
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４
　
営
業
を
行
お
う
と
す
る
者
が
、
施
行
日
前
に
行
っ
た
法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
許
可
又
は
不
許
可
の
処
分
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
（
営
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
施
行
日

に
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
届
出
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
七
月
二
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
九
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
八
月
三
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
〇
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
生
活
衛
生
関
係
営
業
等
の
事
業
活
動
の
継
続
に
資
す
る
環
境
の
整
備
を
図
る
た
め
の
旅
館
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
五
十
二
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条
　
施
行
日
前
に
食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
四
条
第
七
項
に
規
定
す
る
営
業
（
同
法
第
六
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
を
含
む
。
）
を
譲
り
受
け
た
者
に
係
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
食

品
衛
生
法
施
行
規
則
第
六
十
七
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
三
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
一
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
四
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
六
五
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
厚
生
労
働
省
関
係
経
済
施
策
を
一
体
的
に
講
ず
る
こ
と
に
よ
る
安
全
保
障
の
確
保
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
特
定
社
会
基
盤
事
業
者
等
に
関
す
る
省
令
の
廃
止
）

第
二
条
　
厚
生
労
働
省
関
係
経
済
施
策
を
一
体
的
に
講
ず
る
こ
と
に
よ
る
安
全
保
障
の
確
保
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
特
定
社
会
基
盤
事
業
者
等
に
関
す
る
省
令
（
令
和
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。
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様
式
第
１
号
（
第
二
十
六
条
関
係
）

 

様式第1号(第二十六条関係) 

 

備 考 1 この用紙の大きさは、甲は縦22ミリメートル、横104ミリメートル、乙は縦14

ミリメートル、横55ミリメートル、丙は縦14ミリメートル、横30ミリメートルと

する。 

    2 記号は、次の表の区分によるものとする。 

A 
    

B 
  

C タール色素 

D 
  

E 
  

F 
  

G 
  

H 
  

I 
  

J 
  

K 
  

L 
  

M 
  

N 
  

P 
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   3 重量は、甲及び乙にあつては三桁のアラビヤ数字をもつて、例えば「015」のよ

うに表わし、丙にあつては一桁のアラビヤ数字をもつて、例えば「1」のように表

わすものとする。この場合、小数点以下は四捨五入するものとし、単位がキログ

ラムのときは、末尾に「k」の文字を附するものとする。 

   4 検査実施者は、厚生労働大臣、都道府県知事、指定都市等市長又は登録検査機関

とする。 
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様
式
第
二
号
か
ら
様
式
第
四
号
ま
で
　
削
除

様
式
第
五
号
（
第
三
十
八
条
関
係
）

様式第五号(第三十八条関係) 

  

収 入

印 紙 

登 録 申 請 書 

年  月  日 

 厚生労働大臣 殿 

所 在 地            

名 称            

代表者の氏名            

 食品衛生法 

第25条第1項 

第26条第1項 

第26条第2項 

第26条第3項 

の登録検査機関の登録を受けたいので、同法第31条の規定 

により次のとおり申請します。 

1 製品検査の種類 

2 製品検査を行う事業所の名称及び所在地 

 備考 

  1 用紙の大きさは、A列4番とすること。 

  2 製品検査の種類は、食品衛生法別表の第1欄に掲げる製品検査の種類を記入するこ

と。 

  3 第38条各号に掲げる書類を添付すること。 

  4 収入印紙は、消印をしないこと。 
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様
式
第
六
号
（
第
三
十
九
条
関
係
）

様式第六号(第三十九条関係) 

  

収 入

印 紙 

登 録 更 新 申 請 書 

年  月  日 

 厚生労働大臣 殿 

所 在 地            

名 称            

代表者の氏名            

 食品衛生法 

第25条第1項 

第26条第1項 

第26条第2項 

第26条第3項 

の登録検査機関の登録の更新を受けたいので、同法第34条 

第1項の規定により、次のとおり申請します。 

1 登録番号 

2 登録の有効期限        年  月  日 

3 製品検査の種類 

4 製品検査を行う事業所の名称及び所在地 

 備考 

  1 用紙の大きさは、A列4番とすること。 

  2 第39条各号に掲げる書類を添付すること。 

  3 収入印紙は、消印をしないこと。 
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様
式
第
七
号
（
第
四
十
一
条
関
係
）

様式第七号(第四十一条関係) 

事 業 所 

設 置 

廃 止 

変 更 

届 

年  月  日 

  厚生労働大臣 殿 

所 在 地            

名 称            

代表者の氏名            

 製品検査を行う事業所を 

設置 

廃止 

変更 

したいので、食品衛生法第36条第1項の規定により次 

のとおり届け出ます。 

1 

設置 

廃止 

変更 

しようとする事業所の名称及び所在地 

2 

設置 

廃止 

変更 

の理由及び 

設置 

廃止 

変更 

の予定年月日 

3 

設置 

廃止 

変更 

しようとする事業所における製品検査のための機械器具その他の設備 

 備考 

  1 用紙の大きさは、A列4番とすること。 

  2 変更届にあっては、1及び3は、変更前及び変更後を対照して記載すること。 
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様
式
第
八
号
（
第
四
十
一
条
関
係
）

様式第八号(第四十一条関係) 

登 録 事 項 変 更 届 

年  月  日 

  厚生労働大臣 殿 

所 在 地            

名 称            

代表者の氏名            

 次の事項の変更について、食品衛生法第36条第2項の規定により届け出ます。 

1 変更の内容 

2 変更の理由 

3 変更の年月日 

 備考 

  1 用紙の大きさは、A列4番とすること。 

  2 変更の内容については、変更前及び変更後を対照して記載すること。 
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様
式
第
九
号
（
第
四
十
二
条
関
係
）

様式第九号(第四十二条関係) 

業 務 規 程 認 可 申 請 書 

年  月  日 

  厚生労働大臣 殿 

所 在 地            

名 称            

代表者の氏名            

 業務規程の認可を受けたいので、食品衛生法第37条第1項の規定により別添のとおり申請

します。 

 備考 用紙の大きさは、A列4番とすること。 
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様
式
第
十
号
（
第
四
十
二
条
関
係
）

様式第十号(第四十二条関係) 

業務規程変更認可申請書 

年  月  日 

  厚生労働大臣 殿 

所 在 地            

名 称            

代表者の氏名            

 業務規程の変更の認可を受けたいので、食品衛生法第37条第1項の規定により別添のとお

り申請します。 

1 変更の内容 

2 変更の理由 

 備考 

  1 用紙の大きさは、A列4番とすること。 

  2 1は、変更前及び変更後を対照して記載すること。 
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様
式
第
十
一
号
（
第
四
十
三
条
関
係
）

様式第十一号(第四十三条関係) 

業 務 
休 止 

廃 止 
許 可 申 請 書 

年  月  日 

  厚生労働大臣 殿 

所 在 地            

名 称            

代表者の氏名            

 製品検査の業務の 
全部 

一部 
の 

休止 

廃止 
の許可を受けたいので、食品衛生法第38条の規 

定により次のとおり申請します。 

1 
休止 

廃止 
しようとする製品検査の業務の範囲 

2 
休止 

廃止 
の年月日 

3 休止の期間 

4 
休止 

廃止 
の理由 

 備考 用紙の大きさは、A列4番とすること。 
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様
式
第
十
二
号
（
第
四
十
七
条
関
係
）

様式第十二号(第四十七条関係) 

(表 面) 

  
12cm 

    

    
  
                  

  

 
 
 
 

厚
生
労
働
大
臣
又
は
地
方
厚
生
局
長 

 

第 
 
 

号 

 
 
 
 
 
 
 
 

官

職

名 

 
 
 
 
 
 
 
 

氏

名 

 
 
 
 
 
 
 
 

生
年
月
日 

食
品
衛
生
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検

査
等
を
行
う
職
員
の
証 

 
 
 
 
 

発
行
年
月
日 

    

写

真 

      

8
c
m 

    

印 
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(裏 面) 

 
こ
の
証
票
を
携
帯
す
る
者
は
、
食
品
衛
生
法
に
よ
り
立
入
検
査
又
は
質
問

を
す
る
職
権
を
行
う
者
で
、
そ
の
関
係
条
文
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

  
 
 

食
品
衛
生
法
抜
粋 

 

第
四
十
七
条 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お

い
て
、
登
録
検
査
機
関
に
対
し
、
そ
の
業
務
若
し
く
は
経
理
の
状
況
に
関

し
報
告
を
さ
せ
、
又
は
当
該
職
員
に
、
登
録
検
査
機
関
の
事
務
所
若
し
く

は
事
業
所
に
立
ち
入
り
、
業
務
の
状
況
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の

物
件
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

第
二
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す

る
。 

 

第
二
十
八
条 

(

第
一
項 

略) 

 
 

前
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
に
臨
検
検
査
又
は
収
去
を
さ
せ
る
場

合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
そ
の
身
分
を
示
す
証
票
を
携
帯
さ
せ
、
か
つ
、

関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 
 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も

の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。 
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様
式
第
十
三
号
（
第
六
十
六
条
関
係
）

様式第十三号(第六十六条関係) 

12cm   

    (

表
面) 

8cm 

   
 

第 
 
 

号 

官

職

名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏

名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生
年
月
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

食
品
衛
生
法
施
行
令
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
等
を
行
う
職
員
の
証 

 
 
 
 
 

発
行
年
月
日 

所
属
庁 

 
 
 

所
属
庁
印 

 
 

     
 
 
 

写

真 
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こ
の
証
明
書
を
携
帯
す
る
者
は
、
食
品
衛
生
法
施
行
令
に
よ
り
立
入
検
査
又
は
質
問
を
す
る
職

権
を
行
う
者
で
、
そ
の
関
係
条
文
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

 

食
品
衛
生
法
施
行
令
抜
粋 

 
(

立
入
検
査) 

第
三
十
三
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
法
及
び
こ
の
政
令
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
そ
の

職
員
に
、
登
録
講
習
会
の
実
施
者
の
業
務
を
行
う
場
所
に
立
ち
入
り
、
業
務
の
状
況
又
は
帳
簿
、

書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関

係
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
立
入
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な

ら
な
い
。 

(

裏
面) 
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様
式
第
十
四
号
（
第
七
十
五
条
関
係
）

様式第十四号(第七十五条関係) 

食中毒事件票 

F   
  

都道府県等事件番号 
  

  

保健所符号 
    

保健所事件番号 
  

  

(1) 

原因となつた家

庭・業者・施設等

の所在地 

1 国内 都道府県              市郡               区町村 

2 国外   

3 不明 

(2) 初発患者 発病年月日 年  月  日 保健所受理年月日 年  月  日 

(3) 原因となつた業

者・施設等の名称 

  

(4) 

原因となつた家

庭・業者・施設等

の種別 

1 家庭 

2 事業場 

 A 給食施設 

  a 事業所等 

  b 保育所 

  c 老人ホーム 

 B 寄宿舎 

 C その他 

3 学校 

 A 給食施設 

  a 単独調理場 

   イ 幼稚園 

   ロ 小学校 

   ハ 中学校 

   ニ その他 

  b 共同調理場 

  c その他 

 B 寄宿舎 

 C その他 

4 病院 

 A 給食施設 

 B 寄宿舎 

 C その他 

5 旅館 

6 飲食店 

7 販売店 

8 製造所 

9 仕出屋 

10 採取場所 

11 その他 

12 不明 

(5) 原因食品名   

(6) 原因食品の種別 

〔魚介類〕 

1 貝類 

2 ふぐ 

3 その他     

〔魚介類加工品〕 

4 魚肉練り製品 

5 その他       

6 肉類及びその加工品 

7 卵類及びその加工品 

8 乳類及びその加工品 

9 穀類及びその加工品 

〔野菜及びその加工品〕 

10 豆類 

11 きのこ類 

12 その他       

13 菓子類 

14 複合調理食品 

15 その他 

16 不明 

(7) 原因食品の判定 

原因食品の種別番号       

確定 1 1 1 

推定 2 2 2 

(8) 摂取場所   

(9) 摂取場所の種別 

1 家庭 

2 事業場 

 A 食堂又は居室 

  a 事業所等 

  b 保育所 

  c 老人ホーム 

 B 寄宿舎 

 C その他 

3 学校 

 A 食堂又は教室 

  a 幼稚園 

  b 小学校 

  c 中学校 

  d その他 

 B 寄宿舎 

 C その他 

4 病院 

 A 病室 

 B 寄宿舎 

 C その他 

5 旅館 

6 飲食店 

7 その他 

8 不明 

(10) 摂取場所におけ

る調理の有無別 

1 有      2 無      3 不明 

(11) 病因物質   

(12) 病因物質の種別  1 サルモネラ属菌 

 2 ぶどう球菌 

 3 ボツリヌス菌 

 4 腸炎ビブリオ 

 5 腸管出血性大腸菌 

 6 その他の病原大腸菌 

 7 ウエルシュ菌 

 8 セレウス菌 

 9 エルシニア・エンテロコ

リチカ 

 10 カンピロバクター・ジ

ェジュニ／コリ 

 11 ナグビブリオ 

 12 コレラ菌 

 13 赤痢菌 

 14 チフス菌 

 15 パラチフスA菌 

 16 その他の細菌 

 17 ノロウイルス 

 18 その他のウイルス 

 19 クドア 

 20 サルコシスティス 

 21 アニサキス 

 22 その他の寄生虫 

 23 化学物質 

 24 植物性自然毒 

 25 動物性自然毒 

 26 その他 

 27 不明 

(13) 検査の状況 検体 

検査状況 

患者から採取し

た物 

その他の者から

採取した物 

食品 器具・容器包装 その他 

検査の有無 1 有 2 無 1 有 2 無 1 有 2 無 1 有 2 無 1 有 2 無 

病因物質の有無 

(検査有の場合のみ記載) 
3 有 4 無 3 有 4 無 3 有 4 無 3 有 4 無 3 有 4 無 

(14) 年齢 

患・ 

死者の別 

総数 0歳 1～4 5～9 10～14 15～19 20～29 30～39 40～49 50～59 60～69 70～ 不明 患
者
・
死
者
・
摂
食
者
の
状
況 

男 
患者                           

死者(再掲)                           

女 
患者                           

死者(再掲)                           

患者数 

合計         名 

死者数 

(再掲) 合計         名 

摂食者数 

名 

移

送 

県                      保健所から                     枚 

県                      保健所から                     枚 

県                      保健所から                     枚 

備
考 

  

A列4番 

45



様
式
第
十
五
号
（
第
七
十
六
条
関
係
）

様式第十五号(第七十六条関係) 

F         食中毒事件調査結果報告書 

 令和  年  月  日  

都道府県知事等 印 

 厚生労働大臣 殿  

 令和  年  月分食中毒事件調査の結果を下記の通り報告する。 

食中毒事件票     枚 

(内訳) 

都道府県等事件番号 病因物質名 患者数 死者数 原因食品名 

          

          

          

          

          

          

          

          

A列4番 
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別
表
第
一
（
第
十
二
条
関
係
）

一
　
亜
鉛
塩
類
（
グ
ル
コ
ン
酸
亜
鉛
及
び
硫
酸
亜
鉛
に
限
る
。
）

二
　
亜
塩
素
酸
水

三
　
亜
塩
素
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

四
　
亜
酸
化
窒
素

五
　
ア
ジ
ピ
ン
酸

六
　
亜
硝
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

七
　
Ｌ―

ア
ス
コ
ル
ビ
ン
酸
（
別
名
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
）

八
　
Ｌ―

ア
ス
コ
ル
ビ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

九
　
Ｌ―

ア
ス
コ
ル
ビ
ン
酸
２―

グ
ル
コ
シ
ド

十
　
Ｌ―

ア
ス
コ
ル
ビ
ン
酸
ス
テ
ア
リ
ン
酸
エ
ス
テ
ル
（
別
名
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
ス
テ
ア
レ
ー
ト
）

十
一
　
Ｌ―

ア
ス
コ
ル
ビ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
別
名
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
ナ
ト
リ
ウ
ム
）

十
二
　
Ｌ―

ア
ス
コ
ル
ビ
ン
酸
パ
ル
ミ
チ
ン
酸
エ
ス
テ
ル
（
別
名
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
パ
ル
ミ
テ
ー
ト
）

十
三
　
ア
ス
パ
ラ
ギ
ナ
ー
ゼ

十
四
　
Ｌ―

ア
ス
パ
ラ
ギ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

十
五
　
ア
ス
パ
ル
テ
ー
ム
（
別
名
Ｌ―

α
―

ア
ス
パ
ル
チ
ル―

Ｌ―

フ
ェ
ニ
ル
ア
ラ
ニ
ン
メ
チ
ル
エ
ス
テ
ル
）

十
六
　
ア
セ
ス
ル
フ
ァ
ム
カ
リ
ウ
ム
（
別
名
ア
セ
ス
ル
フ
ァ
ム
Ｋ
）

十
七
　
ア
セ
チ
ル
化
ア
ジ
ピ
ン
酸
架
橋
デ
ン
プ
ン

十
八
　
ア
セ
チ
ル
化
酸
化
デ
ン
プ
ン

十
九
　
ア
セ
チ
ル
化
リ
ン
酸
架
橋
デ
ン
プ
ン

二
十
　
ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド

二
十
一
　
ア
セ
ト
酢
酸
エ
チ
ル

二
十
二
　
ア
セ
ト
フ
ェ
ノ
ン

二
十
三
　
ア
セ
ト
ン

二
十
四
　
亜
セ
レ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

二
十
五
　
ア
ゾ
キ
シ
ス
ト
ロ
ビ
ン

二
十
六
　
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ム

二
十
七
　
ア
ニ
ス
ア
ル
デ
ヒ
ド
（
別
名
パ
ラ
メ
ト
キ
シ
ベ
ン
ズ
ア
ル
デ
ヒ
ド
）

二
十
八
　β

―

ア
ポ―

８'
―

カ
ロ
テ
ナ
ー
ル

二
十
九
　
（
３―

ア
ミ
ノ―

３―

カ
ル
ボ
キ
シ
プ
ロ
ピ
ル
）
ジ
メ
チ
ル
ス
ル
ホ
ニ
ウ
ム
塩
化
物

三
十
　
ア
ミ
ル
ア
ル
コ
ー
ル

三
十
一
　α

―

ア
ミ
ル
シ
ン
ナ
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
（
別
名α

―

ア
ミ
ル
シ
ン
ナ
ミ
ッ
ク
ア
ル
デ
ヒ
ド
）

三
十
二
　
Ｄ
Ｌ―

ア
ラ
ニ
ン

三
十
三
　
亜
硫
酸
水
素
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
水

三
十
四
　
亜
硫
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
別
名
亜
硫
酸
ソ
ー
ダ
）

三
十
五
　
Ｌ―

ア
ル
ギ
ニ
ン
Ｌ―

グ
ル
タ
ミ
ン
酸
塩

三
十
六
　
ア
ル
ギ
ン
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

三
十
七
　
ア
ル
ギ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム

三
十
八
　
ア
ル
ギ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

三
十
九
　
ア
ル
ギ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

四
十
　
ア
ル
ギ
ン
酸
プ
ロ
ピ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
エ
ス
テ
ル

四
十
一
　
ア
ル
ゴ
ン

四
十
二
　
安
息
香
酸

四
十
三
　
安
息
香
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

四
十
四
　
ア
ン
ト
ラ
ニ
ル
酸
メ
チ
ル
（
別
名
ア
ン
ス
ラ
ニ
ル
酸
メ
チ
ル
）

四
十
五
　
ア
ン
モ
ニ
ア

四
十
六
　
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
イ
ソ
バ
レ
レ
ー
ト
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四
十
七
　
イ
オ
ノ
ン
（
別
名
ヨ
ノ
ン
）

四
十
八
　
イ
オ
ン
交
換
樹
脂

四
十
九
　
イ
ソ
ア
ミ
ル
ア
ル
コ
ー
ル

五
十
　
イ
ソ
オ
イ
ゲ
ノ
ー
ル

五
十
一
　
イ
ソ
吉
草
酸
イ
ソ
ア
ミ
ル

五
十
二
　
イ
ソ
吉
草
酸
エ
チ
ル

五
十
三
　
イ
ソ
キ
ノ
リ
ン

五
十
四
　
イ
ソ
チ
オ
シ
ア
ネ
ー
ト
類
（
毒
性
が
激
し
い
と
一
般
に
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

五
十
五
　
イ
ソ
チ
オ
シ
ア
ン
酸
ア
リ
ル
（
別
名
揮
発
ガ
イ
シ
油
）

五
十
六
　
イ
ソ
バ
レ
ル
ア
ル
デ
ヒ
ド

五
十
七
　
イ
ソ
ブ
タ
ノ
ー
ル

五
十
八
　
イ
ソ
ブ
チ
ル
ア
ミ
ン

五
十
九
　
イ
ソ
ブ
チ
ル
ア
ル
デ
ヒ
ド
（
別
名
イ
ソ
ブ
タ
ナ
ー
ル
）

六
十
　
イ
ソ
プ
ロ
パ
ノ
ー
ル

六
十
一
　
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
ア
ミ
ン

六
十
二
　
イ
ソ
ペ
ン
チ
ル
ア
ミ
ン

六
十
三
　
Ｌ―

イ
ソ
ロ
イ
シ
ン

六
十
四
　
５'

―

イ
ノ
シ
ン
酸
二
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
別
名
５'

―

イ
ノ
シ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
）

六
十
五
　
イ
マ
ザ
リ
ル

六
十
六
　
イ
ン
ド
ー
ル
及
び
そ
の
誘
導
体

六
十
七
　
５'

―

ウ
リ
ジ
ル
酸
二
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
別
名
５'

―
ウ
リ
ジ
ル
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
）

六
十
八
　γ

―

ウ
ン
デ
カ
ラ
ク
ト
ン
（
別
名
ウ
ン
デ
カ
ラ
ク
ト
ン
）

六
十
九
　
エ
ス
テ
ル
ガ
ム

七
十
　
エ
ス
テ
ル
類

七
十
一
　
２―

エ
チ
ル―

３
・
５―

ジ
メ
チ
ル
ピ
ラ
ジ
ン
及
び
２―

エ
チ
ル―
３
・
６―

ジ
メ
チ
ル
ピ
ラ
ジ
ン
の
混
合
物

七
十
二
　
エ
チ
ル
バ
ニ
リ
ン
（
別
名
エ
チ
ル
ワ
ニ
リ
ン
）

七
十
三
　
２―

エ
チ
ル
ピ
ラ
ジ
ン

七
十
四
　
３―

エ
チ
ル
ピ
リ
ジ
ン

七
十
五
　
２―

エ
チ
ル―

３―

メ
チ
ル
ピ
ラ
ジ
ン

七
十
六
　
２―

エ
チ
ル―

５―

メ
チ
ル
ピ
ラ
ジ
ン

七
十
七
　
２―

エ
チ
ル―

６―

メ
チ
ル
ピ
ラ
ジ
ン

七
十
八
　
５―

エ
チ
ル―

２―

メ
チ
ル
ピ
リ
ジ
ン

七
十
九
　
エ
チ
レ
ン
ジ
ア
ミ
ン
四
酢
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
二
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
別
名
Ｅ
Ｄ
Ｔ
Ａ
カ
ル
シ
ウ
ム
二
ナ
ト
リ
ウ
ム
）

八
十
　
エ
チ
レ
ン
ジ
ア
ミ
ン
四
酢
酸
二
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
別
名
Ｅ
Ｄ
Ｔ
Ａ
二
ナ
ト
リ
ウ
ム
）

八
十
一
　
エ
ー
テ
ル
類

八
十
二
　
エ
リ
ソ
ル
ビ
ン
酸
（
別
名
イ
ソ
ア
ス
コ
ル
ビ
ン
酸
）

八
十
三
　
エ
リ
ソ
ル
ビ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
別
名
イ
ソ
ア
ス
コ
ル
ビ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
）

八
十
四
　
エ
ル
ゴ
カ
ル
シ
フ
ェ
ロ
ー
ル
（
別
名
カ
ル
シ
フ
ェ
ロ
ー
ル
又
は
ビ
タ
ミ
ン
Ｄ２
）

八
十
五
　
塩
化
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

八
十
六
　
塩
化
カ
リ
ウ
ム

八
十
七
　
塩
化
カ
ル
シ
ウ
ム

八
十
八
　
塩
化
第
二
鉄

八
十
九
　
塩
化
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム

九
十
　
塩
酸

九
十
一
　
オ
イ
ゲ
ノ
ー
ル

九
十
二
　
オ
ク
タ
ナ
ー
ル
（
別
名
オ
ク
チ
ル
ア
ル
デ
ヒ
ド
又
は
カ
プ
リ
ル
ア
ル
デ
ヒ
ド
）
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九
十
三
　
オ
ク
タ
ン
酸

九
十
四
　
オ
ク
タ
ン
酸
エ
チ
ル
（
別
名
カ
プ
リ
ル
酸
エ
チ
ル
）

九
十
五
　
オ
ク
テ
ニ
ル
コ
ハ
ク
酸
デ
ン
プ
ン
ナ
ト
リ
ウ
ム

九
十
六
　
オ
ル
ト
フ
ェ
ニ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル
及
び
オ
ル
ト
フ
ェ
ニ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル
ナ
ト
リ
ウ
ム

九
十
七
　
オ
レ
イ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

九
十
八
　
過
酢
酸

九
十
九
　
過
酸
化
水
素

百
　
過
酸
化
ベ
ン
ゾ
イ
ル

百
一
　
カ
ゼ
イ
ン
ナ
ト
リ
ウ
ム

百
二
　
過
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

百
三
　
カ
ル
ボ
キ
シ
メ
チ
ル
セ
ル
ロ
ー
ス
カ
ル
シ
ウ
ム
（
別
名
繊
維
素
グ
リ
コ
ー
ル
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
）

百
四
　
カ
ル
ボ
キ
シ
メ
チ
ル
セ
ル
ロ
ー
ス
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
別
名
繊
維
素
グ
リ
コ
ー
ル
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
）

百
五
　β

―

カ
ロ
テ
ン
（
別
名β

―
カ
ロ
チ
ン
）

百
六
　
カ
ン
タ
キ
サ
ン
チ
ン

百
七
　
ギ
酸
イ
ソ
ア
ミ
ル

百
八
　
ギ
酸
ゲ
ラ
ニ
ル

百
九
　
ギ
酸
シ
ト
ロ
ネ
リ
ル

百
十
　
キ
シ
リ
ト
ー
ル
（
別
名
キ
シ
リ
ッ
ト
）

百
十
一
　
キ
チ
ン
グ
ル
カ
ン

百
十
二
　
５'

―

グ
ア
ニ
ル
酸
二
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
別
名
５'

―
グ
ア
ニ
ル
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
）

百
十
三
　
ク
エ
ン
酸

百
十
四
　
ク
エ
ン
酸
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル

百
十
五
　
ク
エ
ン
酸
三
エ
チ
ル

百
十
六
　
ク
エ
ン
酸
一
カ
リ
ウ
ム
及
び
ク
エ
ン
酸
三
カ
リ
ウ
ム

百
十
七
　
ク
エ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

百
十
八
　
ク
エ
ン
酸
第
一
鉄
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
別
名
ク
エ
ン
酸
鉄
ナ
ト
リ
ウ
ム
）

百
十
九
　
ク
エ
ン
酸
鉄

百
二
十
　
ク
エ
ン
酸
鉄
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

百
二
十
一
　
ク
エ
ン
酸
三
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
別
名
ク
エ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
）

百
二
十
二
　
グ
リ
シ
ン

百
二
十
三
　
グ
リ
セ
リ
ン
（
別
名
グ
リ
セ
ロ
ー
ル
）

百
二
十
四
　
グ
リ
セ
リ
ン
脂
肪
酸
エ
ス
テ
ル

百
二
十
五
　
グ
リ
セ
ロ
リ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

百
二
十
六
　
グ
リ
チ
ル
リ
チ
ン
酸
二
ナ
ト
リ
ウ
ム

百
二
十
七
　
グ
ル
コ
ノ
デ
ル
タ
ラ
ク
ト
ン
（
別
名
グ
ル
コ
ノ
ラ
ク
ト
ン
）

百
二
十
八
　
グ
ル
コ
ン
酸

百
二
十
九
　
グ
ル
コ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム

百
三
十
　
グ
ル
コ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

百
三
十
一
　
グ
ル
コ
ン
酸
第
一
鉄
（
別
名
グ
ル
コ
ン
酸
鉄
）

百
三
十
二
　
グ
ル
コ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

百
三
十
三
　
グ
ル
タ
ミ
ル
バ
リ
ル
グ
リ
シ
ン

百
三
十
四
　
Ｌ―

グ
ル
タ
ミ
ン
酸

百
三
十
五
　
Ｌ―

グ
ル
タ
ミ
ン
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

百
三
十
六
　
Ｌ―

グ
ル
タ
ミ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム

百
三
十
七
　
Ｌ―

グ
ル
タ
ミ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

百
三
十
八
　
Ｌ―

グ
ル
タ
ミ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
別
名
グ
ル
タ
ミ
ン
酸
ソ
ー
ダ
）

百
三
十
九
　
Ｌ―

グ
ル
タ
ミ
ン
酸
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム

49



百
四
十
　
ケ
イ
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

百
四
十
一
　
ケ
イ
酸
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム

百
四
十
二
　
ケ
イ
皮
酸

百
四
十
三
　
ケ
イ
皮
酸
エ
チ
ル

百
四
十
四
　
ケ
イ
皮
酸
メ
チ
ル

百
四
十
五
　
ケ
ト
ン
類

百
四
十
六
　
ゲ
ラ
ニ
オ
ー
ル

百
四
十
七
　
高
度
サ
ラ
シ
粉

百
四
十
八
　
コ
ハ
ク
酸

百
四
十
九
　
コ
ハ
ク
酸
一
ナ
ト
リ
ウ
ム

百
五
十
　
コ
ハ
ク
酸
二
ナ
ト
リ
ウ
ム

百
五
十
一
　
コ
レ
カ
ル
シ
フ
ェ
ロ
ー
ル
（
別
名
ビ
タ
ミ
ン
Ｄ３
）

百
五
十
二
　
コ
ン
ド
ロ
イ
チ
ン
硫
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

百
五
十
三
　
酢
酸
イ
ソ
ア
ミ
ル

百
五
十
四
　
酢
酸
エ
チ
ル

百
五
十
五
　
酢
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

百
五
十
六
　
酢
酸
ゲ
ラ
ニ
ル

百
五
十
七
　
酢
酸
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル

百
五
十
八
　
酢
酸
シ
ト
ロ
ネ
リ
ル

百
五
十
九
　
酢
酸
シ
ン
ナ
ミ
ル

百
六
十
　
酢
酸
テ
ル
ピ
ニ
ル

百
六
十
一
　
酢
酸
デ
ン
プ
ン

百
六
十
二
　
酢
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

百
六
十
三
　
酢
酸
ビ
ニ
ル
樹
脂

百
六
十
四
　
酢
酸
フ
ェ
ネ
チ
ル
（
別
名
酢
酸
フ
ェ
ニ
ル
エ
チ
ル
）

百
六
十
五
　
酢
酸
ブ
チ
ル

百
六
十
六
　
酢
酸
ベ
ン
ジ
ル

百
六
十
七
　
酢
酸
ｌ―

メ
ン
チ
ル
（
別
名
ｌ―

酢
酸
メ
ン
チ
ル
）

百
六
十
八
　
酢
酸
リ
ナ
リ
ル

百
六
十
九
　
サ
ッ
カ
リ
ン

百
七
十
　
サ
ッ
カ
リ
ン
カ
ル
シ
ウ
ム

百
七
十
一
　
サ
ッ
カ
リ
ン
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
別
名
溶
性
サ
ッ
カ
リ
ン
）

百
七
十
二
　
サ
リ
チ
ル
酸
メ
チ
ル

百
七
十
三
　
酸
化
カ
ル
シ
ウ
ム

百
七
十
四
　
酸
化
デ
ン
プ
ン

百
七
十
五
　
酸
化
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム

百
七
十
六
　
三
二
酸
化
鉄
（
別
名
三
酸
化
二
鉄
又
は
ベ
ン
ガ
ラ
）

百
七
十
七
　
次
亜
塩
素
酸
水

百
七
十
八
　
次
亜
塩
素
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
別
名
次
亜
塩
素
酸
ソ
ー
ダ
）

百
七
十
九
　
次
亜
臭
素
酸
水

百
八
十
　
次
亜
硫
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
別
名
ハ
イ
ド
ロ
サ
ル
フ
ァ
イ
ト
）

百
八
十
一
　
２
・
３―

ジ
エ
チ
ル
ピ
ラ
ジ
ン

百
八
十
二
　
２
・
３―

ジ
エ
チ
ル―

５―

メ
チ
ル
ピ
ラ
ジ
ン

百
八
十
三
　
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸
ア
リ
ル

百
八
十
四
　
Ｌ―

シ
ス
テ
イ
ン
塩
酸
塩

百
八
十
五
　
５'

―

シ
チ
ジ
ル
酸
二
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
別
名
５'

―

シ
チ
ジ
ル
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
）
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百
八
十
六
　
シ
ト
ラ
ー
ル

百
八
十
七
　
シ
ト
ロ
ネ
ラ
ー
ル

百
八
十
八
　
シ
ト
ロ
ネ
ロ
ー
ル

百
八
十
九
　
１
・
８―

シ
ネ
オ
ー
ル
（
別
名
ユ
ー
カ
リ
プ
ト
ー
ル
）

百
九
十
　
ジ
フ
ェ
ニ
ル
（
別
名
ビ
フ
ェ
ニ
ル
）

百
九
十
一
　
ジ
フ
ェ
ノ
コ
ナ
ゾ
ー
ル

百
九
十
二
　
ジ
ブ
チ
ル
ヒ
ド
ロ
キ
シ
ト
ル
エ
ン

百
九
十
三
　
ジ
ベ
ン
ゾ
イ
ル
チ
ア
ミ
ン

百
九
十
四
　
ジ
ベ
ン
ゾ
イ
ル
チ
ア
ミ
ン
塩
酸
塩

百
九
十
五
　
脂
肪
酸
類

百
九
十
六
　
脂
肪
族
高
級
ア
ル
コ
ー
ル
類

百
九
十
七
　
脂
肪
族
高
級
ア
ル
デ
ヒ
ド
類
（
毒
性
が
激
し
い
と
一
般
に
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

百
九
十
八
　
脂
肪
族
高
級
炭
化
水
素
類
（
毒
性
が
激
し
い
と
一
般
に
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

百
九
十
九
　
２
・
３―

ジ
メ
チ
ル
ピ
ラ
ジ
ン

二
百
　
２
・
５―

ジ
メ
チ
ル
ピ
ラ
ジ
ン

二
百
一
　
２
・
６―

ジ
メ
チ
ル
ピ
ラ
ジ
ン

二
百
二
　
２
・
６―

ジ
メ
チ
ル
ピ
リ
ジ
ン

二
百
三
　
シ
ュ
ウ
酸

二
百
四
　
臭
素
酸
カ
リ
ウ
ム

二
百
五
　
Ｄ
Ｌ―

酒
石
酸
（
別
名
ｄ
ｌ―

酒
石
酸
）

二
百
六
　
Ｌ―

酒
石
酸
（
別
名
ｄ―

酒
石
酸
）

二
百
七
　
Ｄ
Ｌ―

酒
石
酸
カ
リ
ウ
ム
（
別
名
ｄ
ｌ―

酒
石
酸
カ
リ
ウ
ム
）

二
百
八
　
Ｌ―

酒
石
酸
カ
リ
ウ
ム
（
別
名
ｄ―

酒
石
酸
カ
リ
ウ
ム
）

二
百
九
　
Ｌ―

酒
石
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
（
別
名
ｄ―

酒
石
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
）

二
百
十
　
Ｄ
Ｌ―

酒
石
酸
水
素
カ
リ
ウ
ム
（
別
名
ｄ
ｌ―

酒
石
酸
水
素
カ
リ
ウ
ム
又
は
Ｄ
Ｌ―

重
酒
石
酸
カ
リ
ウ
ム
）

二
百
十
一
　
Ｌ―

酒
石
酸
水
素
カ
リ
ウ
ム
（
別
名
ｄ―

酒
石
酸
水
素
カ
リ
ウ
ム
又
は
Ｌ―

重
酒
石
酸
カ
リ
ウ
ム
）

二
百
十
二
　
Ｄ
Ｌ―

酒
石
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
別
名
ｄ
ｌ―

酒
石
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
）

二
百
十
三
　
Ｌ―

酒
石
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
別
名
ｄ―

酒
石
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
）

二
百
十
四
　
硝
酸
カ
リ
ウ
ム

二
百
十
五
　
硝
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

二
百
十
六
　
食
用
赤
色
二
号
（
別
名
ア
マ
ラ
ン
ス
）
及
び
そ
の
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
レ
ー
キ

二
百
十
七
　
食
用
赤
色
三
号
（
別
名
エ
リ
ス
ロ
シ
ン
）
及
び
そ
の
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
レ
ー
キ

二
百
十
八
　
食
用
赤
色
四
〇
号
（
別
名
ア
ル
ラ
レ
ッ
ド
Ａ
Ｃ
）
及
び
そ
の
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
レ
ー
キ

二
百
十
九
　
食
用
赤
色
一
〇
二
号
（
別
名
ニ
ュ
ー
コ
ク
シ
ン
）

二
百
二
十
　
食
用
赤
色
一
〇
四
号
（
別
名
フ
ロ
キ
シ
ン
）

二
百
二
十
一
　
食
用
赤
色
一
〇
五
号
（
別
名
ロ
ー
ズ
ベ
ン
ガ
ル
）

二
百
二
十
二
　
食
用
赤
色
一
〇
六
号
（
別
名
ア
シ
ッ
ド
レ
ッ
ド
）

二
百
二
十
三
　
食
用
黄
色
四
号
（
別
名
タ
ー
ト
ラ
ジ
ン
）
及
び
そ
の
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
レ
ー
キ

二
百
二
十
四
　
食
用
黄
色
五
号
（
別
名
サ
ン
セ
ッ
ト
イ
エ
ロ
ー
Ｆ
Ｃ
Ｆ
）
及
び
そ
の
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
レ
ー
キ

二
百
二
十
五
　
食
用
緑
色
三
号
（
別
名
フ
ァ
ス
ト
グ
リ
ー
ン
Ｆ
Ｃ
Ｆ
）
及
び
そ
の
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
レ
ー
キ

二
百
二
十
六
　
食
用
青
色
一
号
（
別
名
ブ
リ
リ
ア
ン
ト
ブ
ル
ー
Ｆ
Ｃ
Ｆ
）
及
び
そ
の
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
レ
ー
キ

二
百
二
十
七
　
食
用
青
色
二
号
（
別
名
イ
ン
ジ
ゴ
カ
ル
ミ
ン
）
及
び
そ
の
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
レ
ー
キ

二
百
二
十
八
　
シ
ョ
糖
脂
肪
酸
エ
ス
テ
ル

二
百
二
十
九
　
シ
リ
コ
ー
ン
樹
脂
（
別
名
ポ
リ
ジ
メ
チ
ル
シ
ロ
キ
サ
ン
）

二
百
三
十
　
シ
ン
ナ
ミ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
（
別
名
ケ
イ
皮
ア
ル
コ
ー
ル
）

二
百
三
十
一
　
シ
ン
ナ
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
（
別
名
ケ
イ
皮
ア
ル
デ
ヒ
ド
）

二
百
三
十
二
　
水
酸
化
カ
リ
ウ
ム
（
別
名
カ
セ
イ
カ
リ
）
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二
百
三
十
三
　
水
酸
化
カ
ル
シ
ウ
ム
（
別
名
消
石
灰
）

二
百
三
十
四
　
水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
別
名
カ
セ
イ
ソ
ー
ダ
）

二
百
三
十
五
　
水
酸
化
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム

二
百
三
十
六
　
ス
ク
ラ
ロ
ー
ス
（
別
名
ト
リ
ク
ロ
ロ
ガ
ラ
ク
ト
ス
ク
ロ
ー
ス
）

二
百
三
十
七
　
ス
テ
ア
リ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

二
百
三
十
八
　
ス
テ
ア
リ
ン
酸
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム

二
百
三
十
九
　
ス
テ
ア
ロ
イ
ル
乳
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
（
別
名
ス
テ
ア
リ
ル
乳
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
）

二
百
四
十
　
ス
テ
ア
ロ
イ
ル
乳
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

二
百
四
十
一
　
ソ
ル
ビ
タ
ン
脂
肪
酸
エ
ス
テ
ル

二
百
四
十
二
　
Ｄ―

ソ
ル
ビ
ト
ー
ル
（
別
名
Ｄ―

ソ
ル
ビ
ッ
ト
）

二
百
四
十
三
　
ソ
ル
ビ
ン
酸

二
百
四
十
四
　
ソ
ル
ビ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム

二
百
四
十
五
　
ソ
ル
ビ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

二
百
四
十
六
　
炭
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

二
百
四
十
七
　
炭
酸
カ
リ
ウ
ム
（
無
水
）

二
百
四
十
八
　
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

二
百
四
十
九
　
炭
酸
水
素
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
（
別
名
重
炭
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
）

二
百
五
十
　
炭
酸
水
素
カ
リ
ウ
ム
（
別
名
重
炭
酸
カ
リ
ウ
ム
又
は
酸
性
炭
酸
カ
リ
ウ
ム
）

二
百
五
十
一
　
炭
酸
水
素
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
別
名
重
炭
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
又
は
重
炭
酸
ソ
ー
ダ
）

二
百
五
十
二
　
炭
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
結
晶
物
の
場
合
に
あ
つ
て
は
別
名
炭
酸
ソ
ー
ダ
、
無
水
物
の
場
合
に
あ
つ
て
は
別
名
ソ
ー
ダ
灰
）

二
百
五
十
三
　
炭
酸
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム

二
百
五
十
四
　
チ
ア
ベ
ン
ダ
ゾ
ー
ル

二
百
五
十
五
　
チ
ア
ミ
ン
塩
酸
塩
（
別
名
ビ
タ
ミ
ン
Ｂ１
塩
酸
塩
）

二
百
五
十
六
　
チ
ア
ミ
ン
硝
酸
塩
（
別
名
ビ
タ
ミ
ン
Ｂ１
硝
酸
塩
）

二
百
五
十
七
　
チ
ア
ミ
ン
セ
チ
ル
硫
酸
塩
（
別
名
ビ
タ
ミ
ン
Ｂ１
セ
チ
ル
硫
酸
塩
）

二
百
五
十
八
　
チ
ア
ミ
ン
チ
オ
シ
ア
ン
酸
塩
（
別
名
ビ
タ
ミ
ン
Ｂ１
ロ
ダ
ン
酸
塩
）

二
百
五
十
九
　
チ
ア
ミ
ン
ナ
フ
タ
レ
ン―

１
・
５―

ジ
ス
ル
ホ
ン
酸
塩
（
別
名
チ
ア
ミ
ン
ナ
フ
タ
リ
ン―

１
・
５―

ジ
ス
ル
ホ
ン
酸
塩
又
は
ビ
タ
ミ
ン
Ｂ１
ナ
フ
タ
レ
ン―

１
・
５―

ジ
ス
ル
ホ
ン
酸
塩
）

二
百
六
十
　
チ
ア
ミ
ン
ラ
ウ
リ
ル
硫
酸
塩
（
別
名
ビ
タ
ミ
ン
Ｂ１
ラ
ウ
リ
ル
硫
酸
塩
）

二
百
六
十
一
　
チ
オ
エ
ー
テ
ル
類
（
毒
性
が
激
し
い
と
一
般
に
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

二
百
六
十
二
　
チ
オ
ー
ル
類
（
別
名
チ
オ
ア
ル
コ
ー
ル
類
）
（
毒
性
が
激
し
い
と
一
般
に
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

二
百
六
十
三
　
Ｌ―

テ
ア
ニ
ン

二
百
六
十
四
　
デ
カ
ナ
ー
ル
（
別
名
デ
シ
ル
ア
ル
デ
ヒ
ド
）

二
百
六
十
五
　
デ
カ
ノ
ー
ル
（
別
名
デ
シ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
）

二
百
六
十
六
　
デ
カ
ン
酸
エ
チ
ル
（
別
名
カ
プ
リ
ン
酸
エ
チ
ル
）

二
百
六
十
七
　
鉄
ク
ロ
ロ
フ
ィ
リ
ン
ナ
ト
リ
ウ
ム

二
百
六
十
八
　
５
・
６
・
７
・
８―

テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
キ
ノ
キ
サ
リ
ン

二
百
六
十
九
　
２
・
３
・
５
・
６―

テ
ト
ラ
メ
チ
ル
ピ
ラ
ジ
ン

二
百
七
十
　
デ
ヒ
ド
ロ
酢
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

二
百
七
十
一
　
テ
ル
ピ
ネ
オ
ー
ル

二
百
七
十
二
　
テ
ル
ペ
ン
系
炭
化
水
素
類

二
百
七
十
三
　
デ
ン
プ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

二
百
七
十
四
　
銅
塩
類
（
グ
ル
コ
ン
酸
銅
及
び
硫
酸
銅
に
限
る
。
）

二
百
七
十
五
　
銅
ク
ロ
ロ
フ
ィ
リ
ン
ナ
ト
リ
ウ
ム
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二
百
七
十
六
　
銅
ク
ロ
ロ
フ
ィ
ル

二
百
七
十
七
　
ｄ
ｌ―

α
―

ト
コ
フ
ェ
ロ
ー
ル

二
百
七
十
八
　
ト
コ
フ
ェ
ロ
ー
ル
酢
酸
エ
ス
テ
ル

二
百
七
十
九
　
ｄ―

α
―

ト
コ
フ
ェ
ロ
ー
ル
酢
酸
エ
ス
テ
ル

二
百
八
十
　
Ｄ
Ｌ―

ト
リ
プ
ト
フ
ァ
ン

二
百
八
十
一
　
Ｌ―

ト
リ
プ
ト
フ
ァ
ン

二
百
八
十
二
　
ト
リ
メ
チ
ル
ア
ミ
ン

二
百
八
十
三
　
２
・
３
・
５―

ト
リ
メ
チ
ル
ピ
ラ
ジ
ン

二
百
八
十
四
　
Ｄ
Ｌ―
ト
レ
オ
ニ
ン
（
別
名
Ｄ
Ｌ―

ス
レ
オ
ニ
ン
）

二
百
八
十
五
　
Ｌ―

ト
レ
オ
ニ
ン
（
別
名
Ｌ―

ス
レ
オ
ニ
ン
）

二
百
八
十
六
　
ナ
イ
シ
ン

二
百
八
十
七
　
ナ
タ
マ
イ
シ
ン
（
別
名
ピ
マ
リ
シ
ン
）

二
百
八
十
八
　
ナ
ト
リ
ウ
ム
メ
ト
キ
シ
ド
（
別
名
ナ
ト
リ
ウ
ム
メ
チ
ラ
ー
ト
）

二
百
八
十
九
　
ニ
コ
チ
ン
酸
（
別
名
ナ
イ
ア
シ
ン
）

二
百
九
十
　
ニ
コ
チ
ン
酸
ア
ミ
ド
（
別
名
ナ
イ
ア
シ
ン
ア
ミ
ド
）

二
百
九
十
一
　
二
酸
化
硫
黄
（
別
名
無
水
亜
硫
酸
）

二
百
九
十
二
　
二
酸
化
塩
素

二
百
九
十
三
　
二
酸
化
ケ
イ
素
（
別
名
シ
リ
カ
ゲ
ル
）

二
百
九
十
四
　
二
酸
化
炭
素
（
別
名
炭
酸
ガ
ス
）

二
百
九
十
五
　
二
酸
化
チ
タ
ン

二
百
九
十
六
　
二
炭
酸
ジ
メ
チ
ル

二
百
九
十
七
　
乳
酸

二
百
九
十
八
　
乳
酸
カ
リ
ウ
ム

二
百
九
十
九
　
乳
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

三
百
　
乳
酸
鉄

三
百
一
　
乳
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

三
百
二
　
ネ
オ
テ
ー
ム

三
百
三
　γ

―

ノ
ナ
ラ
ク
ト
ン
（
別
名
ノ
ナ
ラ
ク
ト
ン
）

三
百
四
　
ノ
ル
ビ
キ
シ
ン
カ
リ
ウ
ム

三
百
五
　
ノ
ル
ビ
キ
シ
ン
ナ
ト
リ
ウ
ム

三
百
六
　
バ
ニ
リ
ン
（
別
名
ワ
ニ
リ
ン
）

三
百
七
　
パ
ラ
オ
キ
シ
安
息
香
酸
イ
ソ
ブ
チ
ル
（
別
名
パ
ラ
ヒ
ド
ロ
キ
シ
安
息
香
酸
イ
ソ
ブ
チ
ル
）

三
百
八
　
パ
ラ
オ
キ
シ
安
息
香
酸
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
（
別
名
パ
ラ
ヒ
ド
ロ
キ
シ
安
息
香
酸
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
）

三
百
九
　
パ
ラ
オ
キ
シ
安
息
香
酸
エ
チ
ル
（
別
名
パ
ラ
ヒ
ド
ロ
キ
シ
安
息
香
酸
エ
チ
ル
）

三
百
十
　
パ
ラ
オ
キ
シ
安
息
香
酸
ブ
チ
ル
（
別
名
パ
ラ
ヒ
ド
ロ
キ
シ
安
息
香
酸
ブ
チ
ル
）

三
百
十
一
　
パ
ラ
オ
キ
シ
安
息
香
酸
プ
ロ
ピ
ル
（
別
名
パ
ラ
ヒ
ド
ロ
キ
シ
安
息
香
酸
プ
ロ
ピ
ル
）

三
百
十
二
　
パ
ラ
メ
チ
ル
ア
セ
ト
フ
ェ
ノ
ン

三
百
十
三
　
Ｌ―

バ
リ
ン

三
百
十
四
　
バ
レ
ル
ア
ル
デ
ヒ
ド

三
百
十
五
　
パ
ン
ト
テ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

三
百
十
六
　
パ
ン
ト
テ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

三
百
十
七
　
ビ
オ
チ
ン

三
百
十
八
　
Ｌ―

ヒ
ス
チ
ジ
ン
塩
酸
塩

三
百
十
九
　
ビ
ス
ベ
ン
チ
ア
ミ
ン
（
別
名
ベ
ン
ゾ
イ
ル
チ
ア
ミ
ン
ジ
ス
ル
フ
ィ
ド
）

三
百
二
十
　
ビ
タ
ミ
ン
Ａ
（
別
名
レ
チ
ノ
ー
ル
）

三
百
二
十
一
　
ビ
タ
ミ
ン
Ａ
脂
肪
酸
エ
ス
テ
ル
（
別
名
レ
チ
ノ
ー
ル
脂
肪
酸
エ
ス
テ
ル
）

三
百
二
十
二
　
１―

ヒ
ド
ロ
キ
シ
エ
チ
リ
デ
ン―

１
・
１―

ジ
ホ
ス
ホ
ン
酸
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三
百
二
十
三
　
ヒ
ド
ロ
キ
シ
シ
ト
ロ
ネ
ラ
ー
ル

三
百
二
十
四
　
ヒ
ド
ロ
キ
シ
シ
ト
ロ
ネ
ラ
ー
ル
ジ
メ
チ
ル
ア
セ
タ
ー
ル

三
百
二
十
五
　
ヒ
ド
ロ
キ
シ
プ
ロ
ピ
ル
化
リ
ン
酸
架
橋
デ
ン
プ
ン

三
百
二
十
六
　
ヒ
ド
ロ
キ
シ
プ
ロ
ピ
ル
セ
ル
ロ
ー
ス

三
百
二
十
七
　
ヒ
ド
ロ
キ
シ
プ
ロ
ピ
ル
デ
ン
プ
ン

三
百
二
十
八
　
ヒ
ド
ロ
キ
シ
プ
ロ
ピ
ル
メ
チ
ル
セ
ル
ロ
ー
ス

三
百
二
十
九
　
ビ
ニ
ル
イ
ミ
ダ
ゾ
ー
ル
・
ビ
ニ
ル
ピ
ロ
リ
ド
ン
共
重
合
体

三
百
三
十
　
ピ
ペ
リ
ジ
ン

三
百
三
十
一
　
ピ
ペ
ロ
ナ
ー
ル
（
別
名
ヘ
リ
オ
ト
ロ
ピ
ン
）

三
百
三
十
二
　
ピ
ペ
ロ
ニ
ル
ブ
ト
キ
シ
ド
（
別
名
ピ
ペ
ロ
ニ
ル
ブ
ト
キ
サ
イ
ド
）

三
百
三
十
三
　
ヒ
マ
ワ
リ
レ
シ
チ
ン

三
百
三
十
四
　
氷
酢
酸

三
百
三
十
五
　
ピ
ラ
ジ
ン

三
百
三
十
六
　
ピ
リ
ド
キ
シ
ン
塩
酸
塩
（
別
名
ビ
タ
ミ
ン
Ｂ６
）

三
百
三
十
七
　
ピ
リ
メ
タ
ニ
ル

三
百
三
十
八
　
ピ
ロ
亜
硫
酸
カ
リ
ウ
ム
（
別
名
亜
硫
酸
水
素
カ
リ
ウ
ム
又
は
メ
タ
重
亜
硫
酸
カ
リ
ウ
ム
）

三
百
三
十
九
　
ピ
ロ
亜
硫
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
別
名
亜
硫
酸
水
素
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
メ
タ
重
亜
硫
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
又
は
酸
性
亜
硫
酸
ソ
ー
ダ
）

三
百
四
十
　
ピ
ロ
リ
ジ
ン

三
百
四
十
一
　
ピ
ロ
リ
ン
酸
四
カ
リ
ウ
ム
（
別
名
ピ
ロ
リ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
）

三
百
四
十
二
　
ピ
ロ
リ
ン
酸
二
水
素
カ
ル
シ
ウ
ム
（
別
名
酸
性
ピ
ロ
リ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
）

三
百
四
十
三
　
ピ
ロ
リ
ン
酸
二
水
素
二
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
別
名
酸
性
ピ
ロ
リ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
）

三
百
四
十
四
　
ピ
ロ
リ
ン
酸
第
二
鉄

三
百
四
十
五
　
ピ
ロ
リ
ン
酸
四
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
別
名
ピ
ロ
リ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
）

三
百
四
十
六
　
ピ
ロ
ー
ル

三
百
四
十
七
　
フ
ィ
チ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

三
百
四
十
八
　
Ｌ―

フ
ェ
ニ
ル
ア
ラ
ニ
ン

三
百
四
十
九
　
フ
ェ
ニ
ル
酢
酸
イ
ソ
ア
ミ
ル

三
百
五
十
　
フ
ェ
ニ
ル
酢
酸
イ
ソ
ブ
チ
ル

三
百
五
十
一
　
フ
ェ
ニ
ル
酢
酸
エ
チ
ル

三
百
五
十
二
　
２―

（
３―

フ
ェ
ニ
ル
プ
ロ
ピ
ル
）
ピ
リ
ジ
ン

三
百
五
十
三
　
フ
ェ
ネ
チ
ル
ア
ミ
ン

三
百
五
十
四
　
フ
ェ
ノ
ー
ル
エ
ー
テ
ル
類
（
毒
性
が
激
し
い
と
一
般
に
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

三
百
五
十
五
　
フ
ェ
ノ
ー
ル
類
（
毒
性
が
激
し
い
と
一
般
に
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

三
百
五
十
六
　
フ
ェ
ロ
シ
ア
ン
化
物
（
フ
ェ
ロ
シ
ア
ン
化
カ
リ
ウ
ム
（
別
名
ヘ
キ
サ
シ
ア
ノ
鉄
（
Ⅱ
）
酸
カ
リ
ウ
ム
）
、
フ
ェ
ロ
シ
ア
ン
化
カ
ル
シ
ウ
ム
（
別
名
ヘ
キ
サ
シ
ア
ノ
鉄
（
Ⅱ
）
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
）
及
び
フ
ェ
ロ
シ
ア
ン
化
ナ

ト
リ
ウ
ム
（
別
名
ヘ
キ
サ
シ
ア
ノ
鉄
（
Ⅱ
）
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
）
に
限
る
。
）

三
百
五
十
七
　
プ
シ
コ
ー
ス
エ
ピ
メ
ラ
ー
ゼ

三
百
五
十
八
　
ブ
タ
ノ
ー
ル

三
百
五
十
九
　
ブ
チ
ル
ア
ミ
ン

三
百
六
十
　
ｓ
ｅ
ｃ―

ブ
チ
ル
ア
ミ
ン

三
百
六
十
一
　
ブ
チ
ル
ア
ル
デ
ヒ
ド

三
百
六
十
二
　
ブ
チ
ル
ヒ
ド
ロ
キ
シ
ア
ニ
ソ
ー
ル

三
百
六
十
三
　
フ
マ
ル
酸

三
百
六
十
四
　
フ
マ
ル
酸
一
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
別
名
フ
マ
ル
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
）

三
百
六
十
五
　
フ
ル
ジ
オ
キ
ソ
ニ
ル

三
百
六
十
六
　
フ
ル
フ
ラ
ー
ル
及
び
そ
の
誘
導
体
（
毒
性
が
激
し
い
と
一
般
に
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

三
百
六
十
七
　
プ
ロ
パ
ノ
ー
ル

54



三
百
六
十
八
　
プ
ロ
ピ
オ
ン
ア
ル
デ
ヒ
ド

三
百
六
十
九
　
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸

三
百
七
十
　
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸
イ
ソ
ア
ミ
ル

三
百
七
十
一
　
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸
エ
チ
ル

三
百
七
十
二
　
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

三
百
七
十
三
　
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

三
百
七
十
四
　
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸
ベ
ン
ジ
ル

三
百
七
十
五
　
プ
ロ
ピ
コ
ナ
ゾ
ー
ル

三
百
七
十
六
　
プ
ロ
ピ
ル
ア
ミ
ン

三
百
七
十
七
　
プ
ロ
ピ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル

三
百
七
十
八
　
プ
ロ
ピ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
脂
肪
酸
エ
ス
テ
ル

三
百
七
十
九
　
ヘ
キ
サ
ン
酸
（
別
名
カ
プ
ロ
ン
酸
）

三
百
八
十
　
ヘ
キ
サ
ン
酸
ア
リ
ル
（
別
名
カ
プ
ロ
ン
酸
ア
リ
ル
）

三
百
八
十
一
　
ヘ
キ
サ
ン
酸
エ
チ
ル
（
別
名
カ
プ
ロ
ン
酸
エ
チ
ル
）

三
百
八
十
二
　
ヘ
キ
シ
ル
ア
ミ
ン

三
百
八
十
三
　
ヘ
プ
タ
ン
酸
エ
チ
ル
（
別
名
エ
ナ
ン
ト
酸
エ
チ
ル
）

三
百
八
十
四
　
ｌ―

ペ
リ
ル
ア
ル
デ
ヒ
ド
（
別
名
ｌ―

ペ
リ
ラ
ア
ル
デ
ヒ
ド
）

三
百
八
十
五
　
ベ
ン
ジ
ル
ア
ル
コ
ー
ル

三
百
八
十
六
　
ベ
ン
ズ
ア
ル
デ
ヒ
ド

三
百
八
十
七
　
２―

ペ
ン
タ
ノ
ー
ル
（
別
名
ｓ
ｅ
ｃ―

ア
ミ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
）

三
百
八
十
八
　
ペ
ン
チ
ル
ア
ミ
ン

三
百
八
十
九
　
ｔ
ｒ
ａ
ｎ
ｓ―

２―

ペ
ン
テ
ナ
ー
ル

三
百
九
十
　
１―

ペ
ン
テ
ン―

３―

オ
ー
ル

三
百
九
十
一
　
芳
香
族
ア
ル
コ
ー
ル
類

三
百
九
十
二
　
芳
香
族
ア
ル
デ
ヒ
ド
類
（
毒
性
が
激
し
い
と
一
般
に
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

三
百
九
十
三
　
没
食
子
酸
プ
ロ
ピ
ル

三
百
九
十
四
　
ポ
リ
ア
ク
リ
ル
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

三
百
九
十
五
　
ポ
リ
イ
ソ
ブ
チ
レ
ン
（
別
名
ブ
チ
ル
ゴ
ム
）

三
百
九
十
六
　
ポ
リ
ソ
ル
ベ
ー
ト
二
〇

三
百
九
十
七
　
ポ
リ
ソ
ル
ベ
ー
ト
六
〇

三
百
九
十
八
　
ポ
リ
ソ
ル
ベ
ー
ト
六
五

三
百
九
十
九
　
ポ
リ
ソ
ル
ベ
ー
ト
八
〇

四
百
　
ポ
リ
ビ
ニ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
（
別
名
ポ
バ
ー
ル
）

四
百
一
　
ポ
リ
ビ
ニ
ル
ピ
ロ
リ
ド
ン

四
百
二
　
ポ
リ
ビ
ニ
ル
ポ
リ
ピ
ロ
リ
ド
ン

四
百
三
　
ポ
リ
ブ
テ
ン
（
別
名
ポ
リ
ブ
チ
レ
ン
）

四
百
四
　
ポ
リ
リ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム

四
百
五
　
ポ
リ
リ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

四
百
六
　
ｄ―

ボ
ル
ネ
オ
ー
ル

四
百
七
　
マ
ル
ト
ー
ル

四
百
八
　
Ｄ―

マ
ン
ニ
ト
ー
ル
（
別
名
Ｄ―

マ
ン
ニ
ッ
ト
）

四
百
九
　
メ
タ
酒
石
酸

四
百
十
　
メ
タ
リ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム

四
百
十
一
　
メ
タ
リ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

四
百
十
二
　
Ｄ
Ｌ―

メ
チ
オ
ニ
ン

四
百
十
三
　
Ｌ―

メ
チ
オ
ニ
ン

四
百
十
四
　
Ｎ―

メ
チ
ル
ア
ン
ト
ラ
ニ
ル
酸
メ
チ
ル
（
別
名
Ｎ―

メ
チ
ル
ア
ン
ス
ラ
ニ
ル
酸
メ
チ
ル
）

55



四
百
十
五
　
５―

メ
チ
ル
キ
ノ
キ
サ
リ
ン

四
百
十
六
　
６―

メ
チ
ル
キ
ノ
リ
ン

四
百
十
七
　
５―

メ
チ
ル―

６
・
７―

ジ
ヒ
ド
ロ―

５
Ｈ―

シ
ク
ロ
ペ
ン
タ
ピ
ラ
ジ
ン

四
百
十
八
　
メ
チ
ル
セ
ル
ロ
ー
ス

四
百
十
九
　
１―

メ
チ
ル
ナ
フ
タ
レ
ン

四
百
二
十
　
メ
チ
ルβ

―

ナ
フ
チ
ル
ケ
ト
ン

四
百
二
十
一
　
２―

メ
チ
ル
ピ
ラ
ジ
ン

四
百
二
十
二
　
２―

メ
チ
ル
ブ
タ
ノ
ー
ル

四
百
二
十
三
　
３―
メ
チ
ル―

２―

ブ
タ
ノ
ー
ル

四
百
二
十
四
　
２―

メ
チ
ル
ブ
チ
ル
ア
ミ
ン

四
百
二
十
五
　
２―

メ
チ
ル
ブ
チ
ル
ア
ル
デ
ヒ
ド

四
百
二
十
六
　
ｔ
ｒ
ａ
ｎ
ｓ―
２―

メ
チ
ル―

２―

ブ
テ
ナ
ー
ル

四
百
二
十
七
　
３―

メ
チ
ル―

２―
ブ
テ
ナ
ー
ル

四
百
二
十
八
　
３―

メ
チ
ル―

２―
ブ
テ
ノ
ー
ル

四
百
二
十
九
　
メ
チ
ル
ヘ
ス
ペ
リ
ジ
ン
（
別
名
溶
性
ビ
タ
ミ
ン
Ｐ
）

四
百
三
十
　
ｄ
ｌ―

メ
ン
ト
ー
ル
（
別
名
ｄ
ｌ―

ハ
ッ
カ
脳
）

四
百
三
十
一
　
ｌ―

メ
ン
ト
ー
ル
（
別
名
ハ
ッ
カ
脳
）

四
百
三
十
二
　
モ
ル
ホ
リ
ン
脂
肪
酸
塩

四
百
三
十
三
　
葉
酸

四
百
三
十
四
　
酪
酸

四
百
三
十
五
　
酪
酸
イ
ソ
ア
ミ
ル

四
百
三
十
六
　
酪
酸
エ
チ
ル

四
百
三
十
七
　
酪
酸
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル

四
百
三
十
八
　
酪
酸
ブ
チ
ル

四
百
三
十
九
　
ラ
ク
ト
ン
類
（
毒
性
が
激
し
い
と
一
般
に
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

四
百
四
十
　
Ｌ―

リ
シ
ン
Ｌ―

ア
ス
パ
ラ
ギ
ン
酸
塩
（
別
名
Ｌ―

リ
ジ
ン
Ｌ―
ア
ス
パ
ラ
ギ
ン
酸
塩
）

四
百
四
十
一
　
Ｌ―

リ
シ
ン
塩
酸
塩
（
別
名
Ｌ―

リ
ジ
ン
塩
酸
塩
）

四
百
四
十
二
　
Ｌ―

リ
シ
ン
Ｌ―

グ
ル
タ
ミ
ン
酸
塩
（
別
名
Ｌ―

リ
ジ
ン
Ｌ―

グ
ル
タ
ミ
ン
酸
塩
）

四
百
四
十
三
　
リ
ナ
ロ
オ
ー
ル
（
別
名
リ
ナ
ロ
ー
ル
）

四
百
四
十
四
　
５'

―

リ
ボ
ヌ
ク
レ
オ
チ
ド
カ
ル
シ
ウ
ム
（
別
名
５'

―

リ
ボ
ヌ
ク
レ
オ
タ
イ
ド
カ
ル
シ
ウ
ム
）

四
百
四
十
五
　
５'

―

リ
ボ
ヌ
ク
レ
オ
チ
ド
二
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
別
名
５'

―

リ
ボ
ヌ
ク
レ
オ
タ
イ
ド
ナ
ト
リ
ウ
ム
又
は
５'

―

リ
ボ
ヌ
ク
レ
オ
チ
ド
ナ
ト
リ
ウ
ム
）

四
百
四
十
六
　
リ
ボ
フ
ラ
ビ
ン
（
別
名
ビ
タ
ミ
ン
Ｂ２
）

四
百
四
十
七
　
リ
ボ
フ
ラ
ビ
ン
酪
酸
エ
ス
テ
ル
（
別
名
ビ
タ
ミ
ン
Ｂ２
酪
酸
エ
ス
テ
ル
）

四
百
四
十
八
　
リ
ボ
フ
ラ
ビ
ン
５'

―

リ
ン
酸
エ
ス
テ
ル
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
別
名
リ
ボ
フ
ラ
ビ
ン
リ
ン
酸
エ
ス
テ
ル
ナ
ト
リ
ウ
ム
又
は
ビ
タ
ミ
ン
Ｂ２
リ
ン
酸
エ
ス
テ
ル
ナ
ト
リ
ウ
ム
）

四
百
四
十
九
　
硫
酸

四
百
五
十
　
硫
酸
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
（
結
晶
物
の
場
合
に
あ
つ
て
は
別
名
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
ミ
ョ
ウ
バ
ン
、
乾
燥
物
の
場
合
に
あ
つ
て
は
別
名
焼
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
ミ
ョ
ウ
バ
ン
）

四
百
五
十
一
　
硫
酸
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
カ
リ
ウ
ム
（
結
晶
物
の
場
合
に
あ
つ
て
は
別
名
ミ
ョ
ウ
バ
ン
又
は
カ
リ
ミ
ョ
ウ
バ
ン
、
乾
燥
物
の
場
合
に
あ
つ
て
は
別
名
焼
ミ
ョ
ウ
バ
ン
）

四
百
五
十
二
　
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

四
百
五
十
三
　
硫
酸
カ
リ
ウ
ム

四
百
五
十
四
　
硫
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

四
百
五
十
五
　
硫
酸
第
一
鉄

四
百
五
十
六
　
硫
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

四
百
五
十
七
　
硫
酸
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム

四
百
五
十
八
　
Ｄ
Ｌ―

リ
ン
ゴ
酸
（
別
名
ｄ
ｌ―

リ
ン
ゴ
酸
）

四
百
五
十
九
　
Ｄ
Ｌ―

リ
ン
ゴ
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
別
名
ｄ
ｌ―

リ
ン
ゴ
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
）
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四
百
六
十
　
リ
ン
酸

四
百
六
十
一
　
リ
ン
酸
架
橋
デ
ン
プ
ン

四
百
六
十
二
　
リ
ン
酸
化
デ
ン
プ
ン

四
百
六
十
三
　
リ
ン
酸
三
カ
リ
ウ
ム
（
別
名
第
三
リ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
）

四
百
六
十
四
　
リ
ン
酸
三
カ
ル
シ
ウ
ム
（
別
名
第
三
リ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
）

四
百
六
十
五
　
リ
ン
酸
三
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
（
別
名
第
三
リ
ン
酸
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
）

四
百
六
十
六
　
リ
ン
酸
水
素
二
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
（
別
名
リ
ン
酸
二
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
）

四
百
六
十
七
　
リ
ン
酸
二
水
素
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
（
別
名
リ
ン
酸
一
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
）

四
百
六
十
八
　
リ
ン
酸
水
素
二
カ
リ
ウ
ム
（
別
名
リ
ン
酸
二
カ
リ
ウ
ム
）

四
百
六
十
九
　
リ
ン
酸
二
水
素
カ
リ
ウ
ム
（
別
名
リ
ン
酸
一
カ
リ
ウ
ム
）

四
百
七
十
　
リ
ン
酸
一
水
素
カ
ル
シ
ウ
ム
（
別
名
第
二
リ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
）

四
百
七
十
一
　
リ
ン
酸
二
水
素
カ
ル
シ
ウ
ム
（
別
名
第
一
リ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
）

四
百
七
十
二
　
リ
ン
酸
水
素
二
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
別
名
リ
ン
酸
二
ナ
ト
リ
ウ
ム
）

四
百
七
十
三
　
リ
ン
酸
二
水
素
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
別
名
リ
ン
酸
一
ナ
ト
リ
ウ
ム
）

四
百
七
十
四
　
リ
ン
酸
一
水
素
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム

四
百
七
十
五
　
リ
ン
酸
三
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
別
名
第
三
リ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
）

四
百
七
十
六
　
リ
ン
酸
モ
ノ
エ
ス
テ
ル
化
リ
ン
酸
架
橋
デ
ン
プ
ン

別
表
第
二
か
ら
別
表
第
九
ま
で
　
削
除

別
表
第
十
（
第
三
十
二
条
関
係
）

原
塩

コ
プ
ラ

食
用
油
脂
の
製
造
に
用
い
る
動
物
性
又
は
植
物
性
原
料
油
脂

粗
糖

粗
留
ア
ル
コ
ー
ル

糖
み
つ

麦
芽

ホ
ッ
プ

別
表
第
十
一
（
第
三
十
二
条
関
係
）

貨
物
の
通
関
す
る
場
所

検
疫
所
の
名
称

北
海
道

小
樽

青
森
県
　
岩
手
県
　
宮
城
県
　
秋
田
県
　
山
形
県
　
福
島
県

仙
台

千
葉
県
（
成
田
市
、
香
取
郡
大
栄
町
、
香
取
郡
多
古
町
及
び
山
武
郡
芝
山
町
に
限
る
。
）

成
田
空
港

茨
城
県
　
栃
木
県
　
群
馬
県
　
埼
玉
県
　
千
葉
県
（
成
田
空
港
検
疫
所
の
担
当
区
域
を
除
く
。
）
　
東
京
都
　
神
奈
川
県
（
川
崎
市
に
限
る
。
）
　
山
梨
県
　
長
野
県

東
京

神
奈
川
県
（
東
京
検
疫
所
の
担
当
区
域
を
除
く
。
）

横
浜

新
潟
県
　
富
山
県
　
石
川
県

新
潟

静
岡
県
　
岐
阜
県
　
愛
知
県
　
三
重
県
　
和
歌
山
県
（
新
宮
市
及
び
東
牟
婁
郡
に
限
る
。
）

名
古
屋

福
井
県
　
滋
賀
県
　
京
都
府
　
大
阪
府
（
関
西
空
港
検
疫
所
の
担
当
区
域
を
除
く
。
）
　
奈
良
県
　
和
歌
山
県
（
名
古
屋
検
疫
所
の
担
当
区
域
を
除
く
。
）

大
阪

大
阪
府
（
関
西
国
際
空
港
に
限
る
。
）

関
西
空
港

兵
庫
県
　
岡
山
県
　
徳
島
県
　
香
川
県

神
戸

鳥
取
県
　
島
根
県
　
広
島
県
　
愛
媛
県
　
高
知
県

広
島

山
口
県
　
福
岡
県
　
佐
賀
県
　
長
崎
県
　
熊
本
県
　
大
分
県
　
宮
崎
県
　
鹿
児
島
県

福
岡

沖
縄
県

那
覇

備
考
　
こ
の
表
に
掲
げ
る
区
域
は
、
平
成
三
年
九
月
一
日
に
お
け
る
行
政
区
画
そ
の
他
の
区
域
に
よ
つ
て
表
示
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
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別
表
第
十
二
（
第
三
十
二
条
関
係
）

一
食
品
製
造
用
の
機
械

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
製
の
器
具
又
は
容
器
包
装

ス
テ
ン
レ
ス
製
の
器
具
又
は
容
器
包
装

無
色
の
ガ
ラ
ス
製
の
器
具
又
は
容
器
包
装

輸
入
届
出
書
を
提
出
し
た
日
か

ら
三
年
間

二
ア
ル
フ
ァ
化
米

エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル

大
麦

缶
詰
食
品
又
は
瓶
詰
食
品
（
食
肉
製
品
及
び
果
実
酒
を
除
く
。
）

原
酒
（
果
実
酒
の
原
酒
を
除
く
。
）

こ
う
り
や
ん

ご
ま

小
麦

米サ
フ
ラ
ワ
ー
の
種
子

蒸
留
酒

食
品
（
食
肉
製
品
を
除
く
。
）
を
気
密
性
の
あ
る
容
器
包
装
に
入
れ
、
密
封
し
た
後
、
加
圧
加
熱
殺
菌
し
た
も
の
（
缶
詰
食
品
及
び
瓶
詰
食
品
を
除
く
。
）

植
物
性
た
ん
白

そ
ば

大
豆

で
ん
粉
（
タ
ピ
オ
カ
で
ん
粉
を
除
く
。
）

動
物
性
油
脂
（
魚
及
び
海
棲
哺
乳
動
物
の
油
脂
を
除
く
。
）

菜
種

ひ
ま
わ
り
の
種
子

も
ろ
こ
し

ラ
イ
麦

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
製
、
ス
テ
ン
レ
ス
製
、
無
色
の
ガ
ラ
ス
製
又
は
合
成
樹
脂
製
以
外
の
器
具
又
は
容
器
包
装

輸
入
届
出
書
を
提
出
し
た
日
か

ら
一
年
間

三
次
の
食
品
、
添
加
物
、
器
具
又
は
容
器
包
装
で
あ
つ
て
、
第
三
十
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
輸
入
計
画
を
記
載
し
た
輸
入
届
出
書
の
提
出
前
か
ら
継
続
的
に
輸
入
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
提
出
の
日
前
三

年
間
に
同
一
食
品
等
が
同
項
各
号
に
該
当
し
た
こ
と
が
な
い
も
の
。

あ
ん
類

一
時
的
に
貯
蔵
し
た
果
実
及
び
果
皮

煎
つ
た
コ
ー
ヒ
ー
豆
又
は
そ
れ
を
ひ
い
た
も
の

い
な
ご
の
水
煮

魚
の
卵
（
乾
燥
し
た
も
の
に
限
る
。
）

魚
の
つ
く
だ
煮

魚
又
は
海
棲
哺
乳
動
物
の
油
脂

オ
ー
ト
ミ
ー
ル

海
藻

カ
カ
オ
豆
（
煎
つ
た
も
の
を
除
く
。
）

果
実
酒
の
原
酒

加
熱
後
摂
取
冷
凍
食
品
（
製
造
し
、
又
は
加
工
し
た
食
品
を
凍
結
さ
せ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
飲
食
に
供
す
る
際
に
加
熱
を
要
す
る
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
）

ギ
ム
ネ
マ
茶

原
料
用
果
汁

穀
物
、
豆
類
又
は
い
も
類
の
粉

コ
コ
ア
製
品
（
粉
末
清
涼
飲
料
を
除
く
。
）

コ
ー
ヒ
ー
の
エ
キ
ス

輸
入
届
出
書
を
提
出
し
た
日
か

ら
一
年
間
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コ
ー
ヒ
ー
豆
（
煎
つ
た
も
の
を
除
く
。
）

コ
ー
ン
フ
レ
ー
ク

こ
ん
に
ゃ
く

食
塩

植
物
性
ク
リ
ー
ミ
ン
グ
パ
ウ
ダ
ー

植
物
性
油
脂

シ
ョ
ー
ト
ニ
ン
グ

清
酒

茶チ
ョ
コ
レ
ー
ト

糖
類

と杜
仲
茶

煮
豆

は
ち
の
子
の
水
煮

は
ち
の
巣
入
り
は
ち
み
つ

パ
ン
類

パ
ン
類
ミ
ッ
ク
ス

ビ
ー
ル

マ
ー
ガ
リ
ン

マ
テ
茶

み
り
ん

麺
類

野
菜
の
水
煮

野
菜
の
ピ
ュ
ー
レ
又
は
ペ
ー
ス
ト

冷
凍
果
実
（
製
造
し
、
又
は
加
工
し
た
果
実
を
凍
結
さ
せ
た
も
の
を
除
く
。
）

冷
凍
野
菜
（
製
造
し
、
又
は
加
工
し
た
野
菜
を
凍
結
さ
せ
た
も
の
を
除
く
。
）

別
表
第
一
に
掲
げ
る
添
加
物
以
外
の
添
加
物
（
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
又
は
規
格
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

合
成
樹
脂
製
の
器
具
又
は
容
器
包
装

別
表
第
十
三
（
第
三
十
七
条
、
第
四
十
条
関
係
）

作
成
す
べ
き
標
準
作
業
書
の
種
類

記
載
す
べ
き
事
項

機
械
器
具
保
守
管
理
標
準
作
業
書

一
　
機
械
器
具
の
名
称

二
　
常
時
行
う
べ
き
保
守
点
検
（
計
器
に
あ
つ
て
は
、
校
正
を
含
む
。
）
の
方
法

三
　
定
期
的
な
保
守
点
検
に
関
す
る
計
画

四
　
故
障
が
起
こ
つ
た
場
合
の
対
応
（
測
定
中
に
故
障
が
起
こ
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
試
験
品
の
取
扱
い
を
含
む
。
）
の
方
法

五
　
機
械
器
具
の
保
守
管
理
に
関
す
る
記
録
の
作
成
要
領

六
　
作
成
及
び
改
定
年
月
日

試
薬
等
管
理
標
準
作
業
書

一
　
試
薬
、
試
液
、
培
地
、
標
準
品
、
標
準
液
及
び
標
準
微
生
物
の
株
（
以
下
「
試
薬
等
」
と
い
う
。
）
の
容
器
に
す
べ
き
表
示
の
方
法

二
　
試
薬
等
の
管
理
に
関
す
る
注
意
事
項

三
　
試
薬
等
の
管
理
に
関
す
る
記
録
の
作
成
要
領

四
　
作
成
及
び
改
定
年
月
日

動
物
飼
育
管
理
標
準
作
業
書

一
　
動
物
飼
育
室
の
管
理
の
方
法

二
　
動
物
の
受
領
に
当
た
つ
て
の
注
意
事
項

三
　
動
物
の
飼
育
の
方
法

四
　
動
物
の
健
康
観
察
の
方
法

五
　
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
そ
の
疑
い
の
あ
る
動
物
の
取
扱
い
の
方
法

六
　
動
物
の
飼
育
に
関
す
る
記
録
の
作
成
要
領
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七
　
作
成
及
び
改
定
年
月
日

試
験
品
取
扱
標
準
作
業
書

一
　
試
験
品
の
採
取
、
搬
送
及
び
受
領
に
当
た
つ
て
の
注
意
事
項

二
　
試
験
品
の
管
理
の
方
法

三
　
試
験
品
の
管
理
に
関
す
る
記
録
の
作
成
要
領

四
　
作
成
及
び
改
定
年
月
日

検
査
実
施
標
準
作
業
書

一
　
検
査
等
の
項
目

二
　
製
品
の
名
称

三
　
検
査
等
の
実
施
の
方
法

四
　
試
薬
等
の
選
択
及
び
調
製
の
方
法

五
　
細
菌
学
的
検
査
に
あ
つ
て
は
、
標
準
微
生
物
の
株
の
取
扱
い
の
方
法

六
　
試
料
の
調
製
の
方
法

七
　
検
査
等
に
用
い
る
機
械
器
具
の
操
作
の
方
法

八
　
検
査
等
に
当
た
つ
て
の
注
意
事
項

九
　
検
査
等
に
よ
り
得
ら
れ
た
値
の
処
理
の
方
法

十
　
検
査
等
に
関
す
る
記
録
の
作
成
要
領

十
一
　
作
成
及
び
改
定
年
月
日

備
考

一
　
動
物
飼
育
管
理
標
準
作
業
書
は
、
動
物
を
用
い
る
検
査
を
行
う
者
に
限
つ
て
作
成
す
る
こ
と
。

二
　
検
査
実
施
標
準
作
業
書
は
、
検
査
等
の
項
目
ご
と
に
作
成
す
る
こ
と
。

別
表
第
十
四
（
第
五
十
条
関
係
）

学
科

科
目

化
学

分
析
化
学
、
有
機
化
学
、
無
機
化
学

生
物
化
学

生
物
化
学
、
食
品
化
学
、
生
理
学
、
食
品
分
析
学
、
毒
性
学

微
生
物
学

微
生
物
学
、
食
品
微
生
物
学
、
食
品
保
存
学
、
食
品
製
造
学

公
衆
衛
生
学

公
衆
衛
生
学
、
食
品
衛
生
学
、
環
境
衛
生
学
、
衛
生
行
政
学
、
疫
学

別
表
第
十
五
（
第
五
十
条
関
係
）

水
産
化
学
、
畜
産
化
学
、
放
射
線
化
学
、
乳
化
学
、
食
肉
化
学
、
高
分
子
化
学
、
生
物
有
機
化
学
、
環
境
汚
染
物
質
分
析
学
、
酵
素
化
学
、
食
品
理
化
学
、
水
産
生
理
学
、
家
畜
生
理
学
、
植
物
生
理
学
、
環
境
生
物
学
、
応
用

微
生
物
学
、
酪
農
微
生
物
学
、
病
理
学
、
医
学
概
論
、
解
剖
学
、
医
化
学
、
産
業
医
学
、
血
液
学
、
血
清
学
、
遺
伝
学
、
寄
生
虫
学
、
獣
医
学
、
栄
養
化
学
、
衛
生
統
計
学
、
栄
養
学
、
環
境
保
健
学
、
衛
生
管
理
学
、
水
産
製
造

学
、
畜
産
品
製
造
学
、
農
産
物
製
造
学
、
醸
造
調
味
食
品
製
造
学
、
乳
製
品
製
造
学
、
蒸
留
酒
製
造
学
、
缶
詰
工
学
、
食
品
工
学
、
食
品
保
存
学
、
冷
凍
冷
蔵
学
、
品
質
管
理
学
、
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
食
品
衛
生
に
関
す
る

科
目

別
表
第
十
六
（
第
五
十
六
条
関
係
）

　

分
類

科
目

時
間
数

一

一
般
共
通
科
目

一
　
公
衆
衛
生
概
論

九

　

　

二
　
食
品
衛
生
法
及
び
関
係
法
令

十
八

　

　

三
　
食
品
、
添
加
物
等
の
規
格
基
準

十
八

　

　

四
　
化
学
概
論

十
八

　

　

五
　
細
菌
学
序
論

十
八

　

　

六
　
毒
物
学

九

　

　

七
　
食
中
毒
学

十
五

　

　

八
　
食
品
学
（
栄
養
学
を
含
む
。
）

十
八

　

　

九
　
施
設
に
お
け
る
衛
生
管
理

九

二

乳
製
品
関
係
科
目

一
　
乳
製
品
の
規
格
基
準

十
二

　

　

二
　
細
菌
学
実
習

十
八

　

　

三
　
乳
製
品
検
査
法

六

　

　

四
　
乳
製
品
検
査
実
習

十
八
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五
　
施
設
見
学
及
び
臨
地
訓
練

十
五

三

食
肉
製
品
関
係
科
目

一
　
食
肉
製
品
の
規
格
基
準

十
二

　

　

二
　
細
菌
学
実
習

十
八

　

　

三
　
食
肉
製
品
検
査
法

六

　

　

四
　
食
肉
製
品
検
査
実
習

十
八

　

　

五
　
施
設
見
学
及
び
臨
地
訓
練

十
五

四

魚
肉
ハ
ム
及
び
魚
肉
ソ
ー
セ
ー
ジ
関
係
科
目

一
　
魚
肉
ハ
ム
及
び
魚
肉
ソ
ー
セ
ー
ジ
の
関
係
法
令
及
び
規
格
基
準

十
五

　

　

二
　
細
菌
学
実
習

十
八

　

　

三
　
魚
肉
ハ
ム
及
び
魚
肉
ソ
ー
セ
ー
ジ
検
査
法

九

　

　

四
　
魚
肉
ハ
ム
及
び
魚
肉
ソ
ー
セ
ー
ジ
検
査
実
習

十
五

　

　

五
　
施
設
見
学
及
び
臨
地
訓
練

十
五

五

食
用
油
脂
関
係
科
目

一
　
油
脂
化
学
概
論

十

　

　

二
　
食
品
及
び
添
加
物
の
使
用
基
準

十
四

　

　

三
　
食
品
衛
生
管
理
者
の
業
務

四

　

　

四
　
食
品
衛
生
管
理
者
の
責
務

三

　

　

五
　
油
脂
試
験
法
の
理
論
及
び
実
習

二
十
八

　

　

六
　
施
設
見
学
及
び
臨
地
訓
練

十

六

マ
ー
ガ
リ
ン
及
び
シ
ョ
ー
ト
ニ
ン
グ
関
係
科
目

一
　
栄
養
学
及
び
分
析
法

六

　

二
　
製
造
工
程
に
お
け
る
衛
生
管
理

六

　

　

三
　
製
造
工
程
に
お
け
る
衛
生
基
準

三

　

　

四
　
添
加
物
鑑
定
法

六

　

　

五
　
分
析
法
実
習

十
六

　

　

六
　
添
加
物
鑑
定
実
習

十
五

　

　

七
　
施
設
見
学
及
び
臨
地
訓
練

二
十
一

七

添
加
物
関
係
科
目

一
　
添
加
物
分
析
法
概
論

九

　

　

二
　
添
加
物
鑑
定
法

九

　

　

三
　
添
加
物
鑑
定
実
習

二
十
四

　

　

四
　
施
設
見
学
及
び
臨
地
訓
練

十
五

別
表
第
十
七
（
第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
関
係
）

一
　
食
品
衛
生
責
任
者
等
の
選
任

イ
　
法
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
営
業
を
行
う
者
（
法
第
六
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
営
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
食
品
衛
生
責
任
者
を
定
め
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
六

十
六
条
の
二
第
四
項
各
号
に
規
定
す
る
営
業
者
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
な
お
、
法
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
食
品
衛
生
管
理
者
は
、
食
品
衛
生
責
任
者
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。

ロ
　
食
品
衛
生
責
任
者
は
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
こ
と
。

（１）
　
法
第
三
十
条
に
規
定
す
る
食
品
衛
生
監
視
員
又
は
法
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
食
品
衛
生
管
理
者
の
資
格
要
件
を
満
た
す
者

（２）
　
調
理
師
、
製
菓
衛
生
師
、
栄
養
士
、
船
舶
料
理
士
、
と
畜
場
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
七
条
に
規
定
す
る
衛
生
管
理
責
任
者
若
し
く
は
同
法
第
十
条
に
規
定
す
る
作
業
衛
生
責
任
者
又
は
食
鳥
処
理
の
事

業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
七
十
号
）
第
十
二
条
に
規
定
す
る
食
鳥
処
理
衛
生
管
理
者

（３）
　
都
道
府
県
知
事
等
が
行
う
講
習
会
又
は
都
道
府
県
知
事
等
が
適
正
と
認
め
る
講
習
会
を
受
講
し
た
者

ハ
　
食
品
衛
生
責
任
者
は
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
す
る
こ
と
。

（１）
　
都
道
府
県
知
事
等
が
行
う
講
習
会
又
は
都
道
府
県
知
事
等
が
認
め
る
講
習
会
を
定
期
的
に
受
講
し
、
食
品
衛
生
に
関
す
る
新
た
な
知
見
の
習
得
に
努
め
る
こ
と
（
法
第
五
十
四
条
の
営
業
（
法
第
六
十
八
条
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
限
る
。
）
。

（２）
　
営
業
者
の
指
示
に
従
い
、
衛
生
管
理
に
当
た
る
こ
と
。

ニ
　
営
業
者
は
、
食
品
衛
生
責
任
者
の
意
見
を
尊
重
す
る
こ
と
。

ホ
　
食
品
衛
生
責
任
者
は
、
第
六
十
六
条
の
二
第
三
項
に
規
定
さ
れ
た
措
置
の
遵
守
の
た
め
に
、
必
要
な
注
意
を
行
う
と
と
も
に
、
営
業
者
に
対
し
必
要
な
意
見
を
述
べ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

ヘ
　
ふ
ぐ
を
処
理
す
る
営
業
者
に
あ
つ
て
は
、
ふ
ぐ
の
種
類
の
鑑
別
に
関
す
る
知
識
及
び
有
毒
部
位
を
除
去
す
る
技
術
等
を
有
す
る
と
都
道
府
県
知
事
等
が
認
め
る
者
に
ふ
ぐ
を
処
理
さ
せ
、
又
は
そ
の
者
の
立
会
い
の
下
に
他
の

者
に
ふ
ぐ
を
処
理
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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二
　
施
設
の
衛
生
管
理

イ
　
施
設
及
び
そ
の
周
辺
を
定
期
的
に
清
掃
し
、
施
設
の
稼
働
中
は
食
品
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
よ
う
清
潔
な
状
態
を
維
持
す
る
こ
と
。

ロ
　
食
品
又
は
添
加
物
を
製
造
し
、
加
工
し
、
調
理
し
、
貯
蔵
し
、
又
は
販
売
す
る
場
所
に
不
必
要
な
物
品
等
を
置
か
な
い
こ
と
。

ハ
　
施
設
の
内
壁
、
天
井
及
び
床
を
清
潔
に
維
持
す
る
こ
と
。

ニ
　
施
設
内
の
採
光
、
照
明
及
び
換
気
を
十
分
に
行
う
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
適
切
な
温
度
及
び
湿
度
の
管
理
を
行
う
こ
と
。

ホ
　
窓
及
び
出
入
口
は
、
原
則
と
し
て
開
放
し
た
ま
ま
に
し
な
い
こ
と
。
開
放
し
た
ま
ま
の
状
態
に
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
じ
ん
埃
、
ね
ず
み
及
び
昆
虫
等
の
侵
入
を
防
止
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ヘ
　
排
水
溝
は
、
固
形
物
の
流
入
を
防
ぎ
、
排
水
が
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
清
掃
し
、
破
損
し
た
場
合
速
や
か
に
補
修
を
行
う
こ
と
。

ト
　
便
所
は
常
に
清
潔
に
し
、
定
期
的
に
清
掃
及
び
消
毒
を
行
う
こ
と
。

チ
　
食
品
又
は
添
加
物
を
取
り
扱
い
、
又
は
保
存
す
る
区
域
に
お
い
て
動
物
を
飼
育
し
な
い
こ
と
。

三
　
設
備
等
の
衛
生
管
理

イ
　
衛
生
保
持
の
た
め
、
機
械
器
具
は
、
そ
の
目
的
に
応
じ
て
適
切
に
使
用
す
る
こ
と
。

ロ
　
機
械
器
具
及
び
そ
の
部
品
は
、
金
属
片
、
異
物
又
は
化
学
物
質
等
の
食
品
又
は
添
加
物
へ
の
混
入
を
防
止
す
る
た
め
、
洗
浄
及
び
消
毒
を
行
い
、
所
定
の
場
所
に
衛
生
的
に
保
管
す
る
こ
と
。
ま
た
、
故
障
又
は
破
損
が
あ
る

と
き
は
、
速
や
か
に
補
修
し
、
適
切
に
使
用
で
き
る
よ
う
整
備
し
て
お
く
こ
と
。

ハ
　
機
械
器
具
及
び
そ
の
部
品
の
洗
浄
に
洗
剤
を
使
用
す
る
場
合
は
、
洗
剤
を
適
切
な
方
法
に
よ
り
使
用
す
る
こ
と
。

ニ
　
温
度
計
、
圧
力
計
、
流
量
計
等
の
計
器
類
及
び
滅
菌
、
殺
菌
、
除
菌
又
は
浄
水
に
用
い
る
装
置
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
機
能
を
定
期
的
に
点
検
し
、
点
検
の
結
果
を
記
録
す
る
こ
と
。

ホ
　
器
具
、
清
掃
用
機
材
及
び
保
護
具
等
食
品
又
は
添
加
物
と
接
触
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
は
、
汚
染
又
は
作
業
終
了
の
都
度
熱
湯
、
蒸
気
又
は
消
毒
剤
等
で
消
毒
し
、
乾
燥
さ
せ
る
こ
と
。

ヘ
　
洗
浄
剤
、
消
毒
剤
そ
の
他
化
学
物
質
に
つ
い
て
は
、
取
扱
い
に
十
分
注
意
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
そ
れ
ら
を
入
れ
る
容
器
包
装
に
内
容
物
の
名
称
を
表
示
す
る
等
食
品
又
は
添
加
物
へ
の
混
入
を
防
止
す
る
こ
と
。

ト
　
施
設
設
備
の
清
掃
用
機
材
は
、
目
的
に
応
じ
て
適
切
に
使
用
す
る
と
と
も
に
、
使
用
の
都
度
洗
浄
し
、
乾
燥
さ
せ
、
所
定
の
場
所
に
保
管
す
る
こ
と
。

チ
　
手
洗
設
備
は
、
石
け
ん
、
ペ
ー
パ
ー
タ
オ
ル
等
及
び
消
毒
剤
を
備
え
、
手
指
の
洗
浄
及
び
乾
燥
が
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
状
態
を
維
持
す
る
こ
と
。

リ
　
洗
浄
設
備
は
、
清
潔
に
保
つ
こ
と
。

ヌ
　
都
道
府
県
等
の
確
認
を
受
け
て
手
洗
設
備
及
び
洗
浄
設
備
を
兼
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
汚
染
の
都
度
洗
浄
を
行
う
こ
と
。

ル
　
食
品
の
放
射
線
照
射
業
に
あ
つ
て
は
、
営
業
日
ご
と
に
一
回
以
上
化
学
線
量
計
を
用
い
て
吸
収
線
量
を
確
認
し
、
そ
の
結
果
の
記
録
を
二
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

四
　
使
用
水
等
の
管
理

イ
　
食
品
又
は
添
加
物
を
製
造
し
、
加
工
し
、
又
は
調
理
す
る
と
き
に
使
用
す
る
水
は
、
水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
水
道
事
業
、
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
専
用
水
道
若
し
く

は
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
簡
易
専
用
水
道
に
よ
り
供
給
さ
れ
る
水
（
別
表
第
十
九
第
三
号
ヘ
に
お
い
て
「
水
道
事
業
等
に
よ
り
供
給
さ
れ
る
水
」
と
い
う
。
）
又
は
飲
用
に
適
す
る
水
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
冷
却
そ
の
他
食

品
又
は
添
加
物
の
安
全
性
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
工
程
に
お
け
る
使
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

ロ
　
飲
用
に
適
す
る
水
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
年
一
回
以
上
水
質
検
査
を
行
い
、
成
績
書
を
一
年
間
（
取
り
扱
う
食
品
又
は
添
加
物
が
使
用
さ
れ
、
又
は
消
費
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
が
一
年
以
上
の
場
合
は
、
当
該
期

間
）
保
存
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
不
慮
の
災
害
に
よ
り
水
源
等
が
汚
染
さ
れ
た
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
都
度
水
質
検
査
を
行
う
こ
と
。

ハ
　
ロ
の
検
査
の
結
果
、
イ
の
条
件
を
満
た
さ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
つ
た
場
合
は
、
直
ち
に
使
用
を
中
止
す
る
こ
と
。

ニ
　
貯
水
槽
を
使
用
す
る
場
合
は
、
貯
水
槽
を
定
期
的
に
清
掃
し
、
清
潔
に
保
つ
こ
と
。

ホ
　
飲
用
に
適
す
る
水
を
使
用
す
る
場
合
で
殺
菌
装
置
又
は
浄
水
装
置
を
設
置
し
て
い
る
場
合
に
は
、
装
置
が
正
常
に
作
動
し
て
い
る
か
を
定
期
的
に
確
認
し
、
そ
の
結
果
を
記
録
す
る
こ
と
。

ヘ
　
食
品
に
直
接
触
れ
る
氷
は
、
適
切
に
管
理
さ
れ
た
給
水
設
備
に
よ
つ
て
供
給
さ
れ
た
イ
の
条
件
を
満
た
す
水
か
ら
作
る
こ
と
。
ま
た
、
氷
は
衛
生
的
に
取
り
扱
い
、
保
存
す
る
こ
と
。

ト
　
使
用
し
た
水
を
再
利
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
食
品
又
は
添
加
物
の
安
全
性
に
影
響
し
な
い
よ
う
必
要
な
処
理
を
行
う
こ
と
。

五
　
ね
ず
み
及
び
昆
虫
対
策

イ
　
施
設
及
び
そ
の
周
囲
は
、
維
持
管
理
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
状
態
を
維
持
し
、
ね
ず
み
及
び
昆
虫
の
繁
殖
場
所
を
排
除
す
る
と
と
も
に
、
窓
、
ド
ア
、
吸
排
気
口
の
網
戸
、
ト
ラ
ッ
プ
及
び
排
水
溝
の
蓋
等
の
設
置
に

よ
り
、
ね
ず
み
及
び
昆
虫
の
施
設
内
へ
の
侵
入
を
防
止
す
る
こ
と
。

ロ
　
一
年
に
二
回
以
上
、
ね
ず
み
及
び
昆
虫
の
駆
除
作
業
を
実
施
し
、
そ
の
実
施
記
録
を
一
年
間
保
存
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
ね
ず
み
及
び
昆
虫
の
発
生
場
所
、
生
息
場
所
及
び
侵
入
経
路
並
び
に
被
害
の
状
況
に
関
し
て
、
定
期

に
、
統
一
的
に
調
査
を
実
施
し
、
当
該
調
査
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
等
に
よ
り
、
そ
の
目
的
が
達
成
で
き
る
方
法
で
あ
れ
ば
、
当
該
施
設
の
状
況
に
応
じ
た
方
法
及
び
頻
度
で
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ハ
　
殺
そ
剤
又
は
殺
虫
剤
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
食
品
又
は
添
加
物
を
汚
染
し
な
い
よ
う
そ
の
取
扱
い
に
十
分
注
意
す
る
こ
と
。

ニ
　
ね
ず
み
及
び
昆
虫
に
よ
る
汚
染
防
止
の
た
め
、
原
材
料
、
製
品
及
び
包
装
資
材
等
は
容
器
に
入
れ
、
床
及
び
壁
か
ら
離
し
て
保
存
す
る
こ
と
。
一
度
開
封
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
蓋
付
き
の
容
器
に
入
れ
る
等
の
汚
染
防
止

対
策
を
講
じ
て
保
存
す
る
こ
と
。

六
　
廃
棄
物
及
び
排
水
の
取
扱
い

イ
　
廃
棄
物
の
保
管
及
び
そ
の
廃
棄
の
方
法
に
つ
い
て
、
手
順
を
定
め
る
こ
と
。

ロ
　
廃
棄
物
の
容
器
は
、
他
の
容
器
と
明
確
に
区
別
で
き
る
よ
う
に
し
、
汚
液
又
は
汚
臭
が
漏
れ
な
い
よ
う
に
清
潔
に
し
て
お
く
こ
と
。

ハ
　
廃
棄
物
は
、
食
品
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
食
品
又
は
添
加
物
を
取
り
扱
い
、
又
は
保
存
す
る
区
域
（
隣
接
す
る
区
域
を
含
む
。
）
に
保
管
し
な
い
こ
と
。

ニ
　
廃
棄
物
の
保
管
場
所
は
、
周
囲
の
環
境
に
悪
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
適
切
に
管
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
所
と
す
る
こ
と
。

ホ
　
廃
棄
物
及
び
排
水
の
処
理
を
適
切
に
行
う
こ
と
。
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七
　
食
品
又
は
添
加
物
を
取
り
扱
う
者
の
衛
生
管
理

イ
　
食
品
又
は
添
加
物
を
取
り
扱
う
者
（
以
下
「
食
品
等
取
扱
者
」
と
い
う
。
）
の
健
康
診
断
は
、
食
品
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
の
防
止
に
必
要
な
健
康
状
態
の
把
握
を
目
的
と
し
て
行
う
こ
と
。

ロ
　
都
道
府
県
知
事
等
か
ら
食
品
等
取
扱
者
に
つ
い
て
検
便
を
受
け
る
べ
き
旨
の
指
示
が
あ
つ
た
と
き
に
は
、
食
品
等
取
扱
者
に
検
便
を
受
け
る
よ
う
指
示
す
る
こ
と
。

ハ
　
食
品
等
取
扱
者
が
次
の
症
状
を
呈
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
症
状
の
詳
細
の
把
握
に
努
め
、
当
該
症
状
が
医
師
に
よ
る
診
察
及
び
食
品
又
は
添
加
物
を
取
り
扱
う
作
業
の
中
止
を
必
要
と
す
る
も
の
か
判
断
す
る
こ
と
。

（１）
　
黄

だ
ん疸

（２）
　
下
痢

（３）
　
腹
痛

（４）
　
発
熱

（５）
　
皮
膚
の
化

の
う膿

性
疾
患
等

（６）
　
耳
、
目
又
は
鼻
か
ら
の
分
泌
（
感
染
性
の
疾
患
等
に
感
染
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

（７）
　
吐
き
気
及
び
お
う
吐

ニ
　
皮
膚
に
外
傷
が
あ
る
者
を
従
事
さ
せ
る
際
に
は
、
当
該
部
位
を
耐
水
性
の
あ
る
被
覆
材
で
覆
う
こ
と
。
ま
た
、
お
う
吐
物
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
可
能
性
の
あ
る
食
品
又
は
添
加
物
は
廃
棄
す
る
こ
と
。
施
設
に
お
い
て
お
う

吐
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
殺
菌
剤
を
用
い
て
適
切
に
消
毒
す
る
こ
と
。

ホ
　
食
品
等
取
扱
者
は
、
食
品
又
は
添
加
物
を
取
り
扱
う
作
業
に
従
事
す
る
と
き
は
、
目
的
に
応
じ
た
専
用
の
作
業
着
を
着
用
し
、
並
び
に
必
要
に
応
じ
て
帽
子
及
び
マ
ス
ク
を
着
用
す
る
こ
と
。
ま
た
、
作
業
場
内
で
は
専
用
の

履
物
を
用
い
る
と
と
も
に
、
作
業
場
内
で
使
用
す
る
履
物
を
着
用
し
た
ま
ま
所
定
の
場
所
か
ら
出
な
い
こ
と
。

ヘ
　
食
品
等
取
扱
者
は
、
手
洗
い
の
妨
げ
と
な
る
及
び
異
物
混
入
の
原
因
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
装
飾
品
等
を
食
品
等
を
取
り
扱
う
施
設
内
に
持
ち
込
ま
な
い
こ
と
。

ト
　
食
品
等
取
扱
者
は
、
手
袋
を
使
用
す
る
場
合
は
、
原
材
料
等
に
直
接
接
触
す
る
部
分
が
耐
水
性
の
あ
る
素
材
の
も
の
を
原
則
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
。

チ
　
食
品
等
取
扱
者
は
、
爪
を
短
く
切
る
と
と
も
に
手
洗
い
を
実
施
し
、
食
品
衛
生
上
の
危
害
を
発
生
さ
せ
な
い
よ
う
手
指
を
清
潔
に
す
る
こ
と
。

リ
　
食
品
等
取
扱
者
は
、
用
便
又
は
生
鮮
の
原
材
料
若
し
く
は
加
熱
前
の
原
材
料
を
取
り
扱
う
作
業
を
終
え
た
と
き
は
、
十
分
に
手
指
の
洗
浄
及
び
消
毒
を
行
う
こ
と
。
な
お
、
使
い
捨
て
手
袋
を
使
用
し
て
生
鮮
の
原
材
料
又
は

加
熱
前
の
原
材
料
を
取
り
扱
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
作
業
後
に
手
袋
を
交
換
す
る
こ
と
。

ヌ
　
食
品
等
取
扱
者
は
、
食
品
又
は
添
加
物
の
取
扱
い
に
当
た
つ
て
、
食
品
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
、
食
品
又
は
添
加
物
を
取
り
扱
う
間
は
次
の
事
項
を
行
わ
な
い
こ
と
。

（１）
　
手
指
又
は
器
具
若
し
く
は
容
器
包
装
を
不
必
要
に
汚
染
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
。

（２）
　

た
ん痰

又
は
唾
を
吐
く
こ
と
。

（３）
　
く
し
や
み
又
は
咳
の
飛
沫
を
食
品
又
は
添
加
物
に
混
入
し
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
。

ル
　
食
品
等
取
扱
者
は
所
定
の
場
所
以
外
で
の
着
替
え
、
喫
煙
及
び
飲
食
を
行
わ
な
い
こ
と
。

ヲ
　
食
品
等
取
扱
者
以
外
の
者
が
施
設
に
立
ち
入
る
場
合
は
、
清
潔
な
専
用
の
作
業
着
に
着
替
え
さ
せ
、
本
項
で
示
し
た
食
品
等
取
扱
者
の
衛
生
管
理
の
規
定
に
従
わ
せ
る
こ
と
。

八
　
検
食
の
実
施

イ
　
同
一
の
食
品
を
一
回
三
百
食
又
は
一
日
七
百
五
十
食
以
上
調
理
し
、
提
供
す
る
営
業
者
に
あ
つ
て
は
、
原
材
料
及
び
調
理
済
の
食
品
ご
と
に
適
切
な
期
間
保
存
す
る
こ
と
。
な
お
、
原
材
料
は
、
洗
浄
殺
菌
等
を
行
わ
ず
、
購

入
し
た
状
態
で
保
存
す
る
こ
と
。

ロ
　
イ
の
場
合
、
調
理
し
た
食
品
の
提
供
先
、
提
供
時
刻
（
調
理
し
た
食
品
を
運
送
し
、
提
供
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
食
品
を
搬
出
し
た
時
刻
）
及
び
提
供
し
た
数
量
を
記
録
し
保
存
す
る
こ
と
。

九
　
情
報
の
提
供

イ
　
営
業
者
は
、
採
取
し
、
製
造
し
、
輸
入
し
、
加
工
し
、
調
理
し
、
貯
蔵
し
、
運
搬
し
、
若
し
く
は
販
売
す
る
食
品
又
は
添
加
物
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
製
品
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
消
費
者
が
安
全
に
喫
食
す
る
た
め

に
必
要
な
情
報
を
消
費
者
に
提
供
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

ロ
　
営
業
者
は
、
製
品
に
関
す
る
消
費
者
か
ら
の
健
康
被
害
（
医
師
の
診
断
を
受
け
、
当
該
症
状
が
当
該
食
品
又
は
添
加
物
に
起
因
す
る
又
は
そ
の
疑
い
が
あ
る
と
診
断
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及

び
法
に
違
反
す
る
情
報
を
得
た
場
合
に
は
、
当
該
情
報
を
都
道
府
県
知
事
等
に
提
供
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

ハ
　
営
業
者
は
、
製
品
に
つ
い
て
、
消
費
者
及
び
製
品
を
取
り
扱
う
者
か
ら
異
味
又
は
異
臭
の
発
生
、
異
物
の
混
入
そ
の
他
の
健
康
被
害
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
が
否
定
で
き
な
い
情
報
を
得
た
場
合
は
、
当
該
情
報
を
都
道
府
県
知

事
等
に
提
供
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

十
　
回
収
・
廃
棄

イ
　
営
業
者
は
、
製
品
に
起
因
す
る
食
品
衛
生
上
の
危
害
又
は
危
害
の
お
そ
れ
が
発
生
し
た
場
合
は
、
消
費
者
へ
の
健
康
被
害
を
未
然
に
防
止
す
る
観
点
か
ら
、
当
該
食
品
又
は
添
加
物
を
迅
速
か
つ
適
切
に
回
収
で
き
る
よ
う
、

回
収
に
係
る
責
任
体
制
、
消
費
者
へ
の
注
意
喚
起
の
方
法
、
具
体
的
な
回
収
の
方
法
及
び
当
該
食
品
又
は
添
加
物
を
取
り
扱
う
施
設
の
所
在
す
る
地
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
等
へ
の
報
告
の
手
順
を
定
め
て
お
く
こ
と
。

ロ
　
製
品
を
回
収
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
回
収
の
対
象
で
は
な
い
製
品
と
区
分
し
て
回
収
し
た
も
の
を
保
管
し
、
適
切
に
廃
棄
等
を
す
る
こ
と
。

十
一
　
運
搬

イ
　
食
品
又
は
添
加
物
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
、
コ
ン
テ
ナ
等
は
、
食
品
、
添
加
物
又
は
こ
れ
ら
の
容
器
包
装
を
汚
染
し
な
い
よ
う
必
要
に
応
じ
て
洗
浄
及
び
消
毒
を
す
る
こ
と
。
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ロ
　
車
両
、
コ
ン
テ
ナ
等
は
、
清
潔
な
状
態
を
維
持
す
る
と
と
も
に
、
補
修
を
行
う
こ
と
等
に
よ
り
適
切
な
状
態
を
維
持
す
る
こ
と
。

ハ
　
食
品
又
は
添
加
物
及
び
食
品
又
は
添
加
物
以
外
の
貨
物
を
混
載
す
る
場
合
は
、
食
品
又
は
添
加
物
以
外
の
貨
物
か
ら
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
、
食
品
又
は
添
加
物
を
適
切
な
容
器
に
入
れ
る
等
区
分
す
る
こ

と
。

ニ
　
運
搬
中
の
食
品
又
は
添
加
物
が
じ
ん
埃
及
び
排
気
ガ
ス
等
に
汚
染
さ
れ
な
い
よ
う
管
理
す
る
こ
と
。

ホ
　
品
目
が
異
な
る
食
品
又
は
添
加
物
及
び
食
品
又
は
添
加
物
以
外
の
貨
物
の
運
搬
に
使
用
し
た
車
両
、
コ
ン
テ
ナ
等
を
使
用
す
る
場
合
は
、
効
果
的
な
方
法
に
よ
り
洗
浄
し
、
必
要
に
応
じ
消
毒
を
行
う
こ
と
。

ヘ
　
ば
ら
積
み
の
食
品
又
は
添
加
物
に
あ
つ
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
食
品
又
は
添
加
物
専
用
の
車
両
、
コ
ン
テ
ナ
等
を
使
用
し
、
食
品
又
は
添
加
物
の
専
用
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
こ
と
。

ト
　
運
搬
中
の
温
度
及
び
湿
度
の
管
理
に
注
意
す
る
こ
と
。

チ
　
運
搬
中
の
温
度
及
び
湿
度
を
踏
ま
え
た
配
送
時
間
を
設
定
し
、
所
定
の
配
送
時
間
を
超
え
な
い
よ
う
適
切
に
管
理
す
る
こ
と
。

リ
　
調
理
さ
れ
た
食
品
を
配
送
し
、
提
供
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
飲
食
に
供
さ
れ
る
ま
で
の
時
間
を
考
慮
し
、
適
切
に
管
理
す
る
こ
と
。

十
二
　
販
売

イ
　
販
売
量
を
見
込
ん
で
適
切
な
量
を
仕
入
れ
る
こ
と
。

ロ
　
直
接
日
光
に
さ
ら
す
等
不
適
切
な
温
度
で
販
売
し
た
り
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
管
理
す
る
こ
と
。

十
三
　
教
育
訓
練

イ
　
食
品
等
取
扱
者
に
対
し
て
、
衛
生
管
理
に
必
要
な
教
育
を
実
施
す
る
こ
と
。

ロ
　
化
学
物
質
を
取
り
扱
う
者
に
対
し
て
、
使
用
す
る
化
学
物
質
を
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
教
育
訓
練
を
実
施
す
る
こ
と
。

ハ
　
イ
及
び
ロ
の
教
育
訓
練
の
効
果
に
つ
い
て
定
期
的
に
検
証
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
教
育
内
容
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

十
四
　
そ
の
他

イ
　
食
品
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
の
防
止
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
取
り
扱
う
食
品
又
は
添
加
物
に
係
る
仕
入
元
、
製
造
又
は
加
工
等
の
状
態
、
出
荷
又
は
販
売
先
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
関
す
る
記
録
を
作
成
し
、
保
存
す
る

よ
う
努
め
る
こ
と
。

ロ
　
製
造
し
、
又
は
加
工
し
た
製
品
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
記
録
を
保
存
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

別
表
十
八
（
第
六
十
六
条
の
二
第
二
項
関
係
）

一
　
危
害
要
因
の
分
析

食
品
又
は
添
加
物
の
製
造
、
加
工
、
調
理
、
運
搬
、
貯
蔵
又
は
販
売
の
工
程
ご
と
に
、
食
品
衛
生
上
の
危
害
を
発
生
さ
せ
得
る
要
因
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
危
害
要
因
」
と
い
う
。
）
の
一
覧
表
を
作
成
し
、
こ
れ
ら
の
危
害

要
因
を
管
理
す
る
た
め
の
措
置
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
管
理
措
置
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
こ
と
。

二
　
重
要
管
理
点
の
決
定

前
号
で
特
定
さ
れ
た
危
害
要
因
に
つ
き
、
そ
の
発
生
を
防
止
し
、
排
除
し
、
又
は
許
容
で
き
る
水
準
に
ま
で
低
減
す
る
た
め
に
管
理
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
不
可
欠
な
工
程
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
重
要
管
理
点
」
と
い
う

。
）
を
決
定
す
る
こ
と
。

三
　
管
理
基
準
の
設
定

個
々
の
重
要
管
理
点
に
お
け
る
危
害
要
因
に
つ
き
、
そ
の
発
生
を
防
止
し
、
排
除
し
、
又
は
許
容
で
き
る
水
準
に
ま
で
低
減
す
る
た
め
の
基
準
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
管
理
基
準
」
と
い
う
。
）
を
設
定
す
る
こ
と
。

四
　
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
方
法
の
設
定

重
要
管
理
点
の
管
理
に
つ
い
て
、
連
続
的
な
又
は
相
当
の
頻
度
に
よ
る
実
施
状
況
の
把
握
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
」
と
い
う
。
）
を
す
る
た
め
の
方
法
を
設
定
す
る
こ
と
。

五
　
改
善
措
置
の
設
定

個
々
の
重
要
管
理
点
に
お
い
て
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
結
果
、
管
理
基
準
を
逸
脱
し
た
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
の
改
善
措
置
を
設
定
す
る
こ
と
。

六
　
検
証
方
法
の
設
定

前
各
号
に
規
定
す
る
措
置
の
内
容
の
効
果
を
、
定
期
的
に
検
証
す
る
た
め
の
手
順
を
定
め
る
こ
と
。

七
　
記
録
の
作
成

営
業
の
規
模
や
業
態
に
応
じ
て
、
前
各
号
に
規
定
す
る
措
置
の
内
容
に
関
す
る
書
面
と
そ
の
実
施
の
記
録
を
作
成
す
る
こ
と
。

八
　
令
第
三
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
営
業
者

令
第
三
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
営
業
者
（
第
六
十
六
条
の
四
第
二
号
に
規
定
す
る
規
模
の
添
加
物
を
製
造
す
る
営
業
者
を
含
む
。
）
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
取
り
扱
う
食
品
の
特
性
又
は
営
業
の
規
模
に
応
じ
、
前
各
号
に
掲
げ
る

事
項
を
簡
略
化
し
て
公
衆
衛
生
上
必
要
な
措
置
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
第
十
九
（
第
六
十
六
条
の
七
関
係
）

一
　
施
設
は
、
屋
外
か
ら
の
汚
染
を
防
止
し
、
衛
生
的
な
作
業
を
継
続
的
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
構
造
又
は
設
備
、
機
械
器
具
の
配
置
及
び
食
品
又
は
添
加
物
を
取
り
扱
う
量
に
応
じ
た
十
分
な
広
さ
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
食
品
又
は
添
加
物
、
容
器
包
装
、
機
械
器
具
そ
の
他
食
品
又
は
添
加
物
に
接
触
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
（
以
下
「
食
品
等
」
と
い
う
。
）
へ
の
汚
染
を
考
慮
し
、
公
衆
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
、
作
業
区
分
に

応
じ
、
間
仕
切
り
等
に
よ
り
必
要
な
区
画
が
さ
れ
、
工
程
を
踏
ま
え
て
施
設
設
備
が
適
切
に
配
置
さ
れ
、
又
は
空
気
の
流
れ
を
管
理
す
る
設
備
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
作
業
に
お
け
る
食
品
等
又
は
従
業
者
の
経
路

の
設
定
、
同
一
区
画
を
異
な
る
作
業
で
交
替
に
使
用
す
る
場
合
の
適
切
な
洗
浄
消
毒
の
実
施
等
に
よ
り
、
必
要
な
衛
生
管
理
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
な
お
、
住
居
そ
の
他
食
品
等
を
取
り
扱
う
こ

と
を
目
的
と
し
な
い
室
又
は
場
所
が
同
一
の
建
物
に
あ
る
場
合
、
そ
れ
ら
と
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三
　
施
設
の
構
造
及
び
設
備
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イ
　
じ
ん
埃
、
廃
水
及
び
廃
棄
物
に
よ
る
汚
染
を
防
止
で
き
る
構
造
又
は
設
備
並
び
に
ね
ず
み
及
び
昆
虫
の
侵
入
を
防
止
で
き
る
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ロ
　
食
品
等
を
取
り
扱
う
作
業
を
す
る
場
所
の
真
上
は
、
結
露
し
に
く
く
、
結
露
に
よ
る
か
び
の
発
生
を
防
止
し
、
及
び
結
露
に
よ
る
水
滴
に
よ
り
食
品
等
を
汚
染
し
な
い
よ
う
換
気
が
適
切
に
で
き
る
構
造
又
は
設
備
を
有
す
る
こ

と
。

ハ
　
床
面
、
内
壁
及
び
天
井
は
、
清
掃
、
洗
浄
及
び
消
毒
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
清
掃
等
」
と
い
う
。
）
を
容
易
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
材
料
で
作
ら
れ
、
清
掃
等
を
容
易
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
床
面
及
び
内
壁
の
清
掃
等
に
水
が
必
要
な
施
設
に
あ
つ
て
は
、
床
面
は
不
浸
透
性
の
材
質
で
作
ら
れ
、
排
水
が
良
好
で
あ
る
こ
と
。
内
壁
は
、
床
面
か
ら
容
易
に
汚
染
さ
れ
る
高
さ
ま
で
、
不
浸
透
性
材
料
で
腰
張
り
さ
れ
て

い
る
こ
と
。

ホ
　
照
明
設
備
は
、
作
業
、
検
査
及
び
清
掃
等
を
十
分
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
必
要
な
照
度
を
確
保
で
き
る
機
能
を
備
え
る
こ
と
。

ヘ
　
水
道
事
業
等
に
よ
り
供
給
さ
れ
る
水
又
は
飲
用
に
適
す
る
水
を
施
設
の
必
要
な
場
所
に
適
切
な
温
度
で
十
分
な
量
を
供
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
給
水
設
備
を
有
す
る
こ
と
。
水
道
事
業
等
に
よ
り
供
給
さ
れ
る
水
以
外
の
水
を

使
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
消
毒
装
置
及
び
浄
水
装
置
を
備
え
、
水
源
は
外
部
か
ら
汚
染
さ
れ
な
い
構
造
を
有
す
る
こ
と
。
貯
水
槽
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
食
品
衛
生
上
支
障
の
な
い
構
造
で
あ
る
こ

と
。

ト
　
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
別
に
定
め
ら
れ
た
規
格
又
は
基
準
に
食
品
製
造
用
水
の
使
用
に
つ
い
て
定
め
が
あ
る
食
品
を
取
り
扱
う
営
業
に
あ
つ
て
は
ヘ
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
「
飲
用
に
適
す
る
水
」
と
あ
る
の
は

「
食
品
製
造
用
水
」
と
し
、
食
品
製
造
用
水
又
は
殺
菌
し
た
海
水
を
使
用
で
き
る
よ
う
定
め
が
あ
る
食
品
を
取
り
扱
う
営
業
に
あ
つ
て
は
ヘ
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
「
飲
用
に
適
す
る
水
」
と
あ
る
の
は
「
食
品
製
造
用
水
若
し
く

は
殺
菌
し
た
海
水
」
と
す
る
。

チ
　
従
業
者
の
手
指
を
洗
浄
消
毒
す
る
装
置
を
備
え
た
流
水
式
手
洗
い
設
備
を
必
要
な
個
数
有
す
る
こ
と
。
な
お
、
水
栓
は
洗
浄
後
の
手
指
の
再
汚
染
が
防
止
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

リ
　
排
水
設
備
は
次
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

（１）
　
十
分
な
排
水
機
能
を
有
し
、
か
つ
、
水
で
洗
浄
を
す
る
区
画
及
び
廃
水
、
液
性
の
廃
棄
物
等
が
流
れ
る
区
画
の
床
面
に
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（２）
　
汚
水
の
逆
流
に
よ
り
食
品
又
は
添
加
物
を
汚
染
し
な
い
よ
う
配
管
さ
れ
、
か
つ
、
施
設
外
に
適
切
に
排
出
で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

（３）
　
配
管
は
十
分
な
容
量
を
有
し
、
か
つ
、
適
切
な
位
置
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ヌ
　
食
品
又
は
添
加
物
を
衛
生
的
に
取
り
扱
う
た
め
に
必
要
な
機
能
を
有
す
る
冷
蔵
又
は
冷
凍
設
備
を
必
要
に
応
じ
て
有
す
る
こ
と
。
製
造
及
び
保
存
の
際
の
冷
蔵
又
は
冷
凍
に
つ
い
て
は
、
法
第
十
三
条
第
一
項
に
よ
り
別
に
定

め
ら
れ
た
規
格
又
は
基
準
に
冷
蔵
又
は
冷
凍
に
つ
い
て
定
め
が
あ
る
食
品
を
取
り
扱
う
営
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
定
め
に
従
い
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ル
　
必
要
に
応
じ
て
、
ね
ず
み
、
昆
虫
等
の
侵
入
を
防
ぐ
設
備
及
び
侵
入
し
た
際
に
駆
除
す
る
た
め
の
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ヲ
　
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
便
所
を
従
業
者
の
数
に
応
じ
て
有
す
る
こ
と
。

（１）
　
作
業
場
に
汚
染
の
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
専
用
の
流
水
式
手
洗
い
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ワ
　
原
材
料
を
種
類
及
び
特
性
に
応
じ
た
温
度
で
、
汚
染
の
防
止
可
能
な
状
態
で
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
十
分
な
規
模
の
設
備
を
有
す
る
こ
と
。
ま
た
、
施
設
で
使
用
す
る
洗
浄
剤
、
殺
菌
剤
等
の
薬
剤
は
、
食
品
等
と
区
分
し

て
保
管
す
る
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

カ
　
廃
棄
物
を
入
れ
る
容
器
又
は
廃
棄
物
を
保
管
す
る
設
備
に
つ
い
て
は
、
不
浸
透
性
及
び
十
分
な
容
量
を
備
え
て
お
り
、
清
掃
が
し
や
す
く
、
汚
液
及
び
汚
臭
が
漏
れ
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

ヨ
　
製
品
を
包
装
す
る
営
業
に
あ
つ
て
は
、
製
品
を
衛
生
的
に
容
器
包
装
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
を
有
す
る
こ
と
。

タ
　
更
衣
場
所
は
、
従
事
者
の
数
に
応
じ
た
十
分
な
広
さ
が
あ
り
、
及
び
作
業
場
へ
の
出
入
り
が
容
易
な
位
置
に
有
す
る
こ
と
。

レ
　
食
品
等
を
洗
浄
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
熱
湯
、
蒸
気
等
を
供
給
で
き
る
使
用
目
的
に
応
じ
た
大
き
さ
及
び
数
の
洗
浄
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ソ
　
添
加
物
を
使
用
す
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
を
専
用
で
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
又
は
場
所
及
び
計
量
器
を
備
え
る
こ
と
。

四
　
機
械
器
具

イ
　
食
品
又
は
添
加
物
の
製
造
又
は
食
品
の
調
理
を
す
る
作
業
場
の
機
械
器
具
、
容
器
そ
の
他
の
設
備
（
以
下
こ
の
別
表
に
お
い
て
「
機
械
器
具
等
」
と
い
う
。
）
は
、
適
正
に
洗
浄
、
保
守
及
び
点
検
を
す
る
こ
と
の
で
き
る
構
造

で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
作
業
に
応
じ
た
機
械
器
具
等
及
び
容
器
を
備
え
る
こ
と
。

ハ
　
食
品
又
は
添
加
物
に
直
接
触
れ
る
機
械
器
具
等
は
、
耐
水
性
材
料
で
作
ら
れ
、
洗
浄
が
容
易
で
あ
り
、
熱
湯
、
蒸
気
又
は
殺
菌
剤
で
消
毒
が
可
能
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
固
定
し
、
又
は
移
動
し
が
た
い
機
械
器
具
等
は
、
作
業
に
便
利
で
あ
り
、
か
つ
、
清
掃
及
び
洗
浄
を
し
や
す
い
位
置
に
有
す
る
こ
と
。
組
立
式
の
機
械
器
具
等
に
あ
つ
て
は
、
分
解
及
び
清
掃
し
や
す
い
構
造
で
あ
り
、
必
要

に
応
じ
て
洗
浄
及
び
消
毒
が
可
能
な
構
造
で
あ
る
こ
と
。

ホ
　
食
品
又
は
添
加
物
を
運
搬
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
汚
染
を
防
止
で
き
る
専
用
の
容
器
を
使
用
す
る
こ
と
。

ヘ
　
冷
蔵
、
冷
凍
、
殺
菌
、
加
熱
等
の
設
備
に
は
、
温
度
計
を
備
え
、
必
要
に
応
じ
て
圧
力
計
、
流
量
計
そ
の
他
の
計
量
器
を
備
え
る
こ
と
。

ト
　
作
業
場
を
清
掃
等
す
る
た
め
の
専
用
の
用
具
を
必
要
数
備
え
、
そ
の
保
管
場
所
及
び
従
事
者
が
作
業
を
理
解
し
や
す
く
す
る
た
め
に
作
業
内
容
を
掲
示
す
る
た
め
の
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

五
　
そ
の
他

イ
　
令
第
三
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
飲
食
店
営
業
に
あ
つ
て
は
、
第
三
号
ヨ
の
基
準
を
適
用
し
な
い
。
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ロ
　
令
第
三
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
飲
食
店
営
業
の
う
ち
、
簡
易
な
営
業
（
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
飲
食
に
供
す
る
こ
と
の
で
き
る
食
品
を
食
器
に
盛
る
、
そ
う
ざ
い
の
半
製
品
を
加
熱
す
る
等
の
簡
易
な
調
理
の
み
を
す
る
営

業
を
い
い
、
喫
茶
店
営
業
（
喫
茶
店
、
サ
ロ
ン
そ
の
他
設
備
を
設
け
て
酒
類
以
外
の
飲
物
又
は
茶
菓
を
客
に
飲
食
さ
せ
る
営
業
を
い
う
。
）
を
含
む
。
別
表
第
二
十
第
一
号
（
１
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

イ
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
定
め
る
基
準
に
よ
り
営
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（１）
　
床
面
及
び
内
壁
に
あ
つ
て
は
、
取
り
扱
う
食
品
や
営
業
の
形
態
を
踏
ま
え
、
食
品
衛
生
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
不
浸
透
性
材
料
以
外
の
材
料
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（２）
　
排
水
設
備
に
あ
つ
て
は
、
取
り
扱
う
食
品
や
営
業
の
形
態
を
踏
ま
え
、
食
品
衛
生
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
床
面
に
有
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（３）
　
冷
蔵
又
は
冷
凍
設
備
に
あ
つ
て
は
、
取
り
扱
う
食
品
や
営
業
の
形
態
を
踏
ま
え
、
食
品
衛
生
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
施
設
外
に
有
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（４）
　
食
品
を
取
り
扱
う
区
域
に
あ
つ
て
は
、
従
業
者
以
外
の
者
が
容
易
に
立
ち
入
る
こ
と
の
で
き
な
い
構
造
で
あ
れ
ば
、
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
要
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ハ
　
令
第
三
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
飲
食
店
営
業
の
う
ち
、
自
動
車
に
お
い
て
調
理
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
三
号
ニ
、
リ
、
ヲ
及
び
タ
の
基
準
を
適
用
し
な
い
。

ニ
　
令
第
三
十
五
条
第
九
号
に
規
定
す
る
食
肉
処
理
業
の
う
ち
、
自
動
車
に
お
い
て
生
体
又
は
と
た
い
を
処
理
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
三
号
ヲ
、
ワ
及
び
タ
並
び
に
第
四
号
ホ
の
基
準
を
適
用
し
な
い
。

ホ
　
令
第
三
十
五
条
第
二
十
七
号
及
び
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
営
業
以
外
の
営
業
で
冷
凍
食
品
を
製
造
す
る
場
合
は
、
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
加
え
、
次
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

（１）
　
原
材
料
の
保
管
及
び
前
処
理
並
び
に
製
品
の
製
造
、
冷
凍
、
包
装
及
び
保
管
を
す
る
た
め
の
室
又
は
場
所
を
有
す
る
こ
と
。
な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（２）
　
原
材
料
を
保
管
す
る
室
又
は
場
所
に
冷
蔵
又
は
冷
凍
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

（３）
　
製
品
を
製
造
す
る
室
又
は
場
所
は
、
製
造
す
る
品
目
に
応
じ
て
、
加
熱
、
殺
菌
、
放
冷
及
び
冷
却
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

（４）
　
製
品
が
摂
氏
マ
イ
ナ
ス
十
五
度
以
下
と
な
る
よ
う
管
理
す
る
こ
と
の
で
き
る
機
能
を
備
え
る
冷
凍
室
及
び
保
管
室
を
有
す
る
こ
と
。

ヘ
　
令
第
三
十
五
条
第
三
十
号
に
掲
げ
る
営
業
以
外
の
営
業
で
密
封
包
装
食
品
を
製
造
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
加
え
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
構
造
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
原
材
料
の
保
管
及
び
前
処
理
又
は
調
合
並
び
に
製
品
の
製
造
及
び
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所
を
有
し
、
必
要
に
応
じ
て
容
器
包
装
洗
浄
設
備
を
有
す
る
こ
と
。
な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
作
業
区
分
に

応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（２）
　
原
材
料
の
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所
に
、
冷
蔵
又
は
冷
凍
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

（３）
　
製
品
の
製
造
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
製
造
す
る
品
目
に
応
じ
て
、
解
凍
、
加
熱
、
充
塡
、
密
封
、
殺
菌
及
び
冷
却
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
十
（
第
六
十
六
条
の
七
関
係
）

一
　
令
第
三
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
飲
食
店
営
業

自
動
車
に
お
い
て
調
理
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

（１）
　
簡
易
な
営
業
に
あ
つ
て
は
、
一
日
の
営
業
に
お
い
て
約
四
十
リ
ッ
ト
ル
の
水
を
供
給
し
、
か
つ
、
廃
水
を
保
管
す
る
こ
と
の
で
き
る
貯
水
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

（２）
　
比
較
的
大
量
の
水
を
要
し
な
い
営
業
に
あ
つ
て
は
、
一
日
の
営
業
に
お
い
て
約
八
十
リ
ッ
ト
ル
の
水
を
供
給
し
、
か
つ
、
廃
水
を
保
管
す
る
こ
と
の
で
き
る
貯
水
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

（３）
　
比
較
的
大
量
の
水
を
要
す
る
営
業
に
あ
つ
て
は
、
一
日
の
営
業
に
お
い
て
約
二
百
リ
ッ
ト
ル
の
水
を
供
給
し
、
か
つ
、
廃
水
を
保
管
す
る
こ
と
の
で
き
る
貯
水
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
令
第
三
十
五
条
第
二
号
の
調
理
の
機
能
を
有
す
る
自
動
販
売
機
（
屋
内
に
設
置
さ
れ
、
容
器
包
装
に
入
れ
ら
れ
ず
、
又
は
容
器
包
装
で
包
ま
れ
な
い
状
態
の
食
品
に
直
接
接
触
す
る
部
分
を
自
動
的
に
洗
浄
す
る
た
め
の
装
置
そ

の
他
の
食
品
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
装
置
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
食
品
を
調
理
し
、
調
理
さ
れ
た
食
品
を
販
売
す
る
営
業

イ
　
ひ
さ
し
、
屋
根
等
の
雨
水
を
防
止
で
き
る
設
備
を
有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
雨
水
に
よ
る
影
響
を
受
け
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
所
に
自
動
販
売
機
を
設
置
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

ロ
　
床
面
は
、
清
掃
、
洗
浄
及
び
消
毒
が
容
易
な
不
浸
透
性
材
料
の
材
質
で
あ
る
こ
と
。

三
　
令
第
三
十
五
条
第
三
号
に
規
定
す
る
食
肉
販
売
業

イ
　
処
理
室
を
有
す
る
こ
と
。

ロ
　
処
理
室
に
解
体
さ
れ
た
鳥
獣
の
肉
、
内
臓
等
を
分
割
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ハ
　
製
品
が
冷
蔵
保
存
を
要
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
製
品
が
摂
氏
十
度
以
下
と
、
冷
凍
保
存
を
要
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
製
品
が
摂
氏
マ
イ
ナ
ス
十
五
度
以
下
と
な
る
よ
う
管
理
す
る
こ
と
の
で
き
る
機
能
を
備
え
る
冷
蔵
又
は
冷

凍
設
備
を
処
理
量
に
応
じ
た
規
模
で
有
す
る
こ
と
。

ニ
　
不
可
食
部
分
を
入
れ
る
た
め
の
容
器
及
び
廃
棄
に
使
用
す
る
た
め
の
容
器
は
、
不
浸
透
性
材
料
で
作
ら
れ
、
処
理
量
に
応
じ
た
容
量
を
有
し
、
消
毒
が
容
易
で
あ
り
、
汚
液
及
び
汚
臭
が
漏
れ
な
い
構
造
で
あ
り
、
蓋
を
備
え

て
い
る
こ
と
。

四
　
令
第
三
十
五
条
第
四
号
に
規
定
す
る
魚
介
類
販
売
業

イ
　
原
材
料
の
保
管
及
び
処
理
並
び
に
製
品
の
包
装
及
び
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所
を
有
す
る
こ
と
。
な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
原
材
料
の
処
理
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
鮮
魚
介
類
の
処
理
に
必
要
な
設
備
等
を
有
す
る
こ
と
。

ハ
　
生
食
用
鮮
魚
介
類
を
取
り
扱
う
施
設
に
あ
つ
て
は
、
生
食
用
鮮
魚
介
類
の
処
理
を
す
る
た
め
の
専
用
の
器
具
を
備
え
る
こ
と
。

ニ
　
か
き
を
処
理
す
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

（１）
　
必
要
に
応
じ
て
浄
化
設
備
を
有
す
る
こ
と
。
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（２）
　
か
き
の
前
処
理
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
殻
付
き
か
き
の
洗
浄
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

（３）
　
か
き
の
処
理
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
む
き
身
の
処
理
、
洗
浄
及
び
包
装
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

五
　
令
第
三
十
五
条
第
五
号
に
規
定
す
る
魚
介
類
競
り
売
り
営
業

イ
　
鮮
魚
介
類
の
入
荷
、
荷
分
け
、
陳
列
、
一
時
保
管
、
取
引
及
び
出
荷
を
す
る
場
所
を
有
し
、
必
要
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
必
要
に
応
じ
て
冷
蔵
又
は
冷
凍
設
備
、
製
氷
設
備
並
び
に
靴
の
洗
浄
及
び
消
毒
を
す
る
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ハ
　
海
水
を
用
い
て
鮮
魚
介
類
の
洗
浄
及
び
冷
却
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
海
水
の
殺
菌
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

六
　
令
第
三
十
五
条
第
六
号
に
規
定
す
る
集
乳
業

イ
　
生
乳
の
貯
蔵
設
備
及
び
受
入
検
査
設
備
（
検
査
を
外
部
委
託
す
る
施
設
を
除
く
。
）
を
有
す
る
こ
と
。

ロ
　
生
乳
の
取
扱
量
に
応
じ
た
冷
却
器
又
は
冷
蔵
保
管
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

七
　
令
第
三
十
五
条
第
七
号
に
規
定
す
る
乳
処
理
業

イ
　
生
乳
の
受
入
検
査
、
貯
蔵
及
び
処
理
並
び
に
製
品
の
保
管
を
し
、
必
要
に
応
じ
て
洗
瓶
を
す
る
室
又
は
場
所
及
び
容
器
洗
浄
設
備
を
有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
生
乳
を
使
用
し
な
い
施
設
に
あ
つ
て
は
貯
蔵
及
び
受
入
検
査
を

す
る
室
又
は
場
所
、
検
査
を
外
部
委
託
す
る
施
設
に
あ
つ
て
は
受
入
検
査
を
す
る
室
又
は
場
所
を
有
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
生
乳
の
処
理
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
ろ
過
、
殺
菌
、
充
塡
及
び
密
栓
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ハ
　
製
品
が
摂
氏
十
度
以
下
と
な
る
よ
う
管
理
す
る
こ
と
の
で
き
る
機
能
を
備
え
る
冷
却
器
及
び
冷
蔵
設
備
を
処
理
量
又
は
製
造
量
に
応
じ
た
規
模
で
有
す
る
こ
と
（
常
温
保
存
可
能
品
の
み
を
製
造
す
る
施
設
を
除
く
。
）
。

ニ
　
生
乳
の
検
査
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
生
乳
の
検
査
を
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

八
　
令
第
三
十
五
条
第
八
号
に
規
定
す
る
特
別
牛
乳
搾
取
処
理
業

イ
　
搾
乳
、
生
乳
の
処
理
及
び
製
品
の
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所
並
び
に
牛
体
洗
浄
設
備
並
び
に
生
乳
の
貯
蔵
設
備
及
び
受
入
検
査
設
備
（
検
査
を
外
部
委
託
す
る
施
設
を
除
く
。
）
を
有
し
、
必
要
に
応
じ
て
洗
瓶
を
す
る
室
又
は

場
所
を
有
す
る
こ
と
。
な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
生
乳
の
処
理
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
ろ
過
、
殺
菌
、
充
塡
及
び
密
栓
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。
な
お
、
生
乳
の
殺
菌
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
自
記
温
度
計
を
付
け
た
殺
菌
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ハ
　
製
品
が
摂
氏
十
度
以
下
と
な
る
よ
う
管
理
す
る
こ
と
の
で
き
る
機
能
を
備
え
る
冷
却
器
及
び
冷
蔵
設
備
を
処
理
量
に
応
じ
た
規
模
で
有
す
る
こ
と
。

九
　
令
第
三
十
五
条
第
九
号
に
規
定
す
る
食
肉
処
理
業

イ
　
原
材
料
の
荷
受
及
び
処
理
並
び
に
製
品
の
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所
を
有
す
る
こ
と
。
な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
不
可
食
部
分
を
入
れ
る
た
め
の
容
器
及
び
廃
棄
に
使
用
す
る
た
め
の
容
器
は
、
不
浸
透
性
材
料
で
作
ら
れ
、
処
理
量
に
応
じ
た
容
量
を
有
し
、
消
毒
が
容
易
で
あ
り
、
汚
液
及
び
汚
臭
が
漏
れ
な
い
構
造
で
あ
り
、
蓋
を
備
え

て
い
る
こ
と
。

ハ
　
製
品
が
冷
蔵
保
存
を
要
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
製
品
が
摂
氏
十
度
以
下
と
、
冷
凍
保
存
を
要
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
製
品
が
摂
氏
マ
イ
ナ
ス
十
五
度
以
下
と
な
る
よ
う
管
理
す
る
こ
と
の
で
き
る
機
能
を
備
え
る
冷
蔵
又
は
冷

凍
設
備
を
処
理
量
に
応
じ
て
有
す
る
こ
と
。

ニ
　
処
理
室
は
、
解
体
さ
れ
た
獣
畜
又
は
食
鳥
の
肉
、
内
臓
等
を
分
割
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ホ
　
生
体
又
は
と
た
い
を
処
理
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

（１）
　
と
さ
つ
放
血
室
（
と
さ
つ
及
び
放
血
を
す
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
剝
皮
を
す
る
場
所
並
び
に
剝
皮
前
の
と
た
い
の
洗
浄
を
す
る
設
備
を
有
す
る
こ
と
。
ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
懸
ち
ょ
う
室
、
脱
羽
を
す
る
場
所
及
び
羽

毛
、
皮
、
骨
等
を
置
く
場
所
を
有
し
、
処
理
前
の
生
体
又
は
と
た
い
、
処
理
後
の
食
肉
等
の
搬
入
及
び
搬
出
を
す
る
場
所
が
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（２）
　
剝
皮
を
す
る
場
所
は
、
懸
ち
ょ
う
設
備
並
び
に
従
事
者
の
手
指
及
び
ナ
イ
フ
等
の
器
具
の
洗
浄
及
び
消
毒
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

（３）
　
懸
ち
ょ
う
室
は
、
他
の
作
業
場
所
か
ら
隔
壁
に
よ
り
区
画
さ
れ
、
出
入
口
の
扉
が
密
閉
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

（４）
　
洗
浄
消
毒
設
備
は
、
摂
氏
六
十
度
以
上
の
温
湯
及
び
摂
氏
八
十
三
度
以
上
の
熱
湯
を
供
給
す
る
こ
と
の
で
き
る
設
備
を
有
す
る
こ
と
。
ま
た
、
供
給
す
る
温
湯
及
び
熱
湯
の
温
度
を
確
認
で
き
る
温
度
計
を
備
え
る
こ
と
。

ヘ
　
自
動
車
に
お
い
て
生
体
又
は
と
た
い
を
処
理
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

（１）
　
処
理
室
は
、
他
の
作
業
場
所
か
ら
隔
壁
に
よ
り
区
画
さ
れ
、
出
入
口
の
扉
、
窓
等
が
密
閉
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
計
画
処
理
頭
数
（
一
の
施
設
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
処
理
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
頭
数
を
い
う
。
）
に
応
じ
、
別
表
第
十
七
第
四
イ
に
掲
げ
る
事
項
を
満
た
す
水
を
十
分
に
供
給
す
る
機
能
を
備
え
る
貯
水
設
備
を
有
す

る
こ
と
。
な
お
、
シ
カ
又
は
イ
ノ
シ
シ
を
処
理
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
成
獣
一
頭
あ
た
り
約
百
リ
ッ
ト
ル
の
水
を
供
給
す
る
こ
と
の
で
き
る
貯
水
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

（３）
　
排
水
の
貯
留
設
備
を
有
す
る
こ
と
。
貯
留
設
備
は
、
不
浸
透
性
材
料
で
作
ら
れ
、
汚
液
及
び
汚
臭
が
漏
れ
な
い
構
造
で
あ
り
、
蓋
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

（４）
　
車
外
に
お
い
て
剝
皮
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
処
理
す
る
場
所
を
処
理
室
の
入
口
に
隣
接
し
て
有
し
、
風
雨
、
じ
ん
埃
等
外
部
環
境
に
よ
る
と
た
い
の
汚
染
及
び
昆
虫
等
の
侵
入
を
一
時
的
に
防
止
す
る
設
備
を
有
す
る
こ

と
。

ト
　
血
液
を
加
工
す
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。
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（１）
　
運
搬
用
具
の
洗
浄
及
び
殺
菌
並
び
に
原
材
料
と
な
る
血
液
の
貯
蔵
及
び
処
理
を
す
る
室
及
び
冷
蔵
又
は
冷
凍
設
備
を
有
し
、
必
要
に
応
じ
て
製
品
の
包
装
を
す
る
室
を
有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
採
血
か
ら
加
工
ま
で
が
一

貫
し
て
行
わ
れ
、
他
の
施
設
か
ら
原
材
料
と
な
る
血
液
が
運
搬
さ
れ
な
い
施
設
に
あ
つ
て
は
、
運
搬
器
具
を
洗
浄
及
び
殺
菌
し
、
か
つ
、
原
材
料
と
な
る
血
液
を
貯
蔵
す
る
室
を
有
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
な
お
、
各
室
又

は
設
備
は
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（２）
　
処
理
量
に
応
じ
た
原
材
料
貯
留
槽
、
分
離
機
等
を
有
す
る
こ
と
。

（３）
　
原
材
料
と
な
る
血
液
の
受
入
設
備
か
ら
充
塡
設
備
ま
で
の
各
設
備
が
サ
ニ
タ
リ
ー
パ
イ
プ
で
接
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

十
　
令
第
三
十
五
条
第
十
号
に
規
定
す
る
食
品
の
放
射
線
照
射
業

イ
　
専
用
の
照
射
室
を
有
す
る
こ
と
。

ロ
　
適
切
な
照
射
線
量
を
正
確
に
調
整
で
き
る
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア
及
び
照
射
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ハ
　
照
射
線
量
を
正
確
に
測
定
で
き
る
化
学
線
量
計
を
備
え
る
こ
と
。

十
一
　
令
第
三
十
五
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
菓
子
製
造
業

イ
　
原
材
料
の
保
管
及
び
前
処
理
並
び
に
製
品
の
製
造
、
包
装
及
び
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所
を
有
す
る
こ
と
。
な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
す
る
こ
と
。

ロ
　
原
材
料
の
前
処
理
及
び
製
品
の
製
造
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
製
造
す
る
品
目
に
応
じ
て
、
解
凍
、
調
整
、
調
合
、
整
形
、
発
酵
、
加
熱
、
殺
菌
、
放
冷
及
び
冷
却
に
必
要
な
設
備
を
備
え
る
こ
と
。

ハ
　
原
材
料
及
び
製
品
の
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
必
要
に
応
じ
て
冷
蔵
又
は
冷
凍
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ニ
　
シ
ア
ン
化
合
物
を
含
有
す
る
豆
類
を
原
材
料
と
し
て
生
あ
ん
を
製
造
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
浸
漬
、
蒸
煮
、
製
あ
ん
及
び
水
さ
ら
し
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

十
二
　
令
第
三
十
五
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
類
製
造
業

イ
　
原
材
料
の
保
管
及
び
調
合
並
び
に
製
品
の
製
造
及
び
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所
並
び
に
生
乳
の
貯
蔵
設
備
（
生
乳
を
使
用
し
な
い
施
設
を
除
く
。
）
及
び
受
入
検
査
設
備
（
検
査
を
外
部
委
託
す
る
施
設
を
除
く
。
）
を
有
す
る

こ
と
。
な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
製
品
の
製
造
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
ろ
過
、
殺
菌
、
冷
却
、
充
塡
、
包
装
及
び
凍
結
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

十
三
　
令
第
三
十
五
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
乳
製
品
製
造
業

イ
　
原
材
料
の
保
管
及
び
調
合
並
び
に
製
品
の
製
造
及
び
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所
並
び
に
生
乳
の
貯
蔵
設
備
（
生
乳
を
使
用
し
な
い
施
設
を
除
く
。
）
及
び
受
入
検
査
設
備
（
検
査
を
外
部
委
託
す
る
施
設
を
除
く
。
）
を
有
し
、

必
要
に
応
じ
て
洗
瓶
を
す
る
室
又
は
場
所
を
有
す
る
こ
と
。
な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
製
品
の
製
造
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
ろ
過
、
殺
菌
、
冷
却
、
充
塡
及
び
包
装
に
必
要
な
設
備
を
有
し
、
必
要
に
応
じ
て
発
酵
、
濃
縮
、
乾
燥
、
乳
化
及
び
分
離
を
す
る
た
め
の
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

十
四
　
令
第
三
十
五
条
第
十
四
号
に
規
定
す
る
清
涼
飲
料
水
製
造
業

イ
　
原
材
料
の
保
管
及
び
調
合
並
び
に
製
品
の
製
造
（
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
類
の
み
を
製
造
す
る
施
設
に
あ
つ
て
は
製
造
に
限
る
。
）
を
す
る
室
又
は
場
所
を
有
し
、
必
要
に
応
じ
て
容
器
の
洗
浄
及
び
製
造
又
は
組
立
を
す
る
設

備
を
有
す
る
こ
と
。
な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
原
材
料
の
調
合
及
び
製
品
の
製
造
を
す
る
室
又
は
場
所
に
あ
つ
て
は
、
調
合
、
充
塡
、
密
封
及
び
殺
菌
又
は
除
菌
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

十
五
　
令
第
三
十
五
条
第
十
五
号
に
規
定
す
る
食
肉
製
品
製
造
業

イ
　
原
材
料
の
保
管
、
前
処
理
及
び
調
合
並
び
に
製
品
の
製
造
、
包
装
及
び
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所
を
有
す
る
こ
と
。
な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
す
る
こ
と
。

ロ
　
製
品
の
製
造
を
す
る
室
又
は
場
所
に
、
必
要
に
応
じ
て
殺
菌
、
乾
燥
、
燻
煙
、
塩
漬
け
、
製
品
の
中
心
部
温
度
の
測
定
、
冷
却
等
を
す
る
た
め
の
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

十
六
　
令
第
三
十
五
条
第
十
六
号
に
規
定
す
る
水
産
製
品
製
造
業

イ
　
原
材
料
の
保
管
及
び
前
処
理
並
び
に
製
品
の
製
造
及
び
保
管
を
し
、
必
要
に
応
じ
て
原
材
料
の
乾
燥
、
洗
浄
及
び
解
凍
を
す
る
た
め
の
室
又
は
場
所
を
有
す
る
こ
と
。
な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
作
業
区

分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
原
材
料
の
保
管
及
び
製
品
の
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
必
要
に
応
じ
て
冷
蔵
又
は
冷
凍
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ハ
　
原
材
料
の
前
処
理
又
は
製
品
の
製
造
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
必
要
に
応
じ
て
解
凍
、
調
合
、
加
熱
、
殺
菌
、
乾
燥
、
燻
煙
、
焙
焼
、
脱
水
、
冷
却
等
を
す
る
た
め
の
設
備
を
備
え
る
こ
と
。

ニ
　
生
食
用
鮮
魚
介
類
を
取
り
扱
う
場
合
は
、
生
食
用
鮮
魚
介
類
の
処
理
を
す
る
専
用
の
器
具
を
備
え
る
こ
と
。

ホ
　
魚
肉
練
り
製
品
を
製
造
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
原
材
料
の
前
処
理
及
び
製
品
の
製
造
を
す
る
室
又
は
場
所
に
擂
潰
及
び
殺
菌
（
魚
肉
の
す
り
身
を
製
造
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ヘ
　
か
き
を
処
理
す
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

（１）
　
必
要
に
応
じ
て
浄
化
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

（２）
　
か
き
の
前
処
理
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
殻
付
き
か
き
の
洗
浄
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

（３）
　
か
き
の
処
理
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
む
き
身
の
処
理
、
洗
浄
及
び
包
装
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

十
七
　
令
第
三
十
五
条
第
十
七
号
に
規
定
す
る
氷
雪
製
造
業

製
品
の
製
造
及
び
保
管
を
し
、
必
要
に
応
じ
て
製
品
の
調
整
及
び
包
装
を
す
る
室
又
は
場
所
を
有
す
る
こ
と
。
な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

十
八
　
令
第
三
十
五
条
第
十
八
号
に
規
定
す
る
液
卵
製
造
業

イ
　
原
材
料
の
保
管
並
び
に
製
品
の
製
造
、
包
装
及
び
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所
を
有
す
る
こ
と
。
な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
製
品
を
製
造
す
る
室
又
は
場
所
は
、
割
卵
、
充
塡
及
び
冷
却
に
必
要
な
設
備
を
有
し
、
必
要
に
応
じ
て
洗
卵
、
ろ
過
並
び
に
加
熱
殺
菌
及
び
冷
却
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。
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ハ
　
製
品
が
冷
蔵
保
存
を
要
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
製
品
が
摂
氏
八
度
以
下
と
、
冷
凍
保
存
を
要
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
製
品
が
摂
氏
マ
イ
ナ
ス
十
五
度
以
下
と
な
る
よ
う
管
理
で
き
る
機
能
を
備
え
る
冷
蔵
又
は
冷
凍
設
備
を
有

す
る
こ
と
。

十
九
　
令
第
三
十
五
条
第
十
九
号
に
規
定
す
る
食
用
油
脂
製
造
業

イ
　
原
材
料
の
保
管
設
備
並
び
に
製
品
の
製
造
及
び
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所
を
有
す
る
こ
と
。
な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
食
用
油
脂
を
製
造
す
る
施
設
の
製
造
を
す
る
室
又
は
場
所
に
あ
つ
て
は
、
精
製
、
充
塡
及
び
包
装
に
必
要
な
設
備
を
有
し
、
必
要
に
応
じ
て
搾
油
及
び
調
合
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ハ
　
マ
ー
ガ
リ
ン
又
は
シ
ョ
ー
ト
ニ
ン
グ
の
製
造
を
す
る
施
設
の
室
又
は
場
所
に
あ
つ
て
は
、
充
塡
及
び
包
装
に
必
要
な
設
備
を
有
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
練
り
合
わ
せ
、
殺
菌
及
び
冷
却
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。
ま
た
、

必
要
に
応
じ
て
熟
成
室
を
有
す
る
こ
と
。

二
十
　
令
第
三
十
五
条
第
二
十
号
に
規
定
す
る
み
そ
又
は
し
ょ
う
ゆ
製
造
業

イ
　
製
麹
を
し
、
原
材
料
の
保
管
、
前
処
理
、
仕
込
み
及
び
熟
成
を
し
、
及
び
製
品
の
包
装
充
塡
及
び
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所
を
有
す
る
こ
と
。
な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ

て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
包
装
充
塡
を
す
る
室
又
は
場
所
に
あ
つ
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
容
器
の
洗
浄
及
び
製
造
又
は
組
立
を
す
る
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ロ
　
し
ょ
う
ゆ
を
製
造
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
圧
搾
、
火
入
れ
、
調
合
、
ろ
過
及
び
圧
搾
製
成
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ハ
　
み
そ
又
は
し
ょ
う
ゆ
を
主
原
料
と
す
る
食
品
を
製
造
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
調
合
、
ろ
過
、
乾
燥
、
加
熱
殺
菌
、
充
塡
及
び
密
栓
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

二
十
一
　
令
第
三
十
五
条
第
二
十
一
号
に
規
定
す
る
酒
類
製
造
業

イ
　
製
造
す
る
品
目
に
応
じ
て
、
製
麹
を
し
、
原
材
料
の
保
管
、
前
処
理
、
仕
込
み
及
び
熟
成
（
蒸
留
・
圧
搾
を
含
む
。
）
を
し
、
及
び
製
品
の
包
装
充
塡
及
び
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所
を
有
す
る
こ
と
。
な
お
、
室
を
場
所
と
す

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
製
品
の
包
装
充
塡
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
必
要
に
応
じ
て
容
器
の
洗
浄
及
び
検
瓶
並
び
に
製
造
又
は
組
立
を
す
る
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ハ
　
製
造
品
目
に
応
じ
て
、
洗
浄
、
浸
漬
、
蒸
き
ょ
う
、
製
麹
、
糖
化
、
煮
沸
、
発
酵
、
蒸
留
、
圧
搾
、
火
入
れ
、
調
合
、
ろ
過
、
充
塡
及
び
密
栓
に
必
要
な
設
備
等
を
有
す
る
こ
と
。

二
十
二
　
令
第
三
十
五
条
第
二
十
二
号
に
規
定
す
る
豆
腐
製
造
業

イ
　
原
材
料
の
保
管
及
び
前
処
理
並
び
に
製
品
の
製
造
及
び
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所
を
有
す
る
こ
と
。
な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
製
品
の
製
造
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
殺
菌
及
び
冷
却
に
必
要
な
設
備
を
有
し
、
必
要
に
応
じ
て
包
装
す
る
た
め
の
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ハ
　
無
菌
充
塡
豆
腐
を
製
造
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
連
続
流
動
式
の
加
熱
殺
菌
機
並
び
に
充
塡
及
び
密
封
に
必
要
な
設
備
を
備
え
る
こ
と
。

ニ
　
豆
腐
を
主
原
料
と
す
る
食
品
を
製
造
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
冷
凍
、
乾
燥
、
油
調
等
を
す
る
設
備
を
備
え
る
こ
と
。

二
十
三
　
令
第
三
十
五
条
第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
納
豆
製
造
業

イ
　
原
材
料
の
保
管
、
前
処
理
、
発
酵
及
び
熟
成
並
び
に
製
品
の
製
造
及
び
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所
を
有
す
る
こ
と
。
な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
原
材
料
の
蒸
煮
、
発
酵
及
び
冷
却
並
び
に
製
品
の
包
装
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

二
十
四
　
令
第
三
十
五
条
第
二
十
四
号
に
規
定
す
る
麺
類
製
造
業

イ
　
原
材
料
の
保
管
及
び
前
処
理
並
び
に
製
品
の
製
造
、
包
装
及
び
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所
を
有
し
、
必
要
に
応
じ
て
原
材
料
及
び
製
品
の
乾
燥
及
び
冷
蔵
又
は
冷
凍
を
す
る
室
又
は
場
所
を
有
す
る
こ
と
。
室
を
場
所
と
す
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
原
材
料
の
前
処
理
を
し
、
及
び
製
品
の
製
造
を
す
る
室
又
は
場
所
に
あ
つ
て
は
、
製
造
す
る
品
目
に
応
じ
て
、
混
錬
、
成
形
、
圧
延
、
裁
断
、
茹
で
、
蒸
し
、
油
調
及
び
冷
却
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

二
十
五
　
令
第
三
十
五
条
第
二
十
五
号
に
規
定
す
る
そ
う
ざ
い
製
造
業
及
び
同
条
第
二
十
六
号
の
複
合
型
そ
う
ざ
い
製
造
業

イ
　
原
材
料
の
保
管
及
び
前
処
理
並
び
に
製
品
の
製
造
、
包
装
及
び
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所
を
有
す
る
こ
と
。
な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
製
品
の
製
造
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
製
造
す
る
品
目
に
応
じ
て
、
解
凍
、
加
熱
、
殺
菌
、
放
冷
及
び
冷
却
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ハ
　
原
材
料
及
び
製
品
の
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
冷
蔵
又
は
冷
凍
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

二
十
六
　
令
第
三
十
五
条
第
二
十
七
号
に
規
定
す
る
冷
凍
食
品
製
造
業
及
び
同
条
第
二
十
八
号
の
複
合
型
冷
凍
食
品
製
造
業

イ
　
原
材
料
の
保
管
及
び
前
処
理
並
び
に
製
品
の
製
造
、
冷
凍
、
包
装
及
び
保
管
を
す
る
た
め
の
室
又
は
場
所
を
有
す
る
こ
と
。
な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
原
材
料
の
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所
に
冷
蔵
又
は
冷
凍
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ハ
　
製
品
の
製
造
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
製
造
す
る
品
目
に
応
じ
て
、
加
熱
、
殺
菌
、
放
冷
及
び
冷
却
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ニ
　
製
品
が
摂
氏
マ
イ
ナ
ス
十
五
度
以
下
と
な
る
よ
う
管
理
す
る
こ
と
の
で
き
る
機
能
を
備
え
る
冷
凍
室
及
び
保
管
室
を
有
す
る
こ
と
。

二
十
七
　
令
第
三
十
五
条
第
二
十
九
号
に
規
定
す
る
漬
物
製
造
業

イ
　
原
材
料
の
保
管
及
び
前
処
理
並
び
に
製
品
の
製
造
、
包
装
及
び
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所
を
有
す
る
こ
と
。
な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
原
材
料
の
前
処
理
及
び
製
品
の
製
造
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
必
要
に
応
じ
て
洗
浄
、
漬
け
込
み
、
殺
菌
等
を
す
る
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ハ
　
浅
漬
け
を
製
造
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
製
品
が
摂
氏
十
度
以
下
と
な
る
よ
う
管
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
を
備
え
る
冷
蔵
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

二
十
八
　
令
第
三
十
五
条
第
三
十
号
に
規
定
す
る
密
封
包
装
食
品
製
造
業

イ
　
原
材
料
の
保
管
及
び
前
処
理
又
は
調
合
並
び
に
製
品
の
製
造
及
び
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所
を
有
し
、
必
要
に
応
じ
て
容
器
包
装
洗
浄
設
備
を
有
す
る
こ
と
。
な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
作
業
区
分
に
応

じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
原
材
料
の
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所
に
冷
蔵
又
は
冷
凍
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ハ
　
製
品
の
製
造
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
製
造
す
る
品
目
に
応
じ
て
、
解
凍
、
加
熱
、
充
塡
、
密
封
、
殺
菌
及
び
冷
却
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。
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二
十
九
　
令
第
三
十
五
条
第
三
十
一
号
に
規
定
す
る
食
品
の
小
分
け
業

イ
　
原
材
料
の
保
管
及
び
加
工
並
び
に
製
品
の
包
装
及
び
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所
を
有
す
る
こ
と
。
な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
す
る
こ
と
。

ロ
　
原
材
料
及
び
製
品
の
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
必
要
に
応
じ
て
冷
蔵
又
は
冷
凍
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

三
十
　
令
第
三
十
五
条
第
三
十
二
号
に
規
定
す
る
添
加
物
製
造
業

イ
　
原
材
料
の
保
管
並
び
に
製
品
の
製
造
、
小
分
け
、
包
装
及
び
保
管
を
す
る
室
又
は
場
所
を
有
す
る
こ
と
。
な
お
、
室
を
場
所
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
作
業
区
分
に
応
じ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
製
品
の
製
造
を
す
る
室
又
は
場
所
は
、
必
要
に
応
じ
て
抽
出
、
反
応
、
混
合
、
ろ
過
、
し
過
、
精
製
、
濃
縮
等
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
こ
と
。
添
加
物
製
剤
を
製
造
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
含
有
成
分
を
均
一
に
す
る
機

械
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ハ
　
原
材
料
又
は
製
品
の
試
験
検
査
を
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
及
び
器
具
を
有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
試
験
検
査
の
う
ち
特
殊
な
試
験
に
必
要
な
設
備
及
び
器
具
に
つ
い
て
は
、
当
該
試
験
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
他
の
機
関

を
利
用
し
て
自
ら
の
責
任
に
お
い
て
当
該
添
加
物
の
試
験
検
査
を
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
食
品
衛
生
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

ニ
　
添
加
物
及
び
添
加
物
以
外
の
製
品
の
製
造
を
す
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、
添
加
物
の
製
造
に
使
用
す
る
機
械
器
具
が
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
添
加
物
及
び
添
加
物
以
外
の
製
品
を
同
一
の
工
程
で
製
造
す
る
場
合
で

あ
つ
て
、
同
一
の
機
械
器
具
を
使
用
し
て
も
製
造
さ
れ
た
添
加
物
が
法
第
十
三
条
第
一
項
の
基
準
及
び
規
格
に
適
合
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

別
表
第
二
十
一
（
第
六
十
六
条
の
七
関
係
）

一
　
令
第
三
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
飲
食
店
営
業
、
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
食
肉
販
売
業
、
同
条
第
九
号
に
規
定
す
る
食
肉
処
理
業
、
同
条
第
二
十
六
号
に
規
定
す
る
複
合
型
そ
う
ざ
い
製
造
業
及
び
同
条
第
二
十
八
号
に
規

定
す
る
複
合
型
冷
凍
食
品
製
造
業
の
う
ち
、
生
食
用
食
肉
の
加
工
又
は
調
理
を
す
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

イ
　
生
食
用
食
肉
の
加
工
又
は
調
理
を
す
る
た
め
の
設
備
が
他
の
設
備
と
区
分
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
器
具
及
び
手
指
の
洗
浄
及
び
消
毒
を
す
る
た
め
の
専
用
の
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ハ
　
生
食
用
食
肉
の
加
工
又
は
調
理
を
す
る
た
め
の
専
用
の
機
械
器
具
を
備
え
る
こ
と
。

ニ
　
取
り
扱
う
生
食
用
食
肉
が
冷
蔵
保
存
を
要
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
生
食
用
食
肉
が
摂
氏
四
度
以
下
と
、
冷
凍
保
存
を
要
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
生
食
用
食
肉
が
摂
氏
マ
イ
ナ
ス
十
五
度
以
下
と
な
る
よ
う
管
理
す

る
こ
と
が
で
き
る
機
能
を
備
え
る
冷
蔵
又
は
冷
凍
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ホ
　
生
食
用
食
肉
を
加
工
す
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、
加
工
量
に
応
じ
た
加
熱
殺
菌
を
す
る
た
め
の
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
令
第
三
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
飲
食
店
営
業
、
同
条
第
四
号
に
規
定
す
る
魚
介
類
販
売
業
、
同
条
第
十
六
号
に
規
定
す
る
水
産
製
品
製
造
業
、
同
条
第
二
十
六
号
に
規
定
す
る
複
合
型
そ
う
ざ
い
製
造
業
及
び
同
条
第
二
十

八
号
に
規
定
す
る
複
合
型
冷
凍
食
品
製
造
業
の
う
ち
、
ふ
ぐ
を
処
理
す
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

イ
　
除
去
し
た
卵
巣
、
肝
臓
等
の
有
毒
な
部
位
の
保
管
を
す
る
た
め
、
施
錠
で
き
る
容
器
等
を
備
え
る
こ
と
。

ロ
　
ふ
ぐ
の
処
理
を
す
る
た
め
の
専
用
の
器
具
を
備
え
る
こ
と
。

ハ
　
ふ
ぐ
を
凍
結
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
ふ
ぐ
を
摂
氏
マ
イ
ナ
ス
十
八
度
以
下
で
急
速
に
凍
結
で
き
る
機
能
を
備
え
る
冷
凍
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
十
二
（
第
七
十
三
条
関
係
）

一
　
サ
ル
モ
ネ
ラ
属
菌

二
　
ボ
ツ
リ
ヌ
ス
菌

三
　
腸
管
出
血
性
大
腸
菌

四
　
エ
ル
シ
ニ
ア
・
エ
ン
テ
ロ
コ
リ
チ
カ
Ｏ
８

五
　
カ
ン
ピ
ロ
バ
ク
タ
ー
・
ジ
ェ
ジ
ュ
ニ
／
コ
リ

六
　
コ
レ
ラ
菌

七
　
赤
痢
菌

八
　
チ
フ
ス
菌

九
　
パ
ラ
チ
フ
ス
Ａ
菌

十
　
化
学
物
質
（
元
素
及
び
化
合
物
を
い
う
。
）
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